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まえがき 
 
 アジア諸国は、1997 年タイ通貨バーツを皮切りに世界を襲った「マネーの嵐」を乗り越

え、順調な経済発展を果たしている。アメリカに次いで、中国が世界第 2 位の経済大国に

なるであろうことは、世界中の認めるところであり、中国のみならずアジア中が世界の生

産拠点：市場拠点として-2 つのパワーを持ち出したという共通認識ができつつある。それ

に加えてアジアには経済成長が目覚ましいインドがある。インドは世界第 2 位の人口を誇

る国であり、世界挙げてこの国に送る視線は熱い。2000 年に入り、アジアのみならず世界

中が好景気循環の中にある。世紀上、これほど広い経済圏で、同時経済成長をきたしてい

る時代は例を見ないのではなかろうか！ 

 

 我国日本+NIES+中国+ASEAN+インド+豪州・ニュージーランドを加えた 16 国でアジア版

OECD 構想が持ち上がっている。我国の貿易取引高の地域別中味を見ると、貿易総額の半数

はアジアであり、台湾を含めると中国関係だけでその半数を超える。アジアとは切っても

切れない重厚な関係にあることは自明の理である。アジアの諸国にとっても、域内の貿易

は 50%を超えており、お互いの経済ネットワークが形成されている。最早お互いに協力･連

携し合うしか道は残されていないといっても過言ではなかろう。 

 アジア諸国の経済連携の形を見ると、これまでの外資依存一辺倒から脱却し、国内産業

の振興によりバランスをとろうとする動きにある。それは日本・NIES・最近はそれに中国

から原材料･加工品を輸入し、それを自国で製品化し、アメリカ・欧州にあるいは日本・NIES

に輸出するという三角構造体制が機能することにより可能となってきた。 

 

 そして夫々の国において、更なる発展を目指すには新しい産業クラスターの育成が必要

であるとの考えが生まれてきた。今や、その産業クラスターを構成する中心が中小企業で

あるということも共通の認識であろう。アジアにおいては中小企業の位置づけをよく理解

し、長い間その支援･育成に取組んできたのが我国であり、日本を追う形で経済成長を遂げ

る韓国、中国が中小企業政策の立法化と推進に力を注ぐこともうなずけることである。   

欧州･アメリカにも中小企業政策はあるが、アジアにおいては、我国の中小企業政策に対

する評価は高く、日本中小企業の実態及び政策研究が進んでいる。我国においても、進出

日系中小企業への支援軸を同一にしつつ、ODA の活用とあわせ、現地中小企業への支援活

動が注目されつつある。三角貿易一番の受益者である我国のためではあるが・・・ 

 

 日本における中小企業政策の遂行に欠かせないのが、長年に亘り中小企業の育成･発展に

役立っている-中小企業診断士制度である。広くアジア地域においても我々中小企業診断士

が必要とされ、社会に貢献する時代がやってきた。本レポートは、アジアにおける経済発

展の現状を見ると同時に、我国中小企業政策及び支援における諸外国の暑い視線と、アジ

ア地域で活躍する中小企業診断士の業務事例を取り上げ、今後へのテーマと問いかけをし

たものである。 

2007 年 3 月 

東京支部 関本征四郎 
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第 1 章 アジア諸国中小企業の実態 
東京支部 関本征四郎 

1. 成長著しいアジア諸国 
 
（１） 存在感を増すアジア経済 

 1998 年のアジア通貨危機を乗り越えたアジア経済は、その後も順調な発展を続けて

いる。2006 年中小企業白書「東アジア諸国の実質 GDP」にあるようにアジアにおける経済

成長はめざましく、中でも中国のそれは抜きん出ている。アジアにおける世界の中に占め

る GDP 割合は 2005 年で 27.0％、2015 年で 29.4%を占めると予測されており、高い成長率

の元でその存在感はより高まりを見せている。  

2050 年には BRICｓ-ブラジル、ロシア、インド、中国-の 4 カ国が世界のベスト 10 に入

り、世界経済をリードするであろうと言うゴールドサックスのレポートにあるように、ア

ジアには世界の人口 NO1.2 国で有る中国・インドがあり、その予測は現実性を帯びてきた。 

 

1990 年代アジアは、世界の工場といわれた中国をはじめとして、「生産拠点地域」でク

ローズアップされたが、2000 年に入り経済の発展、国の成長に伴い、「市場のとして地域」

で評価が高い。域内では日本に続いて NIES が先行、中国、ASEAN がそれを追う形でアジア

の経済サービス化が進行している。インドは蛙跳び的な成長を持続、ベトナムは分散投資

の受け皿として魅力が増加、オーストラリアはアジアの一員としての関係を強化している。

今や、アジア地域は北米地域、EU 地域に次ぐ、第 3 の経済エリアとして確固たる地位を築

きつつある。 

 

 2006 年度の通商白書によると、2004 年度における日本と ASEAN の貿易額はほぼ同額であ

る。この段階では中国もほぼ拮抗しており、日本･中国の存在がアジアの発展に大きく寄与

している事実を見ることができる。又、中国は 2010 年にも GDP で日本を追い抜くとの説も

あり、その存在感はより高まることが予想される。  

一方、製造業における分野では、世界の製造業生産に占める東アジアの比率は高い。中

でも日本の位置づけは極めて高く MADE・IN・JAPAN 製品・ものづくりの日本への信頼度は

厚い。ただ、グラフ（図 1-1）（図 1-2）で見られるように、2000 年代に入り、中国の製造

業生産高は急増し、一段と生産拠点としての重要性を増しつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 世界製造業生産に占める東アジアの比率 

       出所：世界銀行 
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図 1-2 成長見通しと主要国･地域の GDP シェア 

出所：経済産業省 2006 通商白書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 日本と ASEAN の主要貿易相手国・地域（2004 年） 

出所：2006ASEAN-JAPAN Statistical Pocketbook 

ASEAN_JAPAN CENTRE 
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図 1-4 東アジア諸国の実質 GDP 

出所：2006 年中小企業白書 

 

（２） アジア域内における経済連携の形成 

 産業別に見ると、特に ASEAN4 及び NIES４の電気及び電子製品製造業を中心に、東ア

ジアでの域内貿易割合が非常に高い。我国の貿易は輸出においては部品、輸入では加工品

のシェアが最大となっている。一方の最終製品のシェアは輸出･輸入ともに低下しており、

貿易構造が部品・加工品など中間財中心へとシフトしつつある様子が窺える。一方中国は、

輸入においては中間財の比率が高いが輸出においては最終財の比率が高く、一部では加工

品･部品を輸入し、安価な労働力を活用して最終財に組み立て、アメリカ・EU 及び日本に

向けて輸出するという三角構造が見て取れる。   

ASEAN の場合は、国と企業により特徴があり、日本･NIES・中国から部品・加工品を仕入

れ、それを加工し北米・EU・日本へ輸出するという貿易構造にある。アジア域内にあって

は相互関係がより深まり、確固たる国際事業ネットワークが構築されてきた。 

 

（３） 持続する成長力を保持するための取組み課題 

① 国際的な事業環境整備の推進 

経済連携の形成で見たように、夫々の国の役割が相互補完の関係にあり、更なる国際事

業ネットワークをより強化するためには、ネットワーク形成上の 3つの視点が必要である。

それは［自由化］・［調和］・［安定化］である。自由化とは貿易･投資の自由化であり、調和

とは経済ルールの調和、安定化とは為替･金融市場の安定のことと考える。国際事業ネット

ワークの形成に当っては、事業拠点間をヒト・モノ・カネ情報などが往来するコストが重

要であり、それが一定の水準に保たれることも必要な条件である。そして、貿易・投資の
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自由化促進の手段としては、EPA/FTA の推進が重要である。勿論、夫々の国の政治が安定

し、法の整備がなされることが前提であろう。 

 

② 投資の持続と拡大 

アジアに対する主要な直接投資国の推移を見ると、我が国は 1980 年からの累計で首位で

あるとともに、期間別に見ても常に上位に位置しており、直接投資を通じてアジアの発展

に貢献してきている(図-5)。発展途上にあったアジアが今日まで発展してきたのは、欧米

先進国とともに投資を重ねてきた我国の貢献が大きく、アジア諸国の政策の不足、インフ

ラの未発達、物流のシステム、金融システムにおける未整備など幾多の問題点を乗り越え、

今日のネットワーク形成までにいたっている。 

アジアにおける経済圏は、NIES、ASEAN、中国からオセアニア・西南アジアまで広がりを

見せ、アジアグローバル化が実現しようとしている。2008 年にも我国を中心として、ASEAN+

日中韓+インド・豪州/NZ の 16 カ国で EPA 交渉が始まる。その経済効果は日本の GDP を 5

兆円、他の国全体の GDP を 25 兆円押し上げるといわれる。更なる投資がなされることを期

待する。   

 

③中小企業の育成支援 

アジア経済圏の更なる発展に不可欠なのが、地域で 90％以上を占めるといわれる中小企

業の育成、支援である。中国のように、国有企業以外は全て中小企業ではないか? と解釈

される国もあり、国々によって中小企業の意味合いが大きく違いがあり、一まとめには難

しい理解が伴うが、いずれにもしても、経済の成長には中小企業とそれに係る人材の育成、

支援が欠かせない。 

我国においては、1963 年の中小企業基本法の制定以来、一貫して中小企業の育成をおこ

なってきた。経済成長に沿って、我国中小企業政策も、保護の対象から成長志向のある中

小企業にスポットを当て、更なる発展に支援を行うという政策に変化してきている。先進

国の中でも、我国中小企業政策運営に高い評価があり、ODA を活用した発展途上国の中小

企業への支援が関心を呼んでいる。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 アジアに対する主要投資国の推移 

出所：2006 年通商白書 
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図 1-6 中間財貿易の拡大 

 出所：2006 年中小企業白書  

 

2.アジア各国中小企業と政策 
 

（１） アジアにおける中小企業の現状 

アジア各国における中小企業の経済地位は下記（図 1-7）の通りである。我国の中小企

業の割合は 99.7%(2006 年中小企業白書)であるが、アジア諸国においても、中小企業は国

経済の土台を支えているといえよう。但し、韓国・インドネシア・中国などでは相当な地

位を占めているにもかかわらず、マレーシア・シンガポール・フィリピンなどは相対的に

低い地位にとどまっているなど、国により違いが見られる。 

 国々において、中小企業の概念、評価の違いが見られつつも、いずれの国も中小企業は

保護の対象ではなく、国際的な市場経済下で、競争力を持った主体として位置づけられて

いる。自立的成長や自助努力を支援する政策として、資金供給面での支援策、技術面での

支援策のほか、海外進出への支援策が整えられていることが挙げられる。海外からの投資

については製造業分野では比較的開放的な政策が採られており、サービス部門においても、

近年は規制緩和が進んでいる。 

 各国とも製造業全体における中小企業の割合は 90%を超えているが、韓国では生産活動

が首都圏に集中し、地方の中小企業は脆弱である。台湾の中小企業は独立性が強く、輸出

志向が強いという特徴がある。シンガポールの中小企業は、近代的産業を担う大企業の狭

間で伝統的な軽工業部門にとどまっている。又、台湾・シンガポールの中小企業は華人の
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伝統的な家族･同族経営の傾向が強いなど、地域、歴史などにより特有の個性がある。いず

れも国も、設備の導入･投資は盛んで、生産管理面での知識などは普及しているが、生産管

理の実効面では不十分なところがある。只、韓国・台湾においては、高度化に向けて技術

開発、導入が急ピッチで進んでおり、我国を追い越している分野もある。労働市場はほぼ

完全雇用に近く、賃金も上昇している。中小企業にとっては、労働力不足と高労働コスト

に苦しむ状況になりつつあり、労働力の定着性も悪く、専門家が育ちにくい環境にある。

労働コストだけの進出はかえって将来の足かせになる恐れもあろう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-7 アジア各国経済に占める中小企業の地位 

出所：（財）中小企業総合研究機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-8 中小企業の主たる製造業分野 

出所：（財）中小企業総合研究機構 

 

（２） アジア各国における中小企業政策 

 夫々の国で経済発展が進むにつれて、特に中小企業にとって大きな問題は資金調達であ

る。近年アジアでは金融基盤の弱い中小企業を育成する為に様々な制度を導入しつつあり、

我国における信用保証制度など、多岐にわたる研究がおこなわれている。 

以下に、2005 年経済産業省がまとめた東アジア諸国、地域の中小企業向け政策金融制度

をみる。 

 
アジア各国経済に占める中小企業の地位 

     （％） 

国  名 事業所数 従業員数 生産額 輸出額 （調査年） 

韓  国 99.0 69.1 47.9 n.a 1994 

台  湾 96.1 80.0 33.0 50.0 1994 

シンガポール 94.7 46.4 29.4 21.3 1996 

タ  イ 98.6 73.5 n.a n.a 1994 

マレーシア 92.6 40.2 19.6 n.a 1994 

インドネシア 99.3 61.4 58.2 n.a 1993 

フィリピン 98.6 50.0 26.3 n.a 1988 

中  国 98.6 n.a 56.6 n.a 1996 

 

中小企業の主たる製造業分野 

  1996 年調査 

国  名 製 造 業 分 野 

韓  国 機械設備、衣類、毛皮製品、家具、ゴム、プラスチック製品 

台  湾 金属製品、食品、プラスチック製品、機械、電子,電機 

シンガポール 印刷、木製家具、プラスチック製品、機械、金属 

タ  イ 食品、飲料、タバコ、非鉄金属、陶器、繊維、医療 

マレーシア 
食品、飲料、金属製品、機械機器、木材製品、繊維,衣料、金

属加工 

インドネシア 
建設資材、食品、飲料、繊維、衣料,皮革加工、木材製品、家

具、雑貨 

フィリピン 
食品、飲料、木製品、繊維、衣料、プラスチック加工、各種雑

貨 

中  国 食料品、タバコ、繊維、衣料、機械、金属 
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第2-4-31表　東アジア諸国・地域の中小企業向け政策金融制度抜粋

政策立案及び法体系 政策金融制度 信用保証制度 その他
○主務官庁 ○政策金融機関 ○信用保証機関 ○ベンチャー企業育成

中小企業庁（1996年）…産業資
源部傘下

中小企業振興公団…事実上の
中小企業政策金融機関。

信用保証協会（ソウル首都圏中
心）

ベンチャー企業認定制度（優遇
税制）

○関連法規 　韓国中小銀行 技術信用保証協会（ソウル首都
圏、ベンチャー中心）

KOSDAQ（新興企業向け株式市
場）

　中小企業基本法（1966年） ○低利融資制度 地域信用保証協会（地方中心で
個人も対象）

○中小企業の定義 　韓国銀行総額限度貸出制度 ○保証料　0.5-1.5％
中小企業基本法施行令（2002

年）により業種別に細かく定義。
　中小企業振興公団融資

（その他中央官庁による融資・補
助金制度多数）
○市中銀行貸出義務制度
　最高で総貸出残高の75％以上。

○主務官庁等 ○The SME Bank of Thailand ○     ベンチャー企業育成
　中小企業振興委員会（2000年） 1999年の日本政府の「水谷ミッ

ション」でSIFC（中小企業金融公社
＝ Small Industry Finance
Corporation）が①銀行免許を取得
して預金を受入れ資金調達力を強
化、②企業再生部門を設置。

MAI（新興企業向け株式市場）

中小企業振興事務所（実施機
関）
○関連法規
　中小企業振興法（2000年）
○中小企業の定義

工業省、政府系金融機関等によ
り異なる。

○SMIDEC（Small and Medium
Industries Development
Corporation）

○低利融資

…国際貿易産業省(MITI)傘下 SMIDEC及びマレーシア中央銀行
（Bank Negara Malaysia）の低利融
資ファンド。

○関連法規　…会社法 ○補助金
○中小企業の定義　…正規従業
員150人以下、かつ売上高2,500
万RM以下。

SMIDECのITAF(工業技術支援ファ
ンド)等をはじめとする多種多様な
補助
金制度あり。

○主務官庁 …協同組合中小企
業庁

○     市中銀行貸出義務制度

○関連法規　…小企業法 1件につき5億ルピア未満の小口
融資で総融資残高の20％以上と
する。

○中小企業の定義
　売上高10億ルピア未満（小企業
法）。
○主務官庁 ○政策金融機関は特に定められ

ていないが、これまでインフラ融資
を担当してきた国家開発銀行が最
近になって中小企業向け融資に
注力している。

○ベンチャー企業育成

国家発展改革委員会中小企業司
（1998年）

○融資金利は依然として規制金利
であるが、中小企業を対象とした
低利融資はない。

創業板（新興企業向け株式市場）

○関連法規 …中小企業促進法
（2003年）

○その他補助金制度などもない。 技術創新ファンド（1999）
政府が10億元の出資をして技術
力が高い中小企業を支援するため
のファンドを設立。

○中小企業の定義 …業種によっ
て異なる
製造業は従業員2000人以下、売
上高3億元以下、総資産4億元以
下のいずれかに該当。

（資料） 経済産業省作成。

韓
国

タ
イ

○信用保証機関
SICGC( 小規模産業信用保証協
会)（唯一の保証会社）

マ
レ
ー

シ
ア

○信用保証機関
Credit Guarantee Corporation （唯
一の保証会社）

中
国

○信用保証機関
全国に955機関（2003年末）

特になし

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

なし（保証会社が必要であるという
議論はある）

特になし

 
図 1-9 東アジア諸国、地域の中小企業向け政策金融制度 

出所：JETRO ホームページより 
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① 韓国 

韓国では特にソウルへの集中度が高く、国全体の人口構成比 21%に対し、ビジネス度は

24%を占めている。世界的に見ても大都市への経済力の集中化が進んでいるが、日本におけ

る東京経済圏がそうであるように、ソウルでも特にその傾向が顕著である。ソウルは創意

ビジネス産業が集積し、人的資源が豊富で成長潜在力が高い。反面伝統的な繊維産業が製

造業の中心をなしている。そのため生産性が上がらないという欠点をもっている。 

 又、国として伝統的に特定の産業、企業の育成をおこなってきたという歴史があり、

財閥に経済力が集中するという特徴がある。その狭間にあって、活力ある中小企業をいか

に育成するかがこれからの課題である。特にソウルでは、知識基盤の経済を中心にして、

それに関連する産業を育成しようという考えのもと、具体的にはデジタルコンテンツや

IT・BT・NT など R&D を中心とする産業の育成を果たすという目的のために、国際支援も含

め、中小企業政策として次のような政策が採られている。 

a. 技術開発におけるサポート 

b. 資金調達の支援 

c. 創業支援 

d. 販路開拓、マーケット開発支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Support for Market Penetration and Marketing 
 
    ▶  Many SMEs have difficulties penetrating the market without any

established sales network in spite of quality product. To help them 
gain a strong foothold in the market, the SMG has opened up stores
for SME products and give preference over SME products when it 
comes to government procurement.  

 
    ▶ The SMG also assist SMEs' overseas venture and export by 
     dispatching overseas trade and investment mission and supporting

online trade and SMEs' participation in overseas trade shows.  
- Trade mission dispatched to 15 cities including Dubai, Singapore, 

Tokyo, Osaka, Hong Kong and Guangzhou  
Online Trade Support available at www.hiseoultrade.com  

-  
      Support for trade show participation (a total of 14 times): CeBIT, 

CHINA MED, COMMUNIC ASIA, Tokyo Game Show, etc.  
 
▶The SMG allows promising but struggling SMEs trying to establish a 

strong brand image to use the city brand "Hi Seoul'. Supported by 
co-marketing efforts of the city government, the companies are
quipped with stronger competitiveness.  
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情報：2006 年アジア中小企業フォーラム（パネルデスカッション） 

ソウル特別市産業局産業支援課長・ユン・ジュン・ビョン氏発表より 

 

② シンガポール 

シンガポールにおける中小企業数は約 3 万社、全国企業数の 99.6%を占める、就業者数

は 57.0％GDP 比は 42％である（2005 年シンガポール中小企業庁データ）。シンガポールは

ASEAN の中では経済発展戦略において先行しており、早くから世界に向けて外資導入を図

り、国際戦略に取組んできた歴史がある。土地が狭く、土地代が高いなどの特質の中、高

付加価値化産業の育成に努めてきた。世界に伍して連携できる企業育成と言う事で、大企

業支援が先にあり、中小企業といえども必ずしも保護の対象ではない。シンガポールの中

小企業は、起業家精神の文化が弱く、専門家・技術人員が不足しており、経営における専

門能力も弱い一面を持っている。 

又、生産施設が時代遅れであり、規模の経済において見劣りがする。それに、華人特有

の同族経営、家族精神があり、それが特有の経営組織を形成している面がある。しかし、

新しい産業、技術の開発には、創業に係る幅広いチャレンジャーが必要であり、それは起

業としてベンチャーからのスタートとなる。国の施策においても、グローバルに適応でき

る中小企業の育成に力が入る。政策としては、 

a. 起業家育成プログラム 

b. 雇用の創出のための支援策 

c. メンバー制度、教育係り制度、師弟制度プログラムの採用 

d. 技術革新支援 

e. 戦略的連携支援 

f. 情報ネットワークシステムの構築（エンタープライズワン） 

g. 資金調達支援 

h. 規制の見直し、緩和政策の実施 

 

情報：2006 年アジア中小企業フォーラム（パネルデスカッション） 

  シンガポール中小企業庁エンタープライズワン代表チャン・チュー・コン氏発表より 

 

 

Exchanges between Seoul SMEs and Foreign Businesses 
    ▶ Exchange new technology in areas such as IT, BT, precision machine 

and medicine with major global cities and launch joint research projects 
    <Seoul-Berlin Technomart>  

Dispatch technology mission consisting of Seoul based SMEs 
to expand technical cooperation in high-tech industry  

      Arrange one on one business meeting between local companies, 
investors and buyers  

      Cover all cost for running the event such as leasing of the event 
site,translation and production of promotional materials  

   <Seoul-Moscow SME Technology Exchange>  
Support Seoul based SMEs advancing into the Russian market and
their joint  ventures with Moscow business, academia or research
institute  

      Establish a network of Russian technology experts and promising Seoul 
based companies & introduce advanced technology to Korea 
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図 1-10 シンガポールの[エンタープライズワン] 

出所：シンガポール中小企業庁 

③ タイ 

タイにおける中小企業は 224 万社、全体に占める割合は 99.6％である。就業者数は 76.4％ 

GDP 比は 39.0％、貿易に占める割合は 30.9％(2005 年中小企業振興局)である。中小企業の

定義は 200 人以下の従業員、資産 2 億バーツ以下（土地資産を除く）の企業をその対象と

する。中小企業振興局がおこなった SWOT 分析では、タイにおける中小企業における、強み

は非常に柔軟性が高い・適用性が高いであり、弱みは労働集約的で、資源ベースの減少で

競争力が弱い、機会では中小企業は新しい分野に得意、脅威ではグローバル化のプレッシ

ャーがあるとしている。 

アジアにあってはこの近年、最も発展をした国の 1 つであり、その成長はめざましい。

海外からの投資をよび込むための様々な施策を展開し、インフラを整備、中国についで、

アジアの生産拠点としての地位を確立した。その中に占める中小企業製造業の役割は大き

く、タイ経済の支えになくてはならないポジションに有るといえる。  

国の政策では、中小企業の振興に力点がおかれ、法の整備も進んでいる。2000 年 2 月に

制定された中小企業振興法がその基本となり、2002 年には中小企業開発銀行法が制定され

た。その法律にもとづき、2003 年 1 月には中小企業開発銀行（SME バンク)が設立され、中

小企業を対象とした融資、保証、共同投資、アドバイス、預金受入れなどをおこなってい

る。 

海外分野においては、SME の振興のマスタープランとして様々な戦略を展開する。特に、

国際的な SME の協力では、 

a. 政府間の協力（1例としてシンガポールとの協力：図 1-11 がある） 

b. 各国省庁間との協力 

c. 中小企業の事務所間での協力 

d. 中小企業の国際フォーラムのもとでの協力(APEC など) 

 

Enterprise 
Development 

Centres
@ ASME, SMa, 
SCCCI, SMCCI

Business advisory 
and consultancy 

services 

EnterpriseOne 
Portal

www.business.gov.sg
Hotline: +65 6898 1800

Online business 
information and    

government 
e-services (e.g. 
for licensing and 

application)

EnterpriseOne
Business 

Information Service 
@ SBF, NLB & IE 

Singapore

Market information 
resources and 

research services
(EBIS to be 

launched in Feb 07)

• Ave # of unique visitors –
37,000/per mth

• 3.2 million hits (Sep 06)

3,026 enterprises 
reached to-date

Roll-out of EBIS @ 
EDCs in 2007
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④ マレーシア 

 

 

⑤ フィリピン 

 

 

図 1-11 タイ国:シンガポールとの国際協力展開 

出所：2006 年中小企業国際フォーラム（タイ国中小企業振興局） 

 

 タイ国においては、成長著しい中国との産業差別化を狙い、[ニッチ市場の世界のリーダ

ー]として今後の重点産業を具体的に選択している。タイ国政府によれば、重点産業は外国

投資の流入状況及びタイ自身のもつ強みなどを勘案してきめた・・・とのことで、食品・

自動車・観光・ファッション・ソフトウエア（グラフィックデザイン）の 5 つの分野が重

点産業として挙げられている。タイの強い産業、分野としての中にあって、中小企業の占

める役割は大きい。 

 

情報：2006 年アジア中小企業フォーラム(パネルデスカッション) 

タイ中小企業振興庁副室長ニットニラン・スワンナゲート氏発表より 

 

⑥ 中国（全体） 

社会主義体制の中で資本主義的経済発展を目指す中国は今、世紀上誰も果たしたことの

ない新しい試みにチャレンジ中であるが、一言に中国といっても、あまりにも広い、23 省・

4 直轄市・5 自治区・香港･マカオ・台湾（？）があり、夫々の自治があり経済がある。大

きく経済圏をみても 92 年に政府発表された 7大経済圏がある。 

人口 13 億人の住む中国には上海を始めとした沿岸地域で、所得 1 万ドルを超える層が

1.5 億人も住まいすると言われ、西北地域とは何十倍の開きがあるといわれる。又、中小

企業の定義も定かでなく、ある中国人経済学者によれば、公有企業以外は全て中小企業で

ある･･とする考え方もある。 

中国の中小企業政策は 1998 年に「中小企業司」が設立、国務院科学技術部傘下のもと[生

産力促進センター]は全国に 1000 箇所が設立されるに至った。2002 年「中小企業促進法」

が成立したことにより中小企業に係る法令が確立し、2003 年には簡素化された規模区分が

公表となった。2005 年、更なる経済成長のための国務院文書が発行され、中小企業経営者

を支援する体制が整っている。 

 

Business Knowledge Sharing

•Establishing Thai SMEs Consultancy Center.

• Setting up E-Business or E-Portal for SMEs.

Capacity Building and Impediment Removing

•Setting academic meeting or professional seminar for 
improving SMEs.

•Asking Singapore to be Thai business mentor.

Networking for SMEs

•Organizing business 
matching fairs.

•Expanding opportunities 
for technology transfer. Thai-Singapore

Cooperation on 
SMEs Promotion

Trade & Investment 
Promotion

•Serving investors 
demand for expanding 

their businesses.

Framework of Thai-Singapore Cooperation 
on SMEs Promotion
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図 1-12 中国 7大経済圏 

出所：中国全省を読む地図-新潮新書 莫邦富著 

 

[個人・私営等の非公有制経済の発展を奨励、支持及び導くことに関する国務院の見解] 

 

 公有制を主体とし、様々な所有制経済を共同で発展させることは、わが国の社会主義初

期段階における基本的な経済発展の考え方である。公有制経済をゆるぎなく発展させ、か

つ非公有制経済の発展も同時に奨励、支持及び導き、両者を社会主義現代化の進行過程に

おいて相互に促進させ、共同で発展させることは、長期的に堅持しなければならない基本

方針であり、また社会主義市場経済体制を整備し、中国の特色である社会主義を建設する

上での必然的な要求である。・・・・・・・・・ 

で、始まる国務院文書の中味をみると、正に中小企業に関する政策が網羅されている。

この国務院通達は 7 つの大項目と 36 の小項目から構成されている。これから中小企業政策

を整備しようとする国にとって、とても参考になる内容で構成されているように思われる

ので項目だけ掲載する。 

a. 非公有制経済の市場進出規制を緩和する 

1)平等な進出許可、公平な待遇の原則を貫徹する 

2)非公有資本の独占業界及び分野への進出を許可する 

3)非公有資本の公用事業及びインフラストラクチャー分野への進出を許可する 

4)非公有資本の社会事業分野への進出を許可する 

5)非公有資本の金融サービス業への進出を許可する 

6)非公有資本の国防科学技術工業建設分野への進出を許可する 

 
 
 西北経済圏 
     

西北経済圏 

東北経済圏 

華北経済圏 

 
中部経済圏

長江沿岸 
経済圏 

西南経済圏  華南 
経済圏 
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7)非公有制経済が国民経済の構造調整と国有企業の再編に参与するのを奨励する 

8)非公有制経済の中国西部大開発、東北地区などの古くからの工業基地の振興と中部地

域の躍進に参与するのを奨励し支持する 

 

b. 非公有制経済の財政、税務、金融支持を増大する 

9)財政、税務を支える力を増大する 

10)融資の支援策を強化する 

11)直接融資のチャンネルを開拓拡大する 

12)新しい金融サービスを奨励する 

13)信用担保体系を確立し、健全化させる 

 

c. 非公有制経済に対する社会せービスを整備する 

14)社会の仲介サービスを強力に発展させる 

15)創業サービスを接客的に展開する 

16)企業経営者と従業員のトレーニングを支援し、奨励する 

17)科学技術開発サービスを強化する 

18)企業が国内外市場を開拓するのを支援する 

19)企業信用制度の建設を推進する 

 

d. 非公有制経済と従業員の合法的権益を維持保護する 

20)私有財産保護制度を整備する 

21)企業の合法的権益を維持保護する 

22)従業員の合法的権益を保障する 

23)社会保障制度の建設を推進する 

24)企業内労働組合組織を確立、健全化する 

 

e. 非公有制企業が自身の資質を高めるよう導く 

25)国の法律法規と政策の規定を貫徹執行する 

26)企業の経営管理行為を規範化する 

27)企業の組織制度を整備する 

28)企業経営管理者の資質を高める 

29)条件を有する企業の発展を支援する 

30)専業化協力と産業のグループ化発展を推進する 

 

f. 非公有制企業に対する政府の監督管理を改善する 

31）監督管理方式を改善する 

32)労働監察と労働関係の協調を強化する 

33)国家行政期間と事業単位の費用徴収行為を規範化する 

g. 非公有制経済発展に対する指導と政策の協調を強化する 

34)非公有制経済発展に対する指導を強化する 

35)良好な世論の雰囲気を作り出す 

36)徹底的な実行を実現する 

 

 

⑦ 中国（北京） 

広い中国にあって、特に中小企業政策を重点施策として取組む北京は中小企業発展のた

めの環境づくりをすすめる。1 つは政策法規と発展計画の重視である。 

2 つ目は財政支援に力を入れていることであり、3つ目は融資環境を整えている。4つ目に

信用保証システム作りを進めていることが挙げられる。 

 1 つ目の政策法規と発展計画であるが、発展の方向を明確にし、中小企業の発展に有利

な環境を作るため、2005 年に北京市は第 11 次 5 ヵ年計画期間中に、中小企業の発展を促

進する計画を制定した。 
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 2 つ目の財政面での支援強化においては、2005 年中小企業専用資金を設立し、模範的で

他の手本となるような産業プロジェクトを支援している。又、中小企業サービスシステム

や融資保証システムの建設に対しても支援を行う。 

 

 3 つ目の融資環境の整備では、2006 年中小企業融資サービスプラットホームを設立、企

業と政府が北京市の中小企業に貸し付ける金額の取り決めを行い、融資を実行する。保証

機関は便利で迅速な保証サービスをおこなっており、中小企業はインターネットを通して

ローンを申し込むことができる。 

 

又、北京市は 2003 年中小企業信用サービスの施行を始め、格付けシステム、新サービス

を建設した。チュウカンスン科学技術パークでは、企業の格付けにより手形の割引率を変

えているなどのサービスをおこなっている。このほか、中小企業サービスセンター、中間

支援機構による社会サービスシステムの構築、産・学・官連携の組織化、科学技術の条件

市場の建設などをおこなっている。 

 企業の国際化を奨励する政策では、①国外で展示会を開催、参加を図る、②国際標準化

機構の認証の取得を支援、③国際市場でのプロモーション、新興市場の開拓、研修やシン

ポジウムの開催、海外での入札などがある。 

情報：2006 年アジア中小企業フォーラム(パネルデスカッション) 

北京市商務局副局長テイ・ギョクカ氏発表より 

 

⑧ 中国（上海） 

 中国の別世界といわれる上海は、中小企業数は 2003 年の 25 万社から、2005 年 34 万社

に増加した。この 34 万の生産高は上海全体の 60%以上を占め、上海の経済発展の大きな推

進力となっている。雇用においても 2005 年の中小企業就業者は 800 万人で全市の 80％を

占めている。上海における中小企業は技術革新を進める新興勢力であり、この 5 年間で科

学型の中小企業は 26%のスピードで増加している。又、この 5 年で 100 あまりの工業パー

クを建設し、100 あまりの中小企業が集まり、新興産業クラスタを形成している。クリエ

イティブ、工作機械、研究開発など、お互いに補完しつつ、その特色を生かして上海の経

済発展に貢献している。 

上海市における中小企業政策は 

a. 金融における支援 

b. 起業支援 

c. 技術革新支援 

d. 中小企業むけの社会サービスのシステム構築 

e. 電子行政基本ネットワークの構築の活用 

f. 中小企業の合法的圏域の保護がある。 

 

情報：2006 年アジア中小企業フォーラム(パネルデスカッション) 

上海市経済委員会副主任コウ・ウン氏発表より 
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第 2 章 日本の中小企業政策への関心と期待 

                    東京支部 河野 誠 

 
１．わが国におけるアジア諸国への中小企業支援の実態 
 
（１） ODA（Official Development Assistance：政府開発援助） 
 
わが国の海外経済協力に関する政策は、ODA の一環として行われており、ODA の基本的枠

組みは図 2-1-1 に示すように、二国間贈与（無償資金協力と技術協力）と二国間貸与（円借款

など）、国際機関への出資（国連など）に分かれる。 
 

図２-1-1：ODA の基本的枠組み 

政府開発
援助(ODA)

国際機関への

出資・搬出等

二国間贈与

無償資金協力

・一般無償 ・水産無償

・食糧増産援助など

二国間貸与

技術協力

・研修員受入 ・専門家派遣
・調査団派遣 ・機材供与等

・プロジェクト活動
・ボランティア派遣

政府開発
援助(ODA)

国際機関への

出資・搬出等

二国間贈与

無償資金協力

・一般無償 ・水産無償

・食糧増産援助など

二国間貸与

技術協力

・研修員受入 ・専門家派遣
・調査団派遣 ・機材供与等

・プロジェクト活動
・ボランティア派遣

 
 

2005 年（暦年）の ODA 実績は、2006 年度の ODA 白書（概要）によると、対前年比 47.3％
増の 1 兆 4,474 億円である。実績の大幅な増加は、イラクに対する債務救済の約 3,546 億円及

びインドネシアへの債務猶予による増額分の約 1,477 億円という特殊要因があり、これらを差

し引くと 9,451 億円、対前年比 3.8%減となっている。実績の内訳は、二国間 ODA が全体の

79.2％、国際機関を通じた ODA が 20.8％を占めている。具体的には、無償資金協力約 1,924
億円（構成比 13.3％）、債務救済約 5,258 億円（同 36.3％）、技術協力約 2,941 億円（同 20.3％）、

政府貸付等約 1,334 億円（同 9.2%）、国際機関への拠出等約 3,017 億円（同 20.8％）となって

いる。 
わが国の ODA は 1954 年の開始以来、日本の国際貢献の重要な手段として時代とともに変

化する課題に対応してきているが、近年の BRICｓ諸国等が台頭する国際環境にあって、ODA
にも新たな使命が求められている。特に、アジア市場の拡大・発展によって各国の相互依存関

係が一層深まっており、貿易・投資環境を整備するための経済協力を通じて民間経済活動を促

進し、連携を深めること及び資源・エネルギーの確保に ODA を活用すること等が重要とされ

ている。 
 
このような ODA 政策の大きな動きの中で、海外の中小企業支援に関係する政策は主に技術

協力である。技術協力には研修員の受入、専門家派遣、調査団派遣、機材供与、プロジェクト

活動、ボランティア派遣などがある。ODA 事業の主たる実施機関である JICA（Japan 
International Cooperation Agency：独立行政法人国際協力機構）が行った 2004 年度の技術協力の実績

は、表 2-1-1、2-1-2、2-1-3 に示す通りである（2005 年 ODA 白書のデータを加工）。 
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（単位：人、％）

分　野 計画・行政 公共・公益事業 農林・水産 鉱工業 商業・貿易 人的資源

形　態

開
発
計
画

行
　
　
政

公
益
事
業

運
輸
交
通

社
会
基
盤

通
信
・
放
送

農
　
　
業

畜
　
　
産

林
　
　
業

水
　
　
産

鉱
　
　
業

工
　
　
業

商
業
・
貿
易

観
　
　
光

人
的
資
源

科
学
・
文
化

保
健
医
療

社
会
福
祉

そ
の
他

研修員受入 21,239 534 3,895 1,297 724 601 334 1,455 248 439 705 134 707 345 679 123 4,589 159 3,421 564 286
構成比 100.0 2.5 18.3 6.1 3.4 2.8 1.6 6.9 1.2 2.1 3.3 0.6 3.3 1.6 3.2 0.6 21.6 0.7 16.1 2.7 1.3

専門家派遣 5,850 301 691 93 256 182 45 507 106 207 127 63 133 110 93 9 600 9 809 1,404 105
構成比 100.0 5.1 11.8 1.6 4.4 3.1 0.8 8.7 1.8 3.5 2.2 1.1 2.3 1.9 1.6 0.2 10.3 0.2 13.8 24.0 1.8

調査団派遣 7,829 636 756 539 1,209 661 52 664 86 146 154 108 261 456 92 59 584 51 517 65 733
構成比 100.0 8.1 9.7 6.9 15.4 8.4 0.7 8.5 1.1 1.9 2.0 1.4 3.3 5.8 1.2 0.8 7.5 0.7 6.6 0.8 9.4

協力隊派遣 3,751 0 610 13 2 98 5 484 62 55 30 2 193 0 4 24 1,180 266 625 29 69
構成比 100.0 0.0 16.3 0.3 0.1 2.6 0.1 12.9 1.7 1.5 0.8 0.1 5.1 0.0 0.1 0.6 31.5 7.1 16.7 0.8 1.8
その他 1,415 61 147 23 44 61 36 74 17 7 26 6 248 12 110 27 284 72 75 44 41
構成比 100.0 4.3 10.4 1.6 3.1 4.3 2.5 5.2 1.2 0.5 1.8 0.4 17.5 0.8 7.8 1.9 20.1 5.1 5.3 3.1 2.9

総合計 40,584

合
計
人
数

エ
ネ
ル
ギ
ー

単位：人

人員
合計

％
研修員
受入

％
専門家
派遣

％
調査団
派遣

％
協力隊
派遣

％ その他 ％

ｱｼﾞｱ地域 19,243 56.2 11,099 55.2 3,287 75.7 4,114 54.5 397 27.9 133 29.1
大洋州地域 980 2.9 566 2.8 57 1.3 187 2.5 119 8.4 36 7.9
北米･中南米地域 4,697 13.7 2740 13.6 363 8.4 929 12.3 401 28.2 201 44.0
中東地域 3,290 9.6 2,007 10.0 269 6.2 826 10.9 95 6.7 59 12.9
ｱﾌﾘｶ地域 5,043 14.7 3153 15.7 306 7.1 1146 15.2 363 25.5 12 2.6
欧州地域 862 2.5 499 2.5 57 1.3 249 3.3 47 3.3 0 0.0
国際機関 42 0.1 25 0.1 1 0.0 0 0.0 0 0.0 16 3.5
その他の地域 98 0.3 0 0.0 0 0.0 97 1.3 0 0.0 0 0.0

合計 34,256 100.0 20,089 100.0 4,340 100.0 7,548 100.0 1,422 100.0 457 100.0

単位：千円

経費
総額

％
人的
支援

％
機材
供与

％ その他 ％

ｱｼﾞｱ地域 61,671,915 33.0 56,666,836 37.6 4,671,175 51.0 333,815 1.2
大洋州地域 4,988,884 2.7 4,555,753 3.0 431,608 4.7 1,515 0.0
北米･中南米地域 23,679,341 12.7 22,316,544 14.8 1,283,091 14.0 79,677 0.3
中東地域 13,993,009 7.5 13,174,250 8.7 773,571 8.4 45,171 0.2
ｱﾌﾘｶ地域 22,913,580 12.3 21,203,080 14.1 1,669,210 18.2 41,258 0.2
欧州地域 3,924,095 2.1 3,706,045 2.5 210,251 2.3 7,794 0.0
国際機関 262,756 0.1 262,756 0.2 0.0 0.0
その他の地域 55,529,664 29.7 28,685,433 19.1 127,341 1.4 26,716,870 98.1

合計 186,963,244 100.0 150,570,697 100.0 9,166,247 100.0 27,226,100 100.0

表 2-1-1：JICA 技術協力 2004 年度実績（分野・形態別人数） 
 
表 2-1-1 は、分野・形態別にどのくらいの人数の活動があったかを示すもので、人数の総合

計は 40,584 人で、長期では 1 年以上、短期では 1～2 週間のものがあり、人・日では膨大な数

字になる。分野は計画・行政から人的資源などまで多岐に渡るが、海外からの研修受け入れと、

海外への人材派遣が約半々である。中小企業診断士が貢献している形態は専門家派遣と調査団

派遣に多く見られ、またその分野は多様であるが、あえて関連性をつけると、表中で網掛けを

した部分に重点的に分散していると思われる。なお、かつては技術協力といえば日本の製造業

の生産・加工技術のスキル移転が代表的存在であったが、経済のサービス化・高度化につれて、

ソフトな技術面（人的資源＝経営管理能力等）のニーズが高まり、中小企業診断士が貢献すべ

き場が急速に広がってきている。 
 

表 2-1-2：JICA 技術協力 2004 年度実績（形態・地域別人数） 

  
表 2-1-3：JICA 技術協力 2004 年度実績（形態・地域別経費） 

 
表 2-1-2 と 2-1-３は、地域別の技術協力の実績を人員別、費用別で表したものである。両表

において、地域別構成比で第 1 位の形態に網掛けをしたが、アジア地域は人員合計、費用総額

共に第 1 位、形態別でも５項目で第 1 位、残りの 3 項目で第 2 位であり、アジア地域に重点的

に投入されていることが一目瞭然である。 
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（２） 技術協力政策 
（１）では、JICA の技術協力実績を見てきたが JICA は政策実施機関の一つであり、大元

である技術協力の政策を司るのは経済産業省である。そこで、経済産業省が行う技術協力の内

容を分かりやすく図にまとめた（図 2-1-2）。 
 

図 2-1-2：経済産業省の技術協力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 この図に示すように、技術協力は政府間ベースと民間ベースに大きく別れ、政府間ベースは

JICA が担当し、民間ベースは JETRO、AOTS、JODC などが担当する。また民間ベースでは

制度構築支援と技術者育成支援に支援内容が分けられ、それぞれ担当が決められている。ただ

し、経済の高度化複雑化に伴い、上記のような政策実施機関の個別対応で完結できるものばか

りでなく、横連携も求められるテーマも出てきており、経済産業省の舵取りが重要度を増して

きていると思われる。 
 
では、経済産業省の技術協力政策はどのようであるかを見てみよう。同省では毎年、技術協

力の基本方針を出しており、平成 18 年度の基本方針から、その主な点を以下に抜粋・整理し

た。（基本方針は例年 4 月に出されており、本報告書の完成から間もなくのタイミングで平成

19 年度の方針が出されることになりそうだが、現在、民間として知りうる情報の範囲というこ

とで平成 18 年度の方針をベースにしている。） 
 
 経済産業省では先ず、重点分野と重点地域を次のように設定している。 
 
【重点分野】 
① 知的財産権の保護 
② 基準認証の制度整備・共通化 
③ 物流の効率化（貿易手続円滑化を含む） 
④ 環境・省エネ 
⑤ 産業人材育成 
 
【重点地域】 
東アジア（アセアン、中国）に加え、南西アジアに対する貿易投資の円滑化にむけた協力に

重点をおく。 
① これまでの協力により一定の成果が見られるタイ、マレーシアから当面の経済発展支援が

重要な国インドネシア、ベトナム、フィリピンに重点を移行する。 
② アセアン全体に対する広域あるいは包括的協力及びカンボジア、ラオス、ミャンマーに対
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する協力の具体化を進める。 
③ 中国に対しては、自立的な経済成長が一定程度期待できる状況になったことを踏まえ、相

互理解促進のための人的交流のほか、知的財産権の保護、経済法制度整備、環境保全、省

エネルギー分野の協力に重点をおいて行う。 
④ インドについては、日本にとって第一位の円借款供与国でありながら、技術協力は制度的、

社会的要因により進まなかった経緯がある。我が国との経済関係が急速に深化しつつある

中で、インフラ整備が優先課題であるものの、貿易投資環境整備の観点から、中長期的な

協力関係の構築を目指し、民間ベースの協力など可能な分野を中心に技術協力を実施する。 
 
重点分野は、まさに中小企業診断士の出番を要請しているかのようなテーマばかりである。

そして重点地域も、我々の研究対象であるアジアそのものである。 
これらの重点項目の個々について、経済産業省の方針のポイントを表にまとめると以下のよ

うになる。 
 
１）重点分野①：知的財産の保護（表 2-1-4） 
 

表 2-1-4：知的財産の保護 
これまでの主な取り組み 今後（平成 18 年度）の方針 

民間知的財産関係機関の機能強化（中国、

ベトナム：JETRO） 
映像・音楽等のコンテンツにかかるライセ

ンシー育成研修（中国：AOTS） 

模倣品対策等は、執行機関等政府機関への支援

に加え、民間への支援（団体機能強化、企業に

対する啓蒙・普及）を行う。 

渉外事務所の能力構築のための研修（中

国：AOTS） 
中国において、日系企業が活用しやすい質の高

い渉外事務所（弁理士等）を増やすため、渉外

事務所の充実化を支援する。また、知的財産に

係る誤訳問題に関する意識の向上、翻訳人材育

成についての協力を検討する。 
 

知的財産権研修（タイ、ベトナム：AOTS） アセアンにおいては、引き続き各国政府機関、

民間企業に対する知的財産権保護にかかる啓

蒙・普及活動を実施する。 
 

機械化支援関連（マレーシア、フィリピン、

ベトナム、インドネシア：JICA） 
特許関連の機械化支援は、インドネシアにおい

て審査検索処理系の機械化、IPDL の整備、フ

ィリピンにおいて出願事務処理系の機械化、ベ

トナムにおいて電子出願、審査検索処理系の機

械化、IPDL の整備を実施する。 
 

* IPDL：Industrial Property Digital Library：特許電子図書館   
 
深刻化する模倣品・海賊対策を中心に技術協力を実施してきている。特に、模倣品・海賊版

対策の最重点国である中国については、適切な権利執行を促す協力を中心に実施してきたが、

今後は民間への支援も加え、官民両面での支援啓蒙の方向を打ち出している。また、中国以外

では、知的財産権保護の啓蒙と特許関連の機械化支援によるインフラ整備を行うとしている。 
 
 
２）重点分野②：基準認証の制度整備・共通化（表 2-1-5-） 
 
経済産業省は、『国際標準化の推進の観点から、ISO（国際標準化機構）や IEC（国際電気標

準会議）等の国際的機関を通じた標準化が重要であるが、アジアの開発途上国における取組は

十分とは言えない。また、アジアの開発途上国における貿易投資環境の観点から、適合性評価

及び計量制度の整備を進めていく必要がある。』としている。その意向が整理した表 2-1-5 にも

よく現れている。また、我が国で確立された TQM（Total Quality Management：総合品質管理）手
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法をアジア諸国の産業界に普及させる動きも積極的に行われており、今後も継続の方向である。 
 
 

表 2-1-5：基準認証の制度整備・共通化 
これまでの主な取り組み 今後（平成 18 年度）の方針 

【標準化分野】 
・技術／規格標準化及び適合性評価プロジ

ェクト（中国：JICA） 
・総合的品質管理（TQM）導入指導・普及

事業（JETRO） 
・基準認証行政担当者、民間部門基準認証

業務従事者向け人材育成支援（JICA、

AOTS） 
 

【標準化分野】アジア発の国際規格提案等、具

体的な成果を得ることができるよう分野を絞

り込み、関係者との交流を深めていく。TQM 
協力は、アジア生産性本部との連携等による効

率的な実施について検討する。また、アセアン

諸国からの要請を受け、専門家派遣等を引き続

き実施していく。 

【適合性評価分野】 
・電気電子インスティテュート試験能力向

上プロジェクト（タイ：JICA） 
・標準・適合性評価プログラムプロジェク

ト（フィリピン：JICA） 
・基準認証行政担当者、民間部門基準認証

業務従事者向け人材育成支援（JICA、

AOTS） 

【適合性評価分野】引き続き人材育成及びタ

イ、フィリピンにて実施中の JICA 技術協力プ

ロジェクト等を通じて、各国の試験機関・製品

認証制度の基礎的能力の底上げを図る。さら

に、タイについては、日タイ経済連携協定交渉

における議論を踏まえ、必要な協力を検討して

いく。 

【計量分野】 
・国家計量標準機関プロジェクト（タイ：

JICA） 
・基準認証行政担当者、民間部門基準認証

業務従事者向け人材育成支援（JICA、 
AOTS） 
・法定計量システム整備開発調査（インド

ネシア：JICA） 

【計量分野】我が国はアジア地域でイニシアテ

ィブを発揮することが期待され、そのために

は、当該地域の国々の技術力のボトムアップと

スキルアップが必要であり、制度整備に向けた

人材育成の一層の支援を図っていく。また、タ

イ国家計量標準機関プロジェクトの成果を踏

まえ、タイから周辺国に対する計量技術協力の

展開可能性を検討する。 
 

【化学品安全】 
・GHS*導入支援（JETRO、AOTS） 
・レスポンシブルケア活動支援（JETRO）

【化学品安全】引き続き GHS の指導員養成を

実施していく。レスポンシブルケアについて

は、フィリピン、ベトナム等で実施する。 
 

【その他】 
・電子政府推進のための PKI セキュリティ

基盤実証実験（インドネシア：JETRO） 
・GIS 標準普及に向けた実証事業（ベトナ

ム：JETRO） 
・グリーン調達管理モデル実証事業（タイ：

JETRO） 

【その他】アセアン 市場の統合化に資するた

め、個々の産業のニーズを踏まえつつ

AMEICC や二国間協力の場を通じて、アセア

ン 域内の基準認証の調和を図るための技術協

力を推進する。 

 
*GHS：Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals：化学品の分類及び表示に

関する世界調和システム 
*PKI：Public Key Infrastructure：公開鍵基盤 
*AMEICC：AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee：日 ASEAN 経済産業協力委員会 
 
３）重点分野③：物流の効率化（表 2-1-6） 
経済産業省は、『物流効率化に関する協力は、従来から道路、港湾等ハードインフラ整備に焦

点が当てられる傾向が強かった。しかしながら、製造業ではロジスティクス面での効率化が競

争力強化の源泉となる重要な課題であることから、物流効率化に関わる人材の育成や物流自体

の重要性に対する理解の醸成を目的として、物流マネージメントの研修や、物流実務の研修、
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物流効率化に関わるセミナーの開催等を実施してきた。これらは一定の成果が得られているも

のの、アセアン地域内各国毎の物流を巡る環境の相違は明確であり、引き続き、各国の状況を

踏まえた上で適確な協力を進めていくことが必要である。』としている。 
表 2-1-6：物流の効率化 

これまでの主な取り組み 今後（平成 18 年度）の方針 
【物流人材育成関連】 
・物流高度化支援事業（タイ：JETRO） 
・アセアン ユニットロード研修（AOTS）
・物流管理研修、中国物流・購買管理研修

（AOTS） 
・アセアン 諸国における物流効率化に関す

る調査（ア産強（アジア産業基盤強化等事業委

託調査）） 

【物流人材育成関連】フィリピンでパレット共

通化を目標とした団体が設立され、アジア大で

の団体設立の動きもあることから、これらの動

きをサポートすることは必要で、団体設立等を

通じたパレット共通化に向けた検討が進んで

いる場合、各国の状況に応じた協力を国別に実

施することとする。 
ロジスティックス分野で、タイにおいて物流ア

ドバイザー育成のテキストを作成し、物流アド

バイザー制度構築のため専門家派遣を実施し

た。今後はマルチの展開として、AMEICC-人
材養成 WG の場で、COE 機関強化として、

タイの事例を踏まえた協力を実施する。 
 

【貿易手続円滑化関連】 
・アセアン 展開に向けた貨物の自動認識技

術の物流効率化・貿易円滑化への応用に関

する実証事業（JETRO） 
・貿易手続行政改善プロジェクト（インド

ネシア：JICA） 
・貿易円滑化に係る各国調査（ア産強） 

【貿易手続円滑化関連】技術協力ニーズに通関

手続きに関するものが多く、技術協力案件の形

成が進みにくいとの問題点があったが、ア産強

調査等の結果を踏まえ、技術協力について今後

の案件形成の可能性を検討していく。インドネ

シアにおいては、ジャカルタ港をモデルとし

て、通関手続き円滑化のための業務改善支援を

行っていく。 
 

【マルチ案件：ルート調査】 
・メコン地域における陸路物流網構築に関

わる実証事業（JETRO） 
・第２西東回廊を利用したバンコク－ホー

チミン間貨物陸上輸送調査（ア産強） 

【マルチ案件：ルート調査】メコン地域におけ

るルート調査は一定の成果をあげた一方、ハー

ドインフラの未整備により、同地域の広域開発

に資する技術協力案件形成には制約があるた

め、今後、いかなる技術協力を講じていくこと

が適切かを検討していく。 
 

*COE：Center of Excellence：AMEICC 人材養成 WG における中核研修機関 
 
４）重点分野④：環境・省エネ 

表 2-1-7：環境・省エネ 
これまでの主な取り組み 今後（平成 18 年度）の方針 

我が国の環境・省エネに関する技術・手法、制

度・システムを移転することで、①途上国にお

ける環境保全の推進、省エネルギーの推進、②

酸性雨問題等我が国にも悪影響を及ぼす問題

への対応、③日系企業と現地企業の環境面での

競争条件のイコールフィッティング化を目指

す。 
 

・中国：セメント工場の省エネモデル事業

・タイ：大気関連システム構築支援、LCA 
（ライフサイクルアセスメント）手法の導

入支援、蛍光灯リサイクル支援、繊維工場

における省エネモデル事業 
・インドネシア：環境汚染防止管理者制度

構築支援、ゴム産業の環境対策支援、エネ

ルギー監査手法導入支援、製鉄所及び製油

所における省エネモデル事業 
・ベトナム：廃棄物処理問題、産業廃水問

題への対応、環境管理推進のための人材育

成支援、廃水課徴金制度導入にかかるデー

【産業公害問題】タイでは大気、水質、廃棄物

の産業環境管理者制度が構築され、インドネシ

アにも水質に係る制度が構築されたところで

ある。今後は、フィリピンで当該制度が適切に
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運用されるための協力、その他の国に対しても

環境管理を行う体制整備の協力を行う。また、

生産過程で生じる汚染物質の対応として、生産

プロセス、エンド・オブ・パイプにおける環境

対策に主眼をおいて協力を実施する。生産活動

の実施において汚染物質を低減させる対策・手

法を根付かせるため、人材育成推進体制、推進

協議会の設立等推進体制の基盤が構築されて

いるタイや、関心を有しているマレーシアにも

普及をさる。 
 
【省エネ分野】産業分野でエネルギー管理士制

度の導入等による省エネ推進体制の強化、省エ

ネ診断、省エネガイドラインの策定等の協力を

行うほか、民生分野において ESCO の導入を

はじめとする省エネ協力を行う。既に、インド

ネシア、マレーシア、フィリピンにおいてはエ

ネルギー管理士制度導入にかかる事業を展開

していくことが決まっている。省エネ協力実施

に当たっては、二国間政策対話により、相手国

のエネルギー事情、省エネへの取組の熟度に応

じたものとする。 
 

タベース構築支援）、ビール工場における省

エネモデル事業 
・フィリピン：食品産業の省エネ指導（エ

ネルギー管理士制度の導入支援）、環境管理

に係る指導（PCO 制度に係る助言、マリキ

ナ市に対する環境管理に係る指導）、産業廃

水問題への対応、リサイクル支援 
・マレーシア：省エネルギーガイドライン

作成支援、LCA 導入支援、リサイクル支援、

製紙業における省エネモデル事業 
・インド：省エネルギー推進に係る支援（省

エネガイドラインの作成、小集団活動）、セ

メント工場及び製鉄所における省エネモデ

ル事業 
・このほか、開発途上国が ESCO に強い関

心を有することから、これらの国に対する

省エネ効果の普及啓発、実証に取り組んで

いる 
○タイ：ESCO カンファレンス 
○中国：建物の省エネに関する実証試験

（JETRO） 
 

【３R（ﾘﾃﾞｭｰｽ、ﾘﾕｰｽ、ﾘｻｲｸﾙ）分野】 
「持続可能なアジア循環型経済社会圏」の構築

を目指す必要がある。アセアン諸国及び中国で

は、手作業での解体や分別等を行い、循環資源

を有効に活用している一方で、廃棄物処理・リ

サイクルは産業化されているとは言えず、法的

枠組等も整備されておらず、日系企業が、現地

において廃棄物を適切に処理・リサイクルする

ことが困難なケースが生じている。アジア各国

における循環型経済社会構築にかかる取組を

サポートするために、①3R 推進に当たっての

我が国の経験、ノウハウの提供、②3R 制度構

築に向けたソフトインフラ整備（人材育成、交

流）、③各国で懸案になっている製品を中心に、

3R 技術・手法の指導等の協力を行うことが考

えられる。 
 

*PCO：Pollution Control Officer：（フィリピンにおける）公害防止管理者 
*ESCO：Energy Service Company：省エネルギー改善に必要な、技術・設備・人材・資金などすべてを包括

的に提供し、省エネ効果相当分の一部を報酬として受け取る事業 
 
全世界において、環境と経済の調和のとれた持続的成長を達成するため、環境対策及び省エ

ネルギーは重要な課題であるが、特に東アジアでは、経済開発を優先して環境問題、エネルギ

ー消費増大に直面している開発途上国が多いのが現状である。世界的に高いレベルにある日本

のこれらの分野の技術・ノウハウを活かし、東アジアを中心とした各国に対する協力を行って

いくことは、環境先進国を提唱するわが国にとって責務にも近いものといえる。経済産業省の

方針も、今後は３R にまで踏み込んでさらなる国際貢献を図ろうとするものになっている。 
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５）重点分野⑤：産業人材育成（表 2-1-8） 
表 2-1-8：産業人材育成 

これまでの主な取り組み 今後（平成 18 年度）の方針 
【自動車分野】 
・アセアン（４カ国）自動車裾野産業巡回

指導（JETRO、JODC） 
・自動車産業資格制度構築（タイ、フィリ

ピン：JETRO、AOTS） 

【自動車分野】タイ、マレーシアで EPA 交渉

に伴い自動車裾野産業の人材育成ニーズが寄

せられており、EPA 交渉の進捗を踏まえつつ

適切に対応する。 

【中小企業分野】 
・中小企業診断事業（タイ、インドネシア：

JICA、JODC、JETRO） 
・中小企業人材育成計画調査（インドネシ

ア：JICA） 
・逆見本市、中小企業ミッション・投資セ

ミナー（インドネシア：JETRO） 
・中小企業診断制度導入プロジェクト（フ

ィリピン：JICA） 
・中小企業振興公社人材育成（マレーシア：

JICA） 
・産業振興支援（ベトナム：日越共同イニ

シアティブ、JICA） 
 

【中小企業分野】インドネシアでは、平成 18 
年度に中小企業診断研修を実施し、フィリピ

ン、マレーシアでは、中小企業診断に係る能力

向上支援を進める。また、AMEICC（日アセ

アン経済産業協力委員会）中小企業 WG を通

じてアセアン各国への生産性及び品質管理の

向上ノウハウの移転を図る。 
 

【人材育成機関機能強化分野】 
・タイ／カンボジア／ラオス起業家育成支

援事業（ア産強、AOTS） 
・民間人材育成団体構築支援（ベトナム：

ア産強） 
・カンボジア・ガーメントセンター支援

（JODC） 
・AMEICC 人材養成 WG COE 関連プロ

グラム（JODC、AOTS） 
・サービス関連人材（日本語環境下におけ

る IT 人材育成、看護師・介護士に対する

日本語研修等）育成（AOTS） 
 

【人材育成機関機能強化分野】AMEICC 人材

養成 WG・COE 発展プログラムでは、事業評

価を念頭におきつつ、先進アセアン における

重点分野（平成 18 年度：物流、省エネ）の着

実な事例展開を図る。また、タイにおける起業

家育成プログラムのカンボジア・ラオス・ミャ

ンマー地域への展開を図るほか、AMEICC 各
WG における産業人材育成ニーズを踏まえ適

切な協力を実施する。 

【業界団体分野】 
・商工会議所機能強化（インドネシア、ベ

トナム、GMS：JETRO） 
・IT 人材育成支援：（フィリピン、ベトナ

ム：JICA、JETRO、AOTS） 

【業界団体分野】アセアンにおける商工会議所

機能強化について、広域協力も念頭におきつつ

推進する。その他の事業として、フィリピン、

ベトナムにおけるアジア IT イニシアティブプ

ロジェクトのフォローアップ、アセアン各国と

の試験相互認証を踏まえた情報処理技術者試

験制度の普及・拡大等についてフォローを行

い、より専門性の高い人材の育成を図り、アセ

アン地域の競争力強化に資する人材の育成を

進めていく。 
 

 
アジア地域では、平成 9（1997）年のアジア経済危機を契機に、経済発展の基盤となる裾野

産業育成の重要性が認識され、これを契機として表にもある中小企業診断事業がタイで始まり、

筆者もそれに参加した。発展途上国においては、裾野産業での製造技術や経営管理技術の改善・

向上に必要な人材を自力で育成することは困難であり、日本の技術・ノウハウを習得させる「産

業人材育成協力」を実施している。これまでの産業人材育成に関する取り組みでは「産業分野
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別の支援」、「人材育成機関の機能強化支援」、及び商工会議所、工業会といった「業界団体の機

能強化支援」を実施してきている。なお、筆者はフィリピンの商工会議所の機能強化支援の業

務で、平成 18 年の 10 月末から平成 19 年 1 月末までマニラに滞在したが、これもこの分野の

一環の仕事である。 
 
続いて、重点地域についても表にまとめた。 
 
６）重点地域（表 2-1-9） 

表 2-1-9：重点地域のポイント 
 ポイント 
総論 ・ アセアン包括 EPA と各アセアン諸国との２国間 EPA が並行して進んでおり、

資源制約の中で重点化を図りつつ、技術協力による対応を行うことが求められ

ている。 
・ アセアン全体に対する協力は、協力意義を明確化し、今後の協力のあり方を検

討していく必要がある。 
・ アセアン域内各国に対しては、国別の経済成長の進捗等を踏まえ政策資源投入

の優先度を徐々に移行させて行く。 
・ 具体的には一定程度の経済発展を実現しつつある国（タイ、マレーシア）から

当面の経済発展支援が重要な国（インドネシア、ベトナム、フィリピン）に重

点を移行させつつ、後進国（カンボジア、ラオス、ミャンマー）への政策資源

の戦略的投入の検討に着手する。 
・  

中国 ・ すでに自立的な成長が一定程度期待できる状況になってきていることから、平

成 20 年までに円借款の新規供与を終了させることとされ、対中 ODA のあり

方についても国全体の議論が行われている。 
・ 国境を接する隣国として我が国との相互理解の促進を図っていくことも必要

である。「日中経済産業交流アクションプラン」（平成 18 年 2 月）等の相互理

解促進のための人的交流を行うと共に、両国協働を理念として、知的財産権保

護対策強化、基準認証、経済法制度整備等のソフトインフラ整備、日中共通の

課題である環境・省エネルギー分野における協力等を推進していく。なお、環

境・省エネルギー協力については一層取組を強化する。 
・ 産業人材育成分野においては、技術流出の恐れがない部分であって、現地日系

企業の管理能力向上に資する分野について、我が国企業の海外展開の状況を踏

まえつつ協力を行う。 
・  

タイ ・ 自動車、省エネ分野の協力事業の具体化を進める。 
・ 知財・物流分野等での周辺国に展開できる先行事例の確立に努めるとともに、

第三国支援の可能性について引き続き検討を進める。先行事例については、中

小企業政策、物流効率化（内需面）、自動車人材育成プロジェクトなどの国際

競争力を有する分野の人材育成（外需面）を中心に検討を進める。 
・ 比較的充実した研究機関リソースの有効活用の観点から、研究協力の可能性に

ついて検討を進める。 
・  

マレー

シア 
・ EPA が締結されたことから、自動車、電機・電子分野の人材育成事業の具体

化を進める。 
・ 環境・省エネ分野を中心とした先行事例の確立に努める。 
・  

インド

ネシア 
・ インドネシア政府の経済政策を踏まえた重点５分野を中心とする協力につい

て、官民合同投資フォーラム等の政策対話及びそれに関連した提言等を踏まえ

つつ積極的に推進する。EPA 交渉の帰趨を踏まえつつ、適切に対応していく。
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ベトナ

ム 
・ 平成 18 年からの第八次５カ年計画策定過程、日越共同イニシアティブの後継

として平成 18 年２月に開始されたイニシアティブ２など、投資環境整備の観

点から、政策的な対話が行える環境が整っており、これらに沿って技術協力案

件を体系的に実施していく。 
・ これと並行的に日越 EPA 交渉が開始されたところであるが、これにも適切に

対応していく。 
・  

フィリ

ピン 
・ EPA 交渉の帰趨を踏まえつつ、看護介護、IT 分野の人材育成等フィリピン政

府の経済政策を踏まえた事業を展開する。 
・  

ｶﾝﾎﾞｼﾞ

ｱ 
ﾗｵｽ 
ﾐｬﾝﾏｰ 

・ アセアン 包括 EPA の帰趨、日本・カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナ

ム経済大臣会合の議論を踏まえつつ、物流、産業人材育成分野を中心とした事

業を展開する。 

インド

等南西

アジア 

・ インドの潜在的な経済成長力、経済連携の深化の可能性を踏まえ、東アジア共

同体形成を視野に入れつつ、産業人材育成及び省エネ分野を中心とした事業を

実施。 
・ 中長期的な協力関係の構築を目指し、民間ベースの協力など可能な分野を中心

に技術協力を実施する。 
・ その際、南西アジア地域の安定化に配慮し、パキスタン等周辺国への事業展開

とのバランスを考慮する。 
・  

*EPA：Economic Partnership Agreement：経済連携協定 
 
重点地域については、先（本章のページ３）に述べたように、東アジア（アセアン、中国）

に加え、南西アジアに対する貿易投資の円滑化にむけた協力に重点をおくとしており、上表も

それに対応した形でポイントをまとめた。アセアン全体での包括的な協力と、国の成熟度に応

じた個別の協力とのバランスも見ながら、多様化していく協力環境に工夫の様子が見て取れる。 
なお、経済産業省では、今後の技術協力の展開の上で考慮しておくべきものとして、以下の

ような点をあげている。 
 

（ア）経済連携協定（EPA）交渉への対応 
アセアン地域を中心に EPA 交渉が進められている。具体的にはタイ・マレーシアにおける

自動車人材育成プロジェクトへの協力や、フィリピンからの看護師・介護士への日本語研修の

実施など、先方政府から新たなニーズが提示される事例が出てきている。アセアン各国及びア

セアン全体との経済連携強化の重要性から、EPA 交渉の帰趨を踏まえつつ、適切に技術協力案

件の形成に努める。 
（イ）ＷＴＯ交渉への対応（一村一品への取組支援） 

開発途上諸国を主たる対象とした「一村一品」キャンペーンを実施している。各種展示会の

開催を通じた開発途上諸国等の産品を広く紹介するとともに、開発途上諸国等における一村一

品運動確立のための協力を中長期的な観点から行っていく。具体的には、一村一品運動にかか

るコンセプト等の理解促進のための研修を我が国において行うことを手始めとして、専門家の

派遣等を通じた有望商品の特定、製品の改良指導、研修生受入等を通じた人材育成、情報提供

を可能なものから行っていく。 
（ウ）その他の分野・・・（省略） 
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2003年経済指標

中国 1,288.4 1 1,409,162 1 1,100 3 9.3 1 485,003.2 1 448,924.2 1 36,079.0 1
インド 1,064.4 2 597,574 2 540 6 8.6 2 90,568.0 4 96,590.0 3 -6,022.0 10
インドネシア 214.7 3 199,028 3 810 5 4.1 9 68,546.8 5 56,662.9 5 11,883.9 3
フィリピン 81.5 4 86,607 6 1,080 4 4.5 8 37,812.0 6 40,292.0 6 -2,480.0 8
ベトナム 81.3 5 39,157 7 480 7 7.2 3 23,357.6 7 26,839.3 7 -3,481.6 9
タイ 62.0 6 140,277 4 2,190 2 6.9 4 93,881.7 3 85,077.5 4 8,804.1 4
ミャンマー 49.4 7 - - - - - - 2,810.4 8 2,287.7 9 522.6 5
マレーシア 24.8 8 97,809 5 3,880 1 5.3 5 118,577.0 2 96,820.4 2 21,756.6 2
カンボジア 13.4 9 4,060 8 300 9 5.2 6 2,572.4 9 2,989.5 8 -417.2 7
ラオス 5.7 10 2,084 9 340 8 5.0 7 482.5 10 502.7 10 -20.3 6

順
位

経済成長
（％）

順
位

輸出
（百万ドル）

順
位

輸入
（百万ドル）

順
位

貿易収支
（百万ドル）

順
位

国　　　　名 人口
（百万人）

順
位

GNI
（百万ドル）

GNI/人
（ドル）

順
位

２．それぞれの国における支援のニーズ 
 
 アセアンを中心とする東アジアは近年まで輸出を経済振興の基本におき、外資導入も含めて

それに沿った国内のインフラ整備や人材育成を行ってきている。ただし、その政策がある程度

軌道に乗った国とこれからの国とでは経済成長に大きな差が見られる。また、この中の一部の

先行的外需振興国では、グローバル経済市場の中で、これまでのような輸出の伸びが期待でき

ず、内需振興に目を向け始めているところもある。前節で、わが国の技術協力政策の方向性を

見てきたが、これらがそれぞれの国のニーズに基づいて策定されていることは言うまでもない

ことである（それに我が国の存在意義を高める意味での政策的意図が盛り込まれていることも

当然であるが）。ここではこれらの政策が採択されている背景を理解する観点から、アジア各国

の経済状況などを概観する。 
 

表 2-2-1：アジア諸国の経済指標（抜粋） 

 
 表 2-2-1 は、外務省発行の 2005 年度版 ODA 国別データブックから、対象とする国の情報を

抜粋したものである。項目ごとに順位を示し、その国の相対的な位置づけもある程度感じ取れ

るようにした。 
経済規模（特に内需）の基本的要因である人口で見ると、中国とインドが 12 億、10 億と圧

倒的な数字で 1 位と 2 位を占め、21 世紀の世界経済に大きな影響力を持つようになることは明

らかである。次いでインドネシアがアセアン最大の人口国で、経済発展のポテンシャルが高い

国といえる。一人当たりの GNI（Gross National Income）では、1 位マレーシア、２位タイ、3
位中国となっている。この指標は内需の旺盛さに関係してくると共に、ある程度経済・社会の

成熟度を表すものでもある。相対的に低位にあるミャンマー、カンボジア、ラオスは、政治的

背景もあって経済発展が立ち遅れている。その意味では、国家的な視点での支援が必要であろ

う。 
 
ここで、国別に概要を整理し一覧にしておく（次ページ：表２-２-２）。主に 2005 年度版 ODA

国別データブック、および JETRO のホームページの情報を参考にした。表２-２-２中で国名

の後の DAC 分類とは、OECD の Development Assistance Committee（開発援助委員会）が、

国ごとの所得水準を評価し設定しているもので、国際的な各援助機関の間での共通理解の促進

等のために、一人当たり GNP または GNI の額によって分類している。後発開発途上国（LDC）、

低所得国（LIC）、低中所得国（LMIC）、高中所得国（UMIC）、高所得国（UIC）そして中東欧諸

国及び旧ソヴィエト連邦からの独立国という分類を設けている。低所得国は 2001 年の一人当

たりの GNI が 745 ドル以下、低中所得国は 746 ドルから 2,975 ドル、高中所得国は 2,976 ド

ルから 9,205 ドル以下の国や地域としている。2003 年では、後発開発途上国は 50 カ国、低所

得国は 22 カ国／地域、低中所得国は 46 カ国／地域、高中所得国は 33 カ国／地域となってい

る。 



 27

表２-２-２：国別概要 
マレーシア DAC 分類：高中所得国 
概要 課題・ニーズ 

大別してマレー系（65.5％）、中国系（25.6％）、インド系

（7.5％）により構成される多民族国家。2020 年までの先進国

入りを国家目標として掲げており、外交面では非同盟・中立を

大きな柱とし、ASEAN 及び域外国との協力の強化、南南協力

及び対外経済関係の強化等に重点を置くとともに、日本及び

韓国との関係も緊密化している。同国は、OIC（イスラム諸国会議

機構）、NAM（非同盟運動）の立場・権利の擁護を主張するなど、

途上国のスポークスマン的役割を果たしている。 

 経済面では、かつてはゴムと錫中心のモノカルチャー型経

済であったが、1985 年以降、急速な工業化政策を通じて著し

い経済成長を達成。しかし 1997 年のアジア経済危機の影響

を大きく受け、1998 年にはマイナス成長を記録。政府は、景気

刺激策をとり、不良債権処理や金融機関のリストラに取り組

み、また固定相場制を導入（2005 年 7 月に撤廃）。こうした政

府の景気刺激策や我が国による大規模な資金援助等により、

経済は急速に回復に向かい、近年の経済成長率は 2002 年

4.1％、2003 年 5.2％、2004 年 7.1％となっている。 

 

ある程度の経済発展段階にある

マレーシアでは、自力成長の分野

も多いが、自助努力のみでは克服

が困難な課題や分野としては、以

下のようなものがあると考えられ

る。 

① 経済の競争力強化のための支

援（高度化、効率化など） 

② 高度な知識・技能を備えた人

材育成 

③ 環境保全、省エネ等国際的協

調の視点に立った課題への対

応 

 

タイ DAC 分類：低中所得国 
概要 課題・ニーズ 
 2001 年 2 月に発足したタクシン政権は、数々の経済政策を

推進してきた。輸出に加えて国内需要も経済の牽引力とする

ため、農村や中小企業の振興策を打ち出した。こうした政策に

より経済は回復し、2003 年 6.9%、2004 年 6.1%の GDP の成長

を達成。しかし、2006 年 9 月 19 日に軍によるクーデターが発

生。「国王を元首とする民主主義統治改革評議会」が政権を

掌握。暫定憲法が 2006 年 10 月 1 日発効し、暫定首相にはス

ラユット・ジュラノン枢密院議員が指名され、10 月 9 日プミポン

国王が署名した暫定内閣の閣僚名簿を発表。暫定政権は、

恒久憲法の制定・総選挙を経て正式な内閣が発足するまでの

約 1 年間、政権を担うとしている。 

政治的な混乱が続いたにもかかわらず、主な企業（含む外

資系）では 2007 年も意欲的な投資計画が継続されようとして

いる。また、コシット工業相はタイの産業政策について労働集

約型産業から技術開発、革新技術を基盤とした産業に転換さ

せるとしている。 

一方２００７年１月 10 日の閣議で外国人事業法の改正案が

了承された。従来、出資比率が過半を超える企業を外国人企

業としていたものを、外国人株主の議決権も判断基準とするな

ど厳しい方向になる。また、昨年には出入国管理法(ビザ)の適

応が変わり、通常の入国時に与えられる滞在許可が 6 ヶ月間

に 90 日以内となるなど、外国人職業規制法での労働許可の

関係や、タイへの直接投資がどのような影響を受けるのかな

ど、懸念材料もでてきている。 

 

 

 

 

 

 政変の動向が注目されるところ

であるが、基本的には前政権の経

済政策から大きくかけ離れることは

考えにくく、デュアル政策（内・外

両需要促進）の視点は変わらない

であろう。また、工業相の技術開

発・革新技術基盤の構築という発

言から、産業の高度化の方向性が

伺える。一方、すでにある程度自

立発展の力を付けてきている国と

して、マレーシアと同様なニーズを

ここでは取り上げておく。すなわ

ち、 

① 内外需両面において、自国企

業の競争力強化のための支援

（高度化、効率化など） 

② 高度な知識・技能を備えた人

材育成（特に技術開発） 

③ 環境保全、省エネ、リサイクル

等 

などをあげておく。 
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中国 DAC 分類：低中所得国 
概要 課題・ニーズ 

1979 年から 2004 年までの年平均 GDP 成長率は実質

9.4％、2003 年の一人あたり GNI が 1,100 米ドルを突破してい

る。その一方で、依然として多くの貧困人口を抱えており、多く

の構造的問題を抱えている。経済発展と社会発展のアンバラ

ンスが顕著で社会的不安定性が大きくなりやすい懸念があ

る。急速な経済発展の歪が社会的弱者の格差拡大や深刻

化、自然環境破壊といった面で顕在化している。これらの課題

解決へ向けては、適切かつ精力的な構造改革政策が望まれ

る。具体的には、農業、農村部における生活向上、環境問題

に配慮したエネルギーや資源の効率的利用のための施策、

地域間、都市・農村間及び都市内における経済格差の是正、

市場経済化のために必要な各種改革（国有企業、金融制度、

法執行体制等）などが挙げられる。 

  2001 年 12 月に WTO に加入して以来、中国経済はグロー

バル経済に組み込まれ、また、グローバル市場に意欲的に進

出しているが、その一方で、欧米諸国等との間での貿易摩擦

や、知的財産権にまつわる頻繁な違法行為などが喫緊の課

題となっている。 

 

 2006 年からの「第 11 次 5 か年計

画」には以下のようなキーワードが

見られる。 

a.産業構造の高度化、b.資源利用

率の向上、c.都市と農村の格差是

正、d.持続可能な発展能力の強

化、e.市場経済体制へむけた改善

 これらのうちで、自助努力で推進

できるものを除いて、次のような項

目を挙げておく。 

① 知的財産権に関する公的・私

的人材の育成と保護体制の整

備 

② 環境保護、省エネ、資源リサイ

クルに関する体制の構築と人

材育成 

③ 地域格差解消に向けた、農

業、農村部の生産性改善 

フィリピン DAC 分類：低中所得国 
概要 課題・ニーズ 

2001 年 1 月のエストラーダ大統領退陣により昇格したアロヨ

大統領は、2004 年 5 月の大統領選挙で当選し、さらに 6 年間

政権を担当することになり、行財政上の課題に取り組んできて

いる。経済面での最大の課題は財政赤字の解消である。税収

基盤が脆弱なため、単年度の財政収支は、赤字で推移してき

ており、経済成長に必要な投資を十分に行えない状態が続い

ている。2004 年 6 月 30 日の大統領就任演説において、今後

6 年間の重点事項として「10 項目のアジェンダ」を示し、このア

ジェンダに沿って中期開発計画が策定され推進中であるが、

増税など政府の強力なリーダーシップが必要とされている。10

項目のアジェンダは下記のとおりである。 

①雇用創出、②学校の新設、奨学金の創設、③財政均衡、④

インフラ整備等による地方分散化推進、  ⑤全国のバランガ

イ（最小行政区）の電化と水道整備、⑥マニラ首都圏の過密

解消に向けた拠点都市の創設、⑦アジア地域の最高水準の

国際物流拠点としてクラーク及びスービックを開発、⑧選挙シ

ステムの電算化、⑨反政府組織との和平達成、⑩国内分裂の

終結 

 

フィリピンが低中所得国に仲間

入りしている要因の一つに、GDP

の 10％強にもなる海外労働者から

の送金がある（2005 年 107 億ド

ル）。ホスピタリティーを活かした活

動であるが、数字的に豊かに見え

る裏に国内産業の弱体が隠れて

いる。これがアジェンダの①雇用

創出になるわけで、以下のようなニ

ーズにつながる。 

① 裾野産業の育成 

② 経済インフラの整備（交通、エ

ネルギーなど） 

③ 貧困と地域格差対応 

④ 環境保全・再生 

⑤ 人材育成制度構築 

インドネシア DAC：低所得国 
概要 課題・ニーズ 

1997 年のアジア通貨危機以後、構造改革が積極的に進め

られた結果、ここ数年、経済は安定的な成長を続けている。最

近では成長の要因が、これまでの個人消費中心から投資にも

広がり、安定成長の潜在力も強まり、財政赤字・政府債務残高

の減少、物価・金利の安定等、マクロ経済状況が改善されてき

ている。アチェ及び北スマトラでの、2004 年 12 月の地震・津

波、2005 年 3 月の地震により未曾有の被害が生じたが、経済

全体への影響は軽微に留まった。一方、こうした安定成長が

① 民間主導の持続的な成長実現

させるために 

・投資環境改善のための経済

インフラの整備 

・裾野産業・中小企業の振興 

・経済諸制度整備 

・金融セクター改革 

等が必要である。 
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必ずしも貧困削減に結びついているとは言えず、依然として

多くの貧困人口を抱えており、また、失業率も悪化しつつある

（2003 年 9.67％、2004 年 9.86％）。 

こうした状況において、当面の課題は、刻々と変化する経済

環境に適切に対応し、マクロ経済の安定と、投資環境の整備

と投資の拡大を通じて経済成長を高めるような構造改革の推

進であるといわれている。2004 年末に策定した中期開発計画

（2004 年～2009 年）に沿って、ガバナンス改革（汚職対策、司

法制度改革、地方分権等）、治安強化、労働市場改革の円滑

な実施、インフラ整備などによる投資環境改善等を行っている

が、必ずしも満足な成果に至っていない。 

 

② 民主的で公正な社会づくりの

ために 

・農漁村開発による雇用機会

の創出 

・教育及び保健・医療等の公

共サービスの向上 

・環境保全 

等があげられる。 

 

ベトナム DAC 分類：低所得国 
概要 課題・ニーズ 

共産党による一党支配体制を取りつつ、1986 年に採択され

た「ドイモイ（刷新）」路線により、市場経済化、対外開放に努

め、外資導入に向けた構造改革や国際競争力強化に取り組

んでいる。ASEAN10 か国の中でインドネシアに次いで第 2 の

人口規模をもち、勤勉で向上心に富む国民性から力強い経

済発展の可能性を持つ国と見られている。アジア通貨危機の

影響を受けて経済成長率は一時的に落ち込んだが、その後

回復し、6～7％台で推移してきている。 

2001 年に策定された「2001 年～2010 年社会・経済開発戦

略」において、2020 年までに工業国への転換を遂げるとのビ

ジョンが掲げられている。また、2002 年に策定された「包括的

貧困削減成長戦略文書においては、経済成長と貧困削減の

二つの達成が目標とされている。 

2006 年 11 月 7 日、世界貿易機構(WTO)の一般理事会で

ベトナムの加盟が承認され、今後は、加盟議定書の批准など

国内手続きを経て、正式加盟となる見通しである。 

 

キーワードは以下の通り 

① 成長促進 

・投資環境整備 

・中小企業・民間セクター振興 

・経済インフラ整備（運輸交通、

電力、情報通信） 

・人材育成 

・国営企業改革など 

② 生活・社会面の改善 

・教育 

・保健・医療 

・農業・農村開発/地方開発 

・都市開発 

・環境分野 

インド DAC 分類：低所得国 

概要 課題・ニーズ 

 世界第 2 位の人口を有し 2003 年には 10 億 6,400 万人を数

えるに至った。経済成長率は、2003 年度 8.5％、2004 年度

6.9％と高成長を維持している。2004 年度の GDP 構成比は、

農業及び関連産業 21％、鉱工業 22％、サービス業 58％であ

った。経済成長に伴い、中間層の人口は増加傾向にあるが、

反面、所得格差や地域格差が拡大しつつある。低所得層、低

カースト層にとって貧困問題は深刻である。また、インフラ整備

が経済成長に追いついていないため、産業の発展に大きな障

害となっているほか、人口流入によって膨張する都市部の生

活基盤を悪化させている。 

 農村経済や社会的弱者層が経済成長から取り残されたこと

等を背景として、2004 年 5 月の下院総選挙では与党が破れ、

統一進歩連盟が連立政権として発足。投資拡大や規制緩和

の実現等を経済政策として掲げつつ、農村開発や貧困・雇用

対策の重要性を踏まえた「雇用を伴った経済成長」、「人間の

顔をした経済改革」を目標として挙げている。 

 

 

 

成長著しい国であるが、低所得国

として類似の課題を抱えている。

すなわち、 

① 経済成長の促進にむけたイン

フラの整備と民間セクター振興

（IT 産業の更なる進展と国際競

争力強化など） 

② 貧困・差別問題の改善に向け

た雇用機会の創出（農業振

興、裾野産業振興など） 

③ 人材育成・人的交流の拡充 
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カンボジア DAC 分類：後発開発途上国 
概要 課題・ニーズ 
1970 年にクーデターが発生し、その後約 20 年の内戦と

混乱を経て、1993 年に国連の監視下で新生カンボジア王

国が誕生。国連における代表権が 1998 年 12 月回復され、

1999 年 4 月にはアセアンに正式加盟するなど国際社会と

の関係も正常化した。2004 年 7 月にフン・セン首相を首

班とする政権は、カンボジアの経済社会開発の基本方針と

して四角形政策を打ち出し、優先的開発課題を明示。四角

形の図の中心部にグッド・ガバナンスを置き、グッド・ガ

バナンスの確立を最優先課題とし、四角形の 4辺には、①

農業セクターの強化、②インフラの復興と建設、③民間セ

クター開発と雇用創出、④キャパシティー・ビルディング

と人材開発を掲げ、これらを推進するというもの。 

経済面では、内戦前の 1960 年代には食糧自給を達成し、

米やゴムの輸出を行っていたが、1970 年代以降の内戦と

混乱、恐怖政治により国土は大きく荒廃した。1998 年の

新政権成立により政治的安定を達成した後、1999 年には

6.9％の GDP 成長を遂げ、その後も経済は上向きに推移し

ている。 

 

以下のような問題があげられ

る。 

① 経済インフラと法制が不備

なため、透明性が脆弱で、外

国投資を十分に呼び込めな

い 

② 輸出製品は縫製品以外に目

ぼしいものがない 

③ 税制が未熟なため、国家財政

が脆弱 

④ 内戦及びその後の経済制裁

に起因する人材の不足 

 

こうした経済の基盤を強化す

るための支援が求められてい

る。 

ラオス DAC 分類：後発開発途上国 
概要 課題・ニーズ 
 1986 年に経済改革を進め、市場原理導入等の経済開放化

政策を推進しているが、内陸国という地理的条件と、長期間に

わたった過去の内戦の影響により経済発展は遅れており、後

発開発途上国の位置にある。 

国連開発計画発行の 2001 年「人間開発報告書」によるとラ

オスはアジア諸国では下から 4 位の最貧国とされている。この

ような中、政府は市場経済メカニズムの積極的な導入を通じて

経済の活性化に努めている。 

 ラオスの主要産業は農林業（米、野菜、木材等）で、国内総

生産の約 52％を占めており、労働人口の 80％以上が従事し

ている。その他の主要産業は農林関係加工業、水力発電等

に限られている。 

 

① あらゆる分野で人材不足。人

づくりが最重要課題 

（市場経済化促進、行政機能

強化、基礎生活分野、農業開

発、インフラ整備等） 

② 基礎生活分野における施設整

備と制度構築 

（初等教育校舎、基幹病院など

施設整備と当分野の制度構

築・改革） 

③ 農業分野の強化・安定化 

（農村基盤施設の整備、森林

資源の持続可能な利用の促

進、生計向上事業等） 

④ インフラ整備 

（民間部門の育成、幹線道路・

橋梁を中心とする運輸インフラ

の整備、発電・送電システムの

整備等） 

ミャンマー DAC 分類：後発開発途上国 

概要 課題・ニーズ 

1988 年、全国的な民主化要求デモにより 26 年間続いた

社会主義政権が崩壊。1990 年に総選挙が実施され、アウ

ン・サン・スー・チー女史率いる国民民主連盟が圧勝した

が、政府は民政移管のためには憲法が必要であるとして政

権移譲を行わず、この状態が今日まで続いている。 
 1962 年以来、農業を除く主要産業の国有化等社会主

義経済政策が推進されてきたが、閉鎖的経済政策等により

外貨準備の枯渇、生産の停滞、対外債務の累積等経済困難

政府は第 3 次 5 か年計画とし

て、以下のような重点課題を設

定している。 
① 農業を基礎とした産業の発

展 
② 産業発展を支える電力・エネ

ルギー・セクターの発展 
③ 農業・水産業の発展による国
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が増大し、1987 年には国連より後発開発途上国の認定を

受けるまでに至った。経済は、非現実的な為替レートや硬

直的な構造、電力、道路、通信等の経済インフラの未整備、

外国投資の低迷、先進国からの援助の停止、米国及び EU
による経済制裁等多くの制約を抱えている。しかし、最近

では、経済構造改革を通じて経済成長を実現しようとする

新たな動きも見られ、2003 年にはコメの取引自由化を発

表し、公務員・軍人向けのコメ及び食用油の配給制度を廃

止した。 
2003 年 12 月には、ラカイン州沖合の海中で大規模なガ

ス田が発見され、主にタイ向け天然ガス輸出の好調を反映

して外貨準備高は約 7.2 億ドル（2005 年 1 月）と増加。

タイ、中国、インド等の近隣諸国は、ミャンマーに対して

積極的に経済交流・経済協力を行う姿勢を明確にしてい

る。 

内需要の充足と輸出促進 
④ 植林と緑地化の推進 
⑤ 教育と保健・医療改善による

人的資源開発 
⑥ 農村開発 
 

 
以上、国別に課題とニーズを見てきたが、発展途上国にあっては、産業のほぼ全てが中小企

業、零細企業、個人事業であり、彼らが独自で成長戦略を策定することはもとより、そのため

の支援ニーズさえも自力でアピールすることは不可能である。しかし、経済のグローバル化の

波は国や地域の差別無く発展途上国にも押し寄せているのである。これらの国の課題・ニーズ

を彼らのニーズと捉え、先進国に在する中小企業診断士として、彼らの声を待つのではなく、

国際貢献の視点からアジア諸国の経済・産業の発展に寄与する支援を公的・私的に遂行するこ

とが求められていると考えるべきであろう。そしてそのような活動が、日本も含めたアジア全

体、ひいては国際社会全体の発展・繁栄につながることは言うまでもない。 
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第 3 章 アジア地域における中小企業診断士の活動 
 

1.国別･団体別活動事例 

 

ⅰ（財）海外技術者研修協会の遠隔研修講師        （AOTS） 
東京支部 芹田 勇三 

 

 私は 2005 年 9 月に（財）海外技術者研修協会(AOTS)が東南アジア諸国の経営コンサルタ

ントに対して東京からシンガポールに向けて実施した遠隔授業に講師として参加し、講義

を行った。以下、その体験を綴る。 

１． 経 緯 

 （財）海外技術者研修協会（AOTS）は ODA の実施機関のひとつとして経済産業省が管

轄する公益法人で、その設立目的は「海外の産業技術研修者の受入および研修に関する事

業を行い、もって国際経済協力を推進して相互の経済発展および友好関係の増進に寄与す

る」というものである。主要な活動は（１）海外産業技術研修者の受入れ（２）海外産業

技術研修者の研修等です。同協会は北千住に立派な研修センターを構えており、相手国の

研修生を受け入れる他、ここから世界各地を衛星中継で結んで遠隔授業も行なっている。

本件は、AOTS から診断協会に講師派遣の依頼があり、診断協会、AOTS の推薦を頂いて私が

担当することとなった。 

 

２． 内 容 

 私が担当した授業は、2005 年度産業構造支援研修事業海外研修プログラム「経営コンサ

ルタント能力向上」というものであり、シンガポール能率協会（Singapore Productivity 

Association）が実施機関として現地で運営を担当し、東南アジア各国からの研修生 23 名

をシンガポールの地に集めて 2 週間の集中講義（座学）及び実地研修を行なうというプロ

グラムである。 

 参加者は東南アジア 8 カ国（カンボジア 3 名、インドネシア 3 名、ラオス 3 名、マレー

シア 2 名、ミャンマー3 名、フィリピン 3 名、タイ 3 名、ベトナム 3 名）の政府系教育機

関、独立研修機関に所属する人々で、事前に送られてきた経歴書を見ると肩書きは殆どが

教官、専門家、マネジャー等である。既にそれぞれの国において中小企業の指導を行って

いる実務経験者が多く、今回はいわゆる専門家のための教育という設定であった。1 週間

の座学のカリキュラムを見ると①コンサルティングの手順、②TQC、③職場の管理（5S）、

④IE、PDCA、⑤トヨタ方式生産管理など、わが国で行われている経営管理手法のメニュー

と大差はない。2 週間目はシンガポールに所在する日系現地法人の工場を視察して実地研

修するというスケジュールが組まれていた。 

 

 私に与えられたテーマは「日本の中小企業診断事例」というものであった。3 時間半と

いう長時間をどのような内容にするか、いろいろと悩んだが、私の専門分野である ISO の

コンサルティング事例を中心にし、それに職場の改善の重要性を強調すべく「５S」及び「改

善事例」を組み合わせて、タイトルも「私のコンサルティング経験」として説明すること

とした。AOTS より事前に 23 名の受講生が書いたこのプログラムに臨む受講生自身の目的

と決意を綴ったものが私に送られてきた。これを読んだ限りでは、受講生にも知識、経験

の差、さらには問題意識の差が相当にあるように感じた。考えてみると、一口に「東南ア

ジア 8 カ国」とまとめて表現しているが、工業化の面では、国々のバラツキが大きく、大

まかに 3 つのグループに分けられる。マレーシア、タイという工業化の進んだ第 1 群、フ

ィリピン、インドネシア、ベトナムという中間の第 2 群、そしてラオス、カンボジア、ミ

ャンマーなどの第 3 群である。第 1 群の国と第 3 群の国とは発展過程が大きく異なってい

るため、同じ内容の話をしても、受講者にとっては、その体感的なレベルでの理解の差は

如何ともしがたい部分があるはずである。 
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 実は、この辺が集合講義の難しいところであり、私が日本での ISO の研修においても、

常日頃受講者のレベル合わせに苦労しているところである。一言で言うと、「どこにレベル

合わせをするか」という問題が必ず発生するはずである。東南アジアでは、総じて日本の

経営管理の考え方、手法は「概念的に」よく理解されていると聞くが、実際の応用面にな

ると、必ずしも日本人と同じように問題解決できるとは限らないのが実情である。日本人

の問題発掘力、分析力、解決力は世界に冠たるものがあるわけだが、これをどのように伝

授するかが現地日系企業の最も苦労している部分ではないだろうか。 

 

 そういうことを考えながら、私は、ISO はもとより様々なマネジメントシステムで根本

理念として認識されている PDCA の考え方に力点を置いて説明することにした。TQC におい

ても、５S においても、共通するのはこの PDCA の思想である。「計画し」「実行し」「チェ

ックし」「改善する」ことを繰り返すのがどんな企業にとっても効果的であるかは分かりや

すいはずである。テキストはパワーポイントで約 60 枚が目安ということであったが、今回

は合計 72 枚となった。 

 

３． 言 語 

 使用言語は英語が指定され、通訳なしの直接コミュニケーションという方式を予定して

いた。しかしながら、AOTS の事務局から今回の受講生は英語の能力にバラツキがありそう

なので、通訳をつけたほうはいいかもしれないがどうするか、という相談を受けた。たし

かに受講生の事前のレポートを見ると、見事な英語を書いている人と舌足らずな英語の人

がいる。旧フランス領の国の人は英語には強くないのだと思う。私自身は米英の英語には

若干慣れてはいるものの、東南アジア現地の英語に初めて接するという不安もあり、とく

に、経験者の話では、Q＆Aで話がすれ違うことがあるということだったので、安全のため

にお願いすることとした。ただし、すでにテキストは作成済みであったため、今更日本語

に翻訳することもおかしいのでこのまま使うこととし、講義ではメインの説明は私が英語

で直接行い、その後に続く説明と Q＆A を通訳の方にお願いするという分担で行うこととし

た。 

 

４． 講 義 

 講義は 3時間半であったが、途中 2回約 10 分間の休憩を挟んで進めた。当初予想してい

たような大きなカメラの前でスタッフに囲まれながら進める、というのとは違って、ブラ

ウン管モニター画面を前方遠くに見ながら、そのモニターの上にある小さなカメラに向か

って進める方式であり、カメラマンもいなかったので、最初は緊張したものの、次第にな

れてきた。ただし、先方の質問などの声は回線の都合上少しこもりがちであり、独特の現

地の英語の発音と相俟って聞き取りにくく、やはり通訳さんに入っていただいてよかった

と思った。通訳さんは AOTS の仕事を永年続けてきておられるベテランの女性で、また、専

門用語にも通じており、大変スムーズにコミュニケートしていただいた。 

 

５． 総括印象 

 総じて、受講生は明るく人懐こい印象であった。画面の向こうから彼らの意欲と熱意が

伝わってきた。日本における５S や職場改善の話など、具体的な話になると、先方も真剣

な様子で聞いており、やはり現場での実体験が何よりも説得力があることを改めて感じた。

Face to face の「空気」を感じられないもどかしさはあったが、こちらの考え方はそれな

りに伝わったのではないかと思う。終わった時には拍手がおこり、また AOTS の担当の方に

も「よかった」という趣旨の言葉をいただき、一応責任を果たすことができたのではない

かと思う。初めての遠隔授業であったが、振り返れば緊張の中にも大変楽しい経験であっ

た。こういう機会を与えていただいた AOTS 及び診断協会に感謝する次第である。今後、様々

な局面でこうした機会は増えていくと思う。アジアの中小企業発展のために我々が果たす

べき役割も一層増えることであろう。画面を通じて海外の人たちとの接触機会が増えるこ

とを念願している。 
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TV による集中講義風景 
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ⅱベトナム・日本人材協力センターでの活動報告      （JICA） 
東京支部 倉原 健二 

 
筆者は、長期専門家として 2004 年 7 月から約２年半をベトナム国ホーチミン市を中心

に市場経済化を担う人材を育成する目的で活動を実施したので、その内容を報告する。 
１．日本人材協力センターとは 

JICA は、「日本の顔が見える拠点をつくる」として東南アジア（ベトナム、ラオス、カ

ンボジア、ミャンマー）、中央アジア（カザフスタン、キルギス共和国、ウズベキスタン、

ウクライナ）、モンゴルと市場経済化へ移行した又は移行しつつある国々9 カ国・10 カ所

に対して日本センターを開設した。 
各センターには、柱であるビジネスコースの他に日本語コース、相互理解促進事業を 

中心にそれぞれの国の事情に合わせた活動を実施している。ベトナム、ラオスが 2000 年 9
月にスタートし他の国が続いている。カウンターパートは、ウズベキスタンを除いては全

てその国を代表する大学となっている。 
 
２．ベトナム・日本人材協力センター(VJCC)について 
 
（１）２つのセンターが存在 

ベトナムは日本と同様に南北に細長い国で首都ハノイとホーチミンとは 1,800km の距

離があり、それぞれセンターを構えている。他センターが 1,000 万人以下の国が多い中、

ベトナムは 8,500 万人と多くの人口を抱え、経済成長率もここ５年間毎年 10（％）近く

WTO への加盟とともに今後の高い発展が期待されている。まさに日本の 1960 年代の高

度経済成長が始まる時期のような雰囲気をかもしだしている。 
 ハノイには国営企業が多くまた海外の大企業を政策的に誘致していることもあり、比較

的落ち着いた環境である。一方、ホーチミンは元々商業都市であったこともあり大変活気

があり、若き起業家たちが一旗上げようと虎視眈々と機会を狙っており、その熱気が伝わ

って来る。 
２）フェーズⅠからフェーズⅡへ 
最初にスタートしたベトナム、ラオスは 2005 年 8 月にフェーズⅠが終了し、2005 年 9

月から更に 5 年間のフェーズⅡが開始した。ベトナムでのフェーズⅡのキャッチフレーズ

として「より広く、より深く」を掲げ、活動の多様化と深化を図っている。フェーズⅠで 
はハノイやホーチミンを中心に活動して来たが、次第にダナンなどの中部地区、カント

ーなど南部メコンデルタ地域など全土に対象地域を広げ、また、ベトナム商工会議所

（VCCI）や MPDF(Mekong Private Sector Development Facility)など他機関との連携を

深めている。 
（３）一括委託方式へ 
 2000 年のセンター発足以来、ビジネスコースは JICA が長期・短期専門家派遣を担当し

て来たが、2007 年 4 月以降はコンサル企業への一括委託となる事が決まっている。この方

式には一長一短があり、ベトナムのように今まで試行錯誤しながらセンターの進むべき方

向をじっくり模索して来ている場合には、その方向に向かって幅広い人材を集めることが 
出来るなどのメリットがある。 
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印刷組合所属の中小企業社長たちへの               

日本の着物下請け製造工場に対する ISO         ５Ｓ指導 
9001 の講義風景  
 
３．VJCC-HCMC（ホーチミン）の活動状況 
（１）HCMC センターの活動概要 

2001 年、2002 年はそれぞれコース・セミナーの受講者は 200 人、600 人に留まった。

この間は経営戦略、マーケティング、輸出戦略などベトナム在住の日系企業のビジネスマ

ンを講師としてテーマが選ばれていた。2003 年ハノイに中小企業診断士の河越先生が赴任

してからは、経営基本管理、人事・労務管理、マーケティング、財務管理、生産管理のい

わゆる基礎５教科を中心として系統立てたコース設定が実施され、基本的な方向が固めら

れた。尚、ホーチミンには 2004 年 6 月迄は長期専門家は不在であった。 
5 教科を中心に、生産管理を重点にした実践的な内容のコース・セミナーが組まれてい

る。コースなどの参加者は2003年から2005年までの３年間は1,000人前後であるが、2006
年度は 2,000 人近い受講生が見込まれている。コースなどの講師にはその都度日本から中

小企業診断士、技術士の専門家に来て頂いている。 
 
（２）最初に力を入れたこと、「現場指導」  
2004 年 7 月に着任してから２週間もたたない頃にある有名なアオザイ生地メーカー

（ThaiTuan 社）の副社長から電話が入った。当社は社長、副社長を始めマネージャー・

リーダークラスを当時すでに 50 人余りを送り込んでいたが、実際の工場現場でその知識

を生かすことが出来ずに一向に改善が進まず何とかして欲しいとのことであった。 
早速工場を訪問し副社長と議論した結果、「5S 活動」 を中心とした日本的な生産管理の

指導（有料）を実施することとした。この Thai Tuan 社に対しては３工場（各 500 人前

後の作業者）に対して６ヶ月間に渡り主に現場のリーダー達の意識改革を中心に進めた。 
幸いにも各工場１２回（１回/週）の指導回数のうち５～６回目頃になると５Ｓを実施す 

る真の目的を工場長や数人のリーダー達が理解出来るようになり、改めてベトナム人の優

秀さに感心した。 
この成功がベースとなりベトナム企業ばかりでなく、日系企業からも工場現場における

実践的な指導の要請が相次ぐようになった。すなわち、コース・セミナー後のフォローア

ップ活動としての工場指導を実施することが求められるようになり、とても一人では対応

出来なくなり日本から 3 ヶ月、6 ヶ月間の短期専門家をお願いすることとした。 
 

（３）コースと診断・指導とは車の両輪 
 ハノイ、ホーチミンで活躍しているシニア・ボランティア(S/V)の方々と話し合う機会が

あり S/V の方が大変苦労をしていることに気が付いた。個別企業の指導では殆んどの企業

が QC などの基礎知識が欠落したまま改善や５Ｓなどの指導に当たれていたのである。一

般的にベトナム企業にはトレーニングルームがない。日系企業との大きな違いである。 
 上記（２）のことと考え合わせてコースによる知識の習得と実践的な指導と両方がかみ
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合って初めて大きな効果を挙げることが出来るのである。 
 
（４）活動の柱 
 当センターで実施している活動は主に次の３つである。 
① コース・セミナーの開催：コースは１週間単位とし基礎５教科の他、２～３日間の特 
別コース（コスト削減、マーケットリサーチ、ＩＥ，POKAYOKE など）受講者の要請に

即した絞り込んだテーマを多く取りいれている。コースでは午前中講義とし、午後は個別

企業に対するコンサルを実施している。一方セミナーは半日程度のトピックスを実施して

いる。 
② フォローアップ活動：「5S 活動」をツールとした経営改善、不良率削減、QCC 活動 
導入、給与体系の構築などその企業が抱える具体的な課題に対して実践的な指導を行う。 
③ ネットワークつくり：ホーチミン商工会議所を始めとする周辺の都市との交流や日本 
のいわゆる異業種交流会を当センターの受講者が中心となってバックアップする。又、毎

年、成績優秀企業が毎年５社ずつ日本へ短期訪問を続けており、今年度派遣企業を中心に

ネットワークを構築する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．VJCC の今後  
 前述の通りベトナムの社会は大きな熱気の中で発展を続けている。急激な変化によりベ

トナム企業は様々な問題を抱えている。今は３０代の若き起業家達が事業を起しわずか数

年のうちに 10０人、200 人を超える企業となっている。これらの企業に共通する課題は、

社長に次ぐ NO.2 の人材が不足していることである。当センターとしてはこれらの新しい

企業を含め、国際化が進む中で人材育成をどのようにバックアップしていくことが出来る

かが大きなテーマである。 
（１）VJCC-HCMC が進む方向 
 フェーズⅡが終了する３年半後に向けて、今からその対応を進めていくことが肝要であ

る。 
① 自立化に向けて事業の多様化を図る。 
② All Japan 体制に向けて各機関の調整を行う。 

（２）当センターが求める人材 
最後になったがどのような方に来て頂きたいかを簡単に記す。当センターには今までに

短期（２～３週間）、中期（２～３ヶ月）など多くの中小企業診断士の先生方が派遣された。 

 

KAIZEN の宝庫。人件費が安いメリットもそろそろなくなりつつある。 
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① 日本でもコンサルなど実際に現場で指導の経験があること。：年々受講生のレベル 
が上がってきている。彼らは単なる知識ベースではなくすぐに役に立つ泥臭いノウハウを

求めている。 
② ベトナム人の中に溶け込むことが出来ること：いくら素晴らしい知識やノウハウを持 

っていても相手に受け入れられなければ意味を成さない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ベトナムに進出した企業 5S 指導後の成果写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ベトナムに進出したタイ企業。5S 指導後の成果写真 
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ⅲベトナム長期専門家派遣での支援活動          (JICA) 

東京支部 小谷 泰三 
はじめに 

 
 私が初めて海外支援活動に携わるようになったのは、定年退職の翌年の 2000 年である。 

それまで、私は海外勤務の経験がなく、海外支援とは関わりのない国内企業でのサラリ 

―マンであったので、いきなり２年間もの長期にわたり、JICA 専門家としてベトナムの中

小企業の振興支援で派遣されることには戸惑いもあった。 

しかし、この年齢で一度、海外への長期派遣の経験をすると、日本に戻ってきても、定

年後の仕事は見つからず、海外での働き場所を真剣に探すことになり、現在までに、長期

および短期の海外支援活動を合わせると、５回も派遣される機会に恵まれたことになる。 

2005 年の（財）国際海外貿易機構（JODC）の専門家として、６ヶ月に亘る日系中小企業

の物流現場指導でタイ国に派遣された他は、すべてがベトナムである。 

 

 そのベトナムでの支援活動は、JICA 専門家としての派遣期間が一番長く、最近では、2005

年 9 月から 2006 年１月まで、ベトナムのバイク産業発展のマスタープランつくりに、工業

省傘下の政策・戦略研究所に派遣されたことである。2003 年から 2004 年にかけては、ベ

トナム商工会議所ホーチミン支所に席を置き、JODC 専門家として、「ベトナム南部の裾野

産業のマッチング・ネットワーク形成」と JETRO の専門家として、「ベトナム国のロジステ

ィクス・プレ調査」の案件にも携わってきた。いずれの派遣においても、プロジェクトメ

ンバーとしての派遣はなく、全てひとりでこなす独立専門家としての派遣ばかりであった。 

この間、正に中小企業診断士としての実務経験を如何なく発揮できる場が与えられ、私

にとっては日々変化に富んだ苦しくも、楽しい６年間ではあったが、就職してから 50 年近

くの人生の中で、10 年以上にも匹敵する価値ある経験を積んだような充実した気分を感じ

ている。現在、私は（財）海外職業訓練協会（OVTA）の国際アドバイザーとしてのお手伝

いを行っている。 

 

1．中小企業診断士としてのベトナムタイでの指導内容 
 

 私の 21 世紀からの中小企業診断士としての国際貢献の指導活動の内容を箇条書きにす

ると、下記の通りである。 

1.1 指導分野：ベトナム・ホーチミン市の中小企業振興支援 

1.1.1  派遣元：独立行政法人 国際協力機構（JICA）（推薦団体：中小企業診断協会） 

1.1.2 派遣期間：2000 年 9 月～2002 年 9 月（2年間） 

1.1.3 派遣先：ベトナム・ホーチミン計画投資局（DPI・HCM） 

1.1.4 具体的指導内容： 

（1）DPI のカウンターパート等に、日本の戦後からの中小企業施策の変遷を紹介 

（2）日本の鉱工業の中小企業診断マニュアルの内容紹介 

（3）ホーチミンの鉱工業、IT 産業および水産加工業等延べ 60 軒の訪問および指導 

（4）ベトナムにおける IT 産業および機械工業発展計画のレポート作成 

（5）DPI でのデーターベースの作り方および電子行政取込みに対するアドバイス 

（6）DPI 認可・登録企業の経営者・管理者に対する DPI と VCCI HCM の協賛による経営

管理セミナーの講師（ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ、ＨＲＭ、ＫＡＩＺＥＮ、５Ｓ、ＴＱＣな

ど）（月に２日間） 

（7）VCCI 主催のベトナム各地での経営管理セミナーの講師（延べ２４日間） 

 （8）ホーチミン女性経営者ユニオンにてＨＲＭの講師（２日間） 

 （9）JETRO HCM の投資タスク・ワーキングメンバーに参加 
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   カウンターパート等と会食      小生の講義に参加した女性経営者と共に 

  

1.2 指導分野：ベトナムの中小企業振興、サポート・インダストリー（ＳＩ）企業の発掘・

育成、企業間ネットワーク形成 

1.2.1  派遣元：（財）海外貿易開発協会（JODC）（推薦団体：JETRO HCM、中小企業診断協

会） 

1.2.2 派遣期間：2003 年 1 月～2003 年 3 月（2ヶ月間） 

1.2.3 派遣先：ベトナム商工会議所（VCCI）ホーチミン支所 

1.2.4 具体的指導内容： 

(1) 進出日系企業のベトナムにおけるＳＩの活用実態および必要性の調査 

(2) 2000年９月から2002年９月のホーチミンＤＰＩ滞在期間中に私が訪問した中小企

業、工科大学や職業訓練施設等に進出日系企業の幹部クラスの訪問希望者を募り、案

内し、マッチングの可能性を探ってもらう。一方、ホーチミン工業局側でアレンジし

たベトナムＳＩ企業の幹部を進出日系企業に案内し、日系進出企業がローカル企業に

何を望んでいるかを体得する。 

(3) JETRO ＨＣＭ事務所にて(1)、(2)に関する状況報告を進出日系企業に対し実施す

る。 

(4) セミナーを４日間実施：ホーチミン皮革・シューズ下請け協同組合参加者に、「改

善」「５Ｓ」および「ＴＱＭのための７つ道具」について講義を行う。 

1.3 指導分野：日越イニシャチブに基づく二輪車マスタープラン策定支援  

1.3.1  派遣元：JICA（推薦団体：日本自動車工業会（JAMA）、経産省） 

1.3.2 派遣期間：2005 年 9 月～2006 年 1 月（４ヶ月） 

1.3.3 派遣先：ベトナム工業省（MOI）政策・戦略研究所（IPSI） 

1.3.4 具体的指導内容： 

 (1) 日系・他の外資企業並びにローカル企業のバイク・アセンブラー（７社）および部

品メーカー（１８社）の実態調査 

  (2) IPSI で策定されたバイク産業発展計画の草案内容の検討・アドバイス 

  (3) バイク産業発展計画のマスタープラン策定に関するアドバイスおよび織込むべき

項目の検討・提示 

  (4) マスタープラン策定スタッフに対し、SWOT 分析、コア・コンピタンス、バリュー

チェーン、成長ベクトル理論、ポジショニング、５フォース、ギャップ分析などの

企業で活用される事業計画に関する手法の紹介 

(5) ベトナムでのバイクの産業の裾野産業の実態と今後の発展方向の示唆 

 

2．受注にあたって工夫したことまたは留意したこと 

 
 箇条書き纏めると次のようなことがあげられる。 

(1) 診断協会と密接に付き合い、支部・支会の会合や研究会に参加し、協会や診断士のメ
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ンバーとの知己を増やす。 

(2) 一度派遣の機会が得られたら、お世話になった方や、関係機関に派遣で得られた情報

を、機密保持の契約に反しない限りは、惜しみなく報告したり情報を提供する。 

(3) ODA に関わる派遣では、推薦団体や推薦者を求められるケースが多いので、日本を代表

する組織団体や人脈のネットワークを形成しておくと良い。 

(4) 海外派遣で現地滞在中、同じ団体から派遣されている専門家の集まりや会合があるが、

万難を排し参加する。現地 JETRO の所長やスタッフには、自分の存在をアッピールし、

必要に応じては、情報を頂くばかりでなく、こちらからもいろいろな場面で、彼らに

とっても有益になるようサポートしてあげる。これにより、リピートが来るきっかけ

が掴める。 

(5) コンサルタント会社を経由で応募される時は、そのコンサルタント会社の実績や応募

者に対するバックアップの熱意によって決定されてしまうので注意を要す。 

(6) 個人での直接応募の際は、派遣元を安心させる推薦者か推薦団体がないと受注にまで

至らない場合が多い。 

(7) ODA 等に関わる企業および経済支援の際は、経産省技術協力課が JICA、JETRO や JODC

の専門家派遣の最終窓口の役割を担っているので、この部署との緊密なコンタクトが

大切。帰朝報告も早めに、丁寧に行うこと。 

 

3．業務遂行上、中小企業診断士として意識したこと  

 
 私が体験したベトナムやタイのローカル中小企業の現場レベルは、日本の昭和３０年か

ら４０年代といったところで、私がメーカーに就職した当時の工場の様子が思い出された。  

現在、日本の生産現場は省力化によるロボットの採用や無人化が当たり前になっている

が、戦後の復興期から高度成長期にかけては、投資資金が不足し、機械も最新鋭なものは

手に入れられず、地方の中卒・高卒を競って採用し、人海戦術で大量生産を志向する時代

であった。その後、オイルショックを経て低成長化の時代を向かえ、わが国製造業の生産

システムは、プロダクト・アウトからマーケット・インの傾向に変わり、少量多品種生産

と海外生産へのシフト、さらに IT を取り入れた企業経営に切り替わって行った。 

このような戦後復興の激動の時代を企業戦士として働き詰めで、その間寸陰を惜しんで

診断士の資格に挑戦、鉱工業の診断士の資格を取ったのが昭和 53 年当時で、トヨタ生産方

式が世に認められつつある時期であった。 

このような経験が、現在のベトナムやタイでのローカル企業の経営診断や指導には大変

役立ち、まさしく診断士として学び、実践してきたことが生かされ、診断士冥利に尽きる

経験が足掛け６年間アジアで磨けたことは大変幸運なことであった。タイやベトナムのロ

ーカル企業はまだまだ企業管理者のレベルが低く、日本のような中小企業診断士レベルの

指導やサポートが望まれている。進出日系企業も、ローカルのサポート・インダストリー

の活用がうまくいかないのは、現地企業にＱ（品質）Ｃ(コスト)Ｄ（納期）管理の出来、

マーケット志向の管理者が不足していることに起因している。したがって、東南アジアの

国々や中国では、鉱工業の資格を取った中小企業診断士の活躍出来るチャンスは、今後ま

すます増えてくるものと期待できる。 

 

4．海外コンサル業務の留意点 

 
 終身雇用制、ボトム・アップや小集団活動など、所謂日本式といわれる経営も、昨今変

わりつつあるが、ベトナムやタイでは仏教国でありながら、経営は欧米式のトップ・ダウ

ン方式が一般で、ホワイトカラーの管理者は、現場労働者と一線を画し、現場に入りたが

らない。一方、作業者は自分の与えられた仕事以外に手を染めたがらず、生産効率が上が

らない。企業全員に知ってもらいたい情報は、自分の宝とし、なかなか相手に教えたがら

ない。日本のように、学力の平均レベルが高く、偏差値にそれ程ばらつきのない企業とは
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異なり、格差社会での経営指導には、「郷に入っては、郷に従えで」気長な付き合いが必要

と言えよう。発展途上国でのコンサル業務の留意点を箇条書きに列挙すると次のようにな

る。 

（１）机上での新しい理論や高度の数式などの手法や技法をやたらに教え込まない。 

（２）常に現場に足を運び、経営幹部やスタッフだけでなく、現場の作業者を加えて、現

物、現実にそって問題点や改善案を話し合う 

（３）出来る限り、大勢に参加してもらい、ビデオやスライドなどを準備し、視覚・聴覚

に訴えた講義をする。特に、改善事例などは、改善前・改善後の写真が効果的。 

（４）現場の改善などは、出来ればコンサルタント自らが見本を示すなどやってみせるこ

とで相手側の信頼が得られる。 

（５）経営学や工科系などの大学以上を出た優れた秘書か通訳を必ず付けてもらうか、自

ら面接し採用すること。絶対に観光ガイドのように、日常会話は上手いが、企業の

ことは全く分からないようでは、通訳や翻訳がいい加減になり真意が通じない。（完） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 出荷待ちバイク完成品          ハノイの朝 
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ⅳアゼルバイジャン国経営コンサルティング事業      （民間） 
埼玉支部 堀口 敬 

１、海外における業務内容 
 
コンサルティング先は、カスピ海東岸のバクー油田で有名なアゼルバイジャン共和国の缶詰

工場である。この工場では工場周辺で収穫した野菜を使った牛肉入りの缶詰などを生産してい

る。近年は、安価な競合製品の登場によりコストダウンに迫られている。しかし、工場では生

産工程での材料ロスや作業ロスが多く、コストダウンは遅々として進まない状況であった。 

以上の状況を踏まえて、今回のコンサルティングの目的は、以下の３点に絞って行った。 

① 材料ロス削減によるコストダウン 

② 作業時間短縮による加工費削減 

③ 製品別原価管理の指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

指導風景 

 

２、業務遂行上、中小企業診断士として意識したこと 
 
経営分析が中心のコンサルティングだけでは実務者の納得は得られない。したがって、経営

分析は短期間に収め、対策を実際に行い、その効果を披露することで工場管理者の理解を得た。 
 
３、海外コンサル業務の留意点 
 
基本的にはコンサルティング業務の進め方は国内での中小企業への指導と同じである。唯一

異なる点は言語の問題だけである。今回指導したアゼルバイジャン共和国は、管理職レベルは

英語を話せるので、管理職へのコストダウン指導などは私が直接行った。しかし、一般従業員

はアゼル語しか話せない。しかし、日本国内でアゼル語を話せる「日アゼ通訳」は見つからな

かった。しかも、今回はアゼル語を話せる通訳はロシア語しか話せなかったために、一般従業

員への講義は、私から第１通訳へは英語、第１通訳から第２通訳へはロシア語、第２通訳から

従業員へはアゼル語という３人のリレーで講義を行った。 
そのために日本で同じ講義を行うのに比べて３倍も時間がかかった。このような通訳経由で

の指導を行う場合は、発言内容は出来るだけ短くし、表現も簡潔にすることで、誤訳を極力防
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ぐことが重要である。 
 
リレー通訳 
 
 
 
 
 
４、海外支援機関での中小企業診断士のあり方 

 
アゼルバイジャン共和国での指導が終わり、その後、大人数の調査団に入っていて分かった

ことだが、一般のコンサルティング会社から派遣されてくるコンサルタントは、社会人として

始めての就職先がコンサルティング会社という方が多い。そのような方は、もちろん製造業な

どでの実務経験は全くない。 
したがって、彼らの作業は「経営学者の理論を使った提案や、統計データの分析による提案」

が中心になる。そのような提案はそれなりに大きな価値がある。しかし、我々中小企業診断士

がそのような実務経験がないメンバーの中に入ったときには、我々は実務作業に集中すること

で、診断士の特徴を生かすべきである。私の場合はとにかく「工場調査」を徹底して行い、そ

の中で統計データを見ただけでは分からない「新しい事実」を発見することに集中している。 
 
その事実情報と、他のメンバーが整理した統計情報の両方を使うことで、ミクロ的視点とマ

クロ的視点がミックスした貴重なレポートが出来たと信じている。 
 
診断士のあり方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５、次に取組む課題や思い 

 
今年からはケニア共和国で産業振興のためのマスタープラン作りを行っている。０６年１０

月まで、インド洋側のモンバサ市からビクトリア湖畔のキスム市まで、現地企業６５社への工

場診断を行った（最終目標は１００社）。その診断結果を使い、机上のプランではなく、「自分

の目で見た情報」をベースしたマスタープランを作る予定である。 
また、工場診断を行うなかで、現地中小企業の経営者からは「経営についての相談相手がいな

い！」という意見が多く聞かされた。その対策として、私も一部手伝わせて頂いた「タイの診

断士制度」と同じようなものを、今度はケニアで立ち上げることを提案するつもりである。こ

れが実現できれば、私のライフワークになるだろう。 
 
ケニア共和国で工場診断を行った６５社の内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンサルティング会社内の
コンサルタント
（マクロ分析中心）

中小企業診断士
（ミクロ分析中心）

マクロとミクロが
ミックスした

レポート

私 第１通訳 第２通訳 現地従業員

英語 ロシア語 アゼル語

業種 診断企業数
自動車 5
電気電子 5
金属加工 7
プラスチック、ゴム 8
食品加工 9
医薬品 3
衣料 3

業種 診断企業数
建材 2
紙、印刷 4
化学 5
ＩＣＴ 8
農業機械 3
革製品 1
木工製品 2
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サイザル工場訪問 
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ⅴ中国における企業診断シニア海外ボランティア活動    （JICA） 
 東京支部 小林 隆 

 
私は２００３年１０月２２日から２００５年１０月２２日まで、中国の広西壮族自治区

の広西生産力促進センターで２年間ＪＩＣＡのシニア海外ボランティアとして企業診断手

法の技術移転活動を実施した。その活動経験から、１．中国における中小企業振興の状況、

２．私の中国での活動、３．次に取り組む課題や思い、というテーマで振り返ってみる。 

 

１．中国における中小企業振興の状況と日本の支援 
 

 中国は各種の社会体制の変化の中で、20 世紀末から沿海地域を中心に急速な勢いで市場

経済化の道を歩みだした。企業の 99％が中小企業と位置付けられ、中小企業を支援する法

整備が 2003 年 1 月 1 日施行の中小企業促進法を皮切りに始まりだした。 

また、中小企業の資金不足とそれを支援する金融制度や信用保証制度の整備、中小企業

経営者を支援するサービス面での強化も実施されだし、中国国務院科学技術部傘下に生産

力促進センター（日本の中小企業支援センター的機能を持つ組織）が出来だして１０年を

経ようとしており、現在では生産力促進センターの数は広大な中国全土で 1000 以上、私が

配属された広西壮族自治区では 43 箇所におよんでいる。 

 

２．広西生産力促進センターでの私の活動 
 

(1) 広西生産力促進センターの簡単な紹介  

 広西生産力促進センターは 1998 年 11 月 25 日に設立され、広西壮族自治区内の中小企業

に総合的なサービスを提供している自治区政府下部の非営利機構で、広西における中小企

業生産力レベルの向上及び経済、社会の発展を目指している。主な事業内容は、モデル企

業プロジェクト推進事業、市場調査事業、中小企業からの相談窓口、科学技術文献センタ

ー（2800 種類の蔵書、5000 種類の雑誌、300 種類の新聞の閲覧可能）、科学技術普及事業、

科学技術情報検索サービス、研修事業などを実施している。人数は広西生産力促進センタ

ー 180 名、配下に南寧生産力促進センター 30 名、桂林生産力促進センター 35 名、柳

州生産力促進センター 40 名、北海生産力促進センター 30 名ほか、全 43 箇所 680 名

の陣容である。 

(2) ２年間の活動 

 私はこの広西生産力促進センターに特聘顧問という立場で配属され、広西壮族自治区（人

口７千万人）内の中小企業振興を目的として、広西内の生産力促進センターの企業診断レ

ベルの向上を目指しての人材育成、モデル企業を通しての企業診断手法の技術移転活動を

実施した。具体的には大きく次の３つのカテゴリーの活動に集約される。 

① 人材育成のための各種講演・研修 

② モデル企業を通しての企業診断手法の技術移転 

③ それらの総括として、中国全国版月刊誌『中小企業科技』への寄稿 

各活動を簡単に紹介する。 

 

① 人材育成のための各種講演・研修 

内容としては、バランススコアカードを活用した『企業診断手法ケース研修』、『新規創

業とビジネスプラン』、『企業経営管理論』、『バランススコアカードを活用した経営戦略策

定』、『ＩＴ動向と経営に役立つＩＴ事例』などを、生産力促進センターの職員、企業経営

者、大学の教授・学生などへ広く啓蒙活動をするとともに、『企業診断手法ケース研修』や

『バランススコアカードを活用した経営戦略策定』では次の企業診断活動に繋げた。 
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桂林工学院での『企業経営管理論』講演  柳州にて『企業診断手法ケース研修』 

 

② モデル企業を通しての企業診断手法の技術移転 

まずは、広西壮族自治区内の各都市の中小企業に対して一日ほどの巡回診断（簡易診断）

を実施した。IT ソフト開発販売企業、蚊取り線香等製造販売企業、消毒剤・消毒設備・浄

水消毒装置等製造販売企業、機械設備用潤滑油製造販売企業、生物農薬製造販売企業、生

糸製造販売企業、工芸美術製品製造販売企業などである。その中から、あるいは別途要求

のあった蚊取り線香等製造販売企業、ＩＴ企業、タルク採掘販売企業の３企業に対して、

モデル企業プロジェクトとして、１プロジェクト５ヶ月ほどの期間をかけて、本格的な企

業診断を実施し経営戦略策定のお手伝いをした。 

これらのプロジェクトでは、プロジェクト体制の確立、マスタースケジュール決定、企

業診断重点の仮説、現状事業ドメインの確認、市場調査、競合分析、決算書分析、データ

収集・分析、経営者・管理者とのインタビュー、ＳＷＯＴ分析、経営課題の整理に２ヶ月

の期間をかけ、戦略策定として新事業ドメインの再定義、ＣＳＦ（成功要因テーマ）の明

確化、主要マネジメント要件の定義、戦略マップの作成、モニタリング評価指標と目標値

の設定にも同様に２ヶ月の期間をかけ、最後の１ヶ月はそれらのドキュメンテーションと

その内容の関連者へのプレゼンテーションというプロセスを実施した。 

勿論このプロジェクトには、これら企業の経営幹部のみならず、夫々の生産力促進セン

ターのメンバーも加わり、これらプロジェクトで使用したバランススコアカードなどの手

法の技術移転にも役立てた。 

 
    モデル企業プロジェクトとして『経営戦略策定』プロジェクトの報告会 

 

③ 総括として、中国全国版月刊誌『中小企業科技』への寄稿 

それらの総括として、中国全国版月刊誌『中小企業科技』への寄稿も依頼され、『創業と

ビジネスプラン』（2004 年 6 月号）、『企業経営診断手法のご紹介』（2004 年 11 月号）、『バ

ランススコアカードのご紹介』（2005 年 9 月号）にも私の執筆した内容が記載されている。 
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 活動期間を通して感じたことであるが、沿海地域での市場経済化は凄まじい勢いで進ん

でいるが、中国そのものは非常に大きく内陸部ではまだまだ人材育成の必要がある段階で

ある。 

例えば法整備においても、日本の中小企業基本法が施行されたのが 1963 年に対して、中

国ではそれに類する中小企業促進法が施行されたのが 2003 年である。それに関連する各種

法体系の整備はまだまだこれからというところで、全体的にみると、日本と中国の法整備

の環境は 40 年くらいの開きがあると思われる。そして、沿海部の素晴らしい経済成長と内

陸部での貧困との経済格差の拡大、情報統制をしながらの難しい政治の舵取りをしている

のが、現在の中国のような気がする。しかし、2 年間一緒に活動を共にした仲間は本当に

愛すべき人々ばかりであった。また、広西壮族自治区政府からも私の２年間の活動に対し

て、外国人専門家栄誉賞なる記念すべき賞もいただき、また中国の人々への恩返しをして

あげたいとも感じている。 

 

３．次に取り組む課題や思い 
 

 中国から帰国後、2007 年前半はチュニジアで政府配下のインキュベータ入居者の起業家

にビジネスプラン作成指導、2007 年後半はモンゴル日本センターでビジネスコース運営と

途上国での活動が続いている。日本の経済成長とそれとともに日本での企業活動に携わっ

て経験したことが、これほどまでに途上国の人々に役立てることができるとは思っていな

かった。これからも、途上国の社会の仕組み造りに私の経験してきたことが役立てていた

だけるのなら、喜んでお手伝いしていきたいと思っている。 
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ⅵミャンマー連邦における経営コンサルティング事業（民間コンサル） 

神奈川県支部 都築 治 

 
１.海外における業務内容 
 

(1)NPO ザ・コンサルタンツ ミャンマー（ＴＣＭ）の業務内容 

  特定非営利活動法人のＴＣＭは、現在次のような活動を行っている。 

①人材の交流と育成 人材育成等の国際協力の促進を図る活動 

国内外における人材の指導と育成、ＩＴや市場経済など国際化についての支援活動。 

②産業の振興と地域開発 環境保全に配慮しつつ、産業の振興と地域開発の推進を図る

活動 

 住民の生活改善に資するモノ作りとマーケティング活動の支援、エコツーリズム 

観光地の整備と観光産業の育成。 

③経営・技術指導 

 市場経済適応のための技術力等向上支援、マネジメント原理や会計理論・各種資 

 格検定等の学習支援。 

 

(2)具体的な活動状況 

 ①観光資源調査 

  海外からの観光客を受け入れることは、外貨を流出させることなく外貨を獲得する最 

良の方法の一つである。また、観光客が増大することにより、各種インフラの整備が進 

むことになる。この考えの下に、我々はミャンマーの各地を踏査し観光の可能性を探っ 

た。以下は実際に踏査し、宿泊したことのある都市または町である。ヤンゴン、ピィ、 

バガン、マンダレー、モンユア、シュエボー、ミッチーナ、バモー、ムセ、ラショ、ピ 

ンウールーウィン、メイッティーラ、カロー、カウンダイン、ニャウンシュエ、チャイ 

ット、バゴー、ﾝガバリ、チャウンタ、その他シットウェ、ミェイ 

 ②地場産業の経営支援 

  U Kyaw Aye & Daw Than Sein の家内縫製工場、シャン州ニャウンシュエ郡インチャン 

村。デザイン指導、品質管理、マーケティング指導等を平成 15 年以来、数次に亘って行 

う。バガン Royal Golden Tortoise Lacquerware のマーケティング指導、平成 18 年９月。 

 ③ＩＴ企業調査 

  ミャンマーにおける有力ＩＴ関連企業 15 社の実態調査を行う。平成 15 年 11 月～12 

月。インターネットの普及状況、パソコン等の活用状況、企業規模、社歴、具体的な事 

業内容、今後の事業展開等を経営者にヒアリング調査する。 

 ④パソコン研修 

  平成 15 年 12 月ＫＭＤ研修室、平成 17 年３月ＴＩＣＣ研修室 初級クラス・中級クラ 

ス 講師長屋勝博、鎌田昭男、土井司、犬伏雄一 

 ⑤経済視察団の派遣 

  平成８年以来中小企業診断士、中小企業の経営者を中心に 10 数回経済使節団をミャン 

マーに派遣し、交流を深めている。平成 12 年３月の折りには、ミャンマー連邦情報委員 

会が我々の視察団をタイ国の農業大臣の訪緬と同格の扱いで、インターネットで海外に 

報道した。また、ＣＬＭＴＶ（カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ヴェトナム） 

2004 年 12 月開催の第１回の見本市には、ＶＩＰ扱いでミャンマー連邦商工会議所連盟 

が招待してくれた。この時の見本市には、日本の政府関係者は誰も出席していない。 

 

２.活動にあたって工夫、留意したこと 
 

 現在、ミャンマー連邦は同国国内に人権的な問題があるとして、アメリカを中心とする

欧米諸国の一部により経済制裁を受けている。日本政府もアメリカ等の意向に同調し、医
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療活動、麻薬対策、井戸掘りなど人道に関する分野を除き、経済支援を原則的に中断して

いる。このために、ミャンマーは活路を隣接する中国、インドに求め、両国とは現在良好

な関係にある。 

 また、ミャンマーは世界の最貧国のひとつに数えられるほどに、国家の外貨準備高が極

端に少ない。2005 年度の準備高は７億７千米ドルで、年間必要準備高の１ヵ月分程度に過

ぎないといわれている。国民の平均月収は、地域により差があるが２千円ないし６千円程

度で、ヤンゴン市内の１家族の生計費は、我々がヒアリングした範囲では現在１万５千円

位とのことである。 

 しかし、摩訶不思議なのは、日本製の中古車の値段が２百万円から３百万円で取引され

ており（20 万円ではない）、ヤンゴン市内では渋滞がしばしば見られるほどであることで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車と人であふれるヤンゴンの繁華街      パソコン研修の様子  

マハバンドーラ通り             平成 17 年 3 月 

 

いずれにせよ、ミャンマーと日本との経済格差は歴然としており、我々がミャンマー側

から報酬を得て活動することは正鵠を射った事柄ではない。それ故、日本政府からの活動

資金を期待することになるが、日本国は経済支援を中断しており現状ではそれは期待でき

ない。したがって、我々が活動をすることは手弁当な仕事になる。ミャンマーの将来性を

信じ、同国の国民性が好きではなくては行動できない。ちなみにミャンマーの面積は日本

の 1.8 倍、人口は 5,600 万人、天然ガスや宝石を始めとする豊富な地下資源、余力十分な

農水産・林業資源がある。 

 

３.業務遂行上、中小企業診断士として意識したこと 
 

 ミャンマーでは、ミャンマー連邦商工会議所連盟(ＵＭＦＣＣＩ)が唯一の全国的な経済

団体であり、ヤンゴン、マンダレー等の主要都市、モン州、タニンダーリ管区など各地に

地域商工会議所がある。ミャンマー連邦商工会議所連盟は、日本商工会議所と「ミャンマ

ー・日本商工会議所ビジネス協議会」（代表 U Win Myint, 日本側代表室伏 稔氏）を設け

ており、相互に訪問し研究大会を開催している。過去ミャンマーで３回、日本で３回大会

を開催し、２回目の日本側開催では、我々のグループは(社)神奈川県経営診断協会（通称

経診）と共催し、横浜市内での工場視察、交流会を設けた。さらに６回目の大会では、経

診と共に診断協会神奈川県支部の協力を得て、同じく横浜市で工場視察と交流会を開催し

た。同じ時に、別に東京支部国際部は平塚市で工場視察などを行っている。また、平成 15

年には研修ミッション（団長安田平八氏）を派遣している。 

 １回目のヤンゴンの大会では、私が最初に質問に立つことになり、中小企業診断士をア

ピールした。さらに３回目の大会では、当時のジェトロバンコクセンター所長大辻義弘氏

が発表され、内容の大半は日本の中小企業診断制度についてであった。司会者から私に質
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問の指名があり、中小企業診断士であることを告げると、大辻氏はびっくりされ喜んでく

れた。意識する、しないにかかわらず、ミャンマーに関する事業では診断士の立場で行動

している。しかし、ミャンマーの地方で工房内に入り経営指導の話をしようとすると、同

国では経営コンサルタントの職業の存在を知る人はほとんどいないため、商品を仕入れに

きた業者がいろいろ注文を付けていると勘違いされる場合が多い。 

 

４ ミャンマーにおけるコンサル業務の留意点 
 

(1)アメリカによる経済制裁の影響 

 ミャンマーを始め発展途上国では、経済格差の問題もあり、日本人コンサルタントに見 

合う報酬を払うことは不可能に近い。したがって中小企業診断士の多くは、ジャイカやジ 

ェトロなどの日本政府の関連機関から派遣されて活動している。日本政府は、ミャンマー 

に対する経済支援を現在凍結しており民間企業に頼るしかないが、日本の有力企業はアメ 

リカを主要マーケットにしているところが多く、ミャンマーに経済制裁を課する同国から 

の反発を考慮して活動することになる。それ故、現状では資金援助（コンサルタントフィ 

ー）を日本企業から期待することはきわめて難しい。 

 

(2)身分格差と女性の地位の高さ 

ミャンマーではイギリス支配時代の影響を受けて、経営者と従業員の間の身分格差は歴 

然としている。経営者が現場に入ることはほとんどない。率先垂範という考え方は、同国

にはないといっても過言ではない。さらに、他人の職分に分け入ることもない。というこ

とは、決められた仕事以外は従業員はほとんどしない。また同一業務では男女間の賃金格

差はない。以前、仲間の診断士が男女の賃金格差について経営者に質問したことがあった

が、経営者は何のことか直ぐには分からず、きょとんとされていた。ミャンマーでは女性

の地位がきわめて高い。ちなみにミャンマーでは姓がなく、名前があるのみである。反政

府活動で知られるアウンサンスーチー女史の場合、アウンサンを苗字、スーチーを名前と

日本人の多くは勘違いしている。アウンサンスーチーでは長すぎるので、日本では単にス

ーチーさんと呼ぶことが多い。スーチーさんはミャンマー独立、建国の英雄といわれたア

ウンサン将軍の娘である。 

ミャンマーでは普通名前の前にウー、ドーなどを付けるが、ムッシュー、マダムなどと 

同様な意味の敬称である。私はミャンマーでは、同国人のように U Aung Moe (ウー・アウ

ンモー)と呼ばれている。男性にはコー、マウン、ウー、女性にはマ、ドーの呼称がある。

それぞれ年の若い順の呼び名で、日本語のちゃん、君、さんと同じように考えてもよい。 

(3)インフラ整備の遅れと品質管理 

ミャンマーで経営指導する場合、電力事情の悪さ、輸送手段の整備の遅れを頭に入れて 

から取り掛からなくてはならない。中国がしきりにミャンマーに経済援助を行い、10 年前

と比べると格段に整備が進んだが、いまだに不十分である。ミャンマー人の人によくいわ

れるようになった。「中国がよくしてくれるので、もはや日本には期待していませんよ。」 

電力事情の悪さにより、品質の安定した製品はなかなかできないし、輸送手段の貧弱さ 

により、生鮮品などの鮮度管理は十分に行うことが難しい。また南国特有のおおらかさ故

に、日本人のような品質という概念は、ミャンマー人にはほとんどないと考えてもよい。 

 

５ ミャンマーにおける中小企業の現状及び特質 
 

 ミャンマーでは、日本で見られるような巨大企業は存在しない。けれども市場経済化の

恩恵を受け、いくつかの企業グループが形成されている。日本の主要地方都市で見られる、

中堅企業の企業集団のような存在である。ミャンマー産業の現状は、昭和 30 年代初頭の日

本企業の様相に近い。ようやく近代化の軌道に乗ったばかりである。軌道には乗ったもの

の、動力不足で加速できないでいる。アメリカの経済制裁による外貨不足の影響である。

外貨不足より、中小製造業が外国から資材を購買しようとする場合、政府の政策を優先す
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る余り資材を手当てできないこともありうる。ミャンマーでは国内で入手できる材料を使

った製造業の方が、生産する場合の安定性が高い。ミャンマーの現状は、近代的な設備を

備えた企業は非常に少なく、１次産業や縫製業、木工業のような労働集約的な産業、原材

料加工型の企業が中心である。 

 

６ 次に取り込む課題等 
 

 ミャンマー経済の将来性は大きいものがあるが、現況ではコンサルタントや中小企業診

断士が活躍できる場はきわめて小さい。ミャンマーに進出しようとする企業は少なく、コ

ンサル依頼はほとんどない。また、日本政府やその関連機関のミャンマーに対する経済的

支援は、優先度の低いものとなっている。現在ミャンマーに常住する日本人は約 600 人で、

ヤンゴン（ミンガラドン）空港に降り立つ日本人は年間で約２万人に過ぎない。隣国タイ

の 60 分の１である。したがって、中小企業診断士としてできることはミャンマーに対す

る認知度を高め、ビジネス機会の拡大を図ることである。そのために我々のグループでは

経済使節団の派遣、交流会の開催等を行って来た。今後の課題としては、ミャンマーから

の研修生を日本企業に紹介し、習得した技術を同国に持ち帰ってもらって、ミャンマー企

業の技術の向上を図ることである。 
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ⅶタイ国中小企業診断士育成事業            （JODC） 
東京支部 林隆男 

 
１.事業の概要 

 
タイ国における 1997 年の経済危機の影響は深刻であり、企業活動特に製造業に大きな

影響を与えていた。そこで失業問題の解消と、特にタイ国の主要部門である製造業の振興

のために工業省は診断 Project を 1997 年に立ち上げた。 
診断 Project は TPA(Technology Promotion Association(Thailand and Japan))と SME

産業金融局の協力の下に設立され、1997 年 7～12 月に企業診断入門コースを 200 人実施

した。また中級コースを 100 人実施し、この中の 28 人が OJT のフルコースを受けた。私

が参画した「診断士育成事業コース」は診断 Project 第 3 期に当り、100 人が受講した。

診断 Project は日本の支援の下で立ち上げられ、多数の中小企業診断士が参画している。 
 

２. 私の本事業における役割 

 
診断士育成事業コースのカリキュラムは、レクチャ、TOD(Training On the Desk)及び

TOS(Training On the Site)から構成されているが、私が指導講師を務めたのは TOS であ

り、2002 年に 2 回、2003 年に 1 回訪タイしている。3 回の指導の概要は以下であるが、

思い出深い 2002 年の総合診断実習について調査・研究報告を行い、中小企業支援と診断

士の役割について提言したい。 
・2002 年 5 月(OJT3) 工程管理・原価管理実習 ネームプレート製造業 
・2002 年 8 月(OJT4) 総合診断実習 ビジネスフォーム印刷 
・2003 年 5 月(OJT3) 工程管理・原価管理 スポーツ用ボール製造業 

 

 

 

 

 

 

グループでの作業風景 
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３. タイ国における中小企業診断士育成 
 
(1)企業概要 
【業種】ビジネスフォーム印刷業 
【創業・設立】1982 年 
【資本金】200 万パーツ 
【売上高】30,000 万パーツ 
【従業員】250 人 
(2)指導概要 
日本の中小企業大学校同様、複数の研修生に対して一名の指導員が付く体制で指導を行

った。昨年度のコースを終了し成績優秀な者を診断士補(TA)と称し指導能力の向上を目指

すことから、研修生 6 名、TA２名の大人数の体制である。 
総合診断実習は全 13 日の日程であるが、事前準備 1 日、工場調査・ヒアリング 5 日、

データ分析・報告書作成 5 日、報告会 1 日、インハウスプレゼンテーション 1 日の構成で

ある。以下に指導中に感じたことや特徴的な指導内容を記す。 
・個人主義 
 研修生には協調性のなさや Going My Way 的な性向が強く感じられた。にこやかに話し

合って作業を進めているようであるが、本質的な部分では同意出来ず、一匹狼が集団を作

っているような関係である。日本人の協調性や集団主義とは相容れない彼らの個人主義は

一つの特徴であり、指導場面でも我流の世界で突っ走る者が全体の足を引っ張ることが散

見された。 
・資本家による企業支配 

診断企業は典型的な同族企業である。母親が会長、長男が MD、長女が経理・会計担当

のディレクタ、妹が購買担当マネジャー、工場長は親戚筋の男性、また売上の 60%を担う 
エージェント（大手企業に商権を有する総合販売会社）の多くは親戚筋で固めている。タ 
 

重量物のコイル紙を女性が手作業で搬入（サンダル

履きでの作業で非常に危険）
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イ国中小企業では資本家が投資対象の 1 つとして、企業経営を手がけるケースが多く、企

業経営者としての能力は概して高くなく、階層社会による活力低下とともに、中小企業発

展の障害となっていると思われる。企業経営者の能力開発育成は大きな課題である。 
・知識偏重・実践軽視 
 内部検討会やインハウスプレゼンテーションでは、収集した企業の実態情報を全く無視

し延々と持論を述べる者がよくいる。報告書の作成が遅い理由は、内容がなく美辞麗句で

飾り立てられたボリュームが多い報告書が良いと勘違いによるとのことである。日本でも

高学歴や難解な理論を無批判に受け入れる傾向にあるが、日本企業、特に製造業の強みは

現場改善力にあり、実践重視に改めていかないと、企業経営との溝は埋まらず、中小企業

診断士の価値はなくなる。 
 
・ISO は金で買う 
 当社は ISO 取得済の企業であり一通りの資料は出てくる。しかし管理のための資料や取

得を目的とした資料であることが多く、作成後のメンテナンスを怠っている。研修生はこ

うした資料を鵜呑みにしているが、現場やヒアリングで確かめ現実を反映した資料を作成

する必要性を指導した。日本でも ISO 指導後のサーベランスが通らないことから、ISO を

返上する企業があると聞くが、真に経営向上に役立つ ISO 取得を行うべきである。 
・戦略診断と現場改善診断 
タイ国でも座学で SWOT 分析を行うことから企業診断でも、SWOT 分析を行い、CSF

（主要成功要因）→アクションプランの一貫した改善ストーリーに重点を置き指導した。

前回 5 月の指導では、SWOT 分析を飾り物程度にしか認識していない TA がいたが、タイ

国中小企業は中国の成長により低賃金だけでは海外中小企業に勝てなくなりつつあり、タ

イ国中小企業診断士も戦略的視点を持ち指導に当たることが求められている。 
・タイ人女性は良く働く 
 研修生、TA、通訳を含めると 9 名のうち 5 名が女性である。タイの女性は良く働くとい 
われるが、当診断班においてもそれが実感される。主体性、行動力、リーダーシップいず

れにおいても男性陣を凌いでいる。 
・多数の質問や意見が出る。報告会は大成功 
プレゼン内容に一部改善すべき部分はあったが、報告会は成功した。多数の質問や意見が

出るのは、報告内容と企業の実態にズレがなく、具体的で目線があった報告であるからで

ある。現状把握を怠ると中小企業経営者が敬遠する抽象度の高い報告書になりがちである

が、戦略から現場のオペレーションまで一貫した改善提案を行わなければならない。 

 
 
コイル紙が通路に置かれている。（これが常態化しており、通路が使えない） 



 56

2.診断士として海外活動に私はこう取組む 
 
ⅰモンゴル他日本センター・ビジネスコースでの活動    (JICA) 
                     東京支部 河越 丈雄 

 
1. 中小企業診断士に国際的活躍は可能か  
 

直近の活動は本年 3 月まで６ヶ月間の「モンゴル日本人材センター（MJC）ビジネスコ

ースの運営管理」であるが、その前、2003 年 3 月から、2004 年 3 月まで１年間、ベトナ

ム日本センター（VJCC）にてビジネスコース企画、運営を担当した。モンゴル、ベトナ

ム双方で実感したことは、滞在が長期になるとそれなりに疲れが溜まるので、肉体・精神

面の体調管理が絶対条件ということである。 
本報告書の表題「新たなるアジアとの連携―中小企業支援と診断士の役割」を見て、事

情をご存じない方は、中小企業診断士はアジア等海外で企業支援をする役割を監督官庁か

ら与えられていると錯覚するかも知れない。実態は、中小企業診断士制度は、本来国内の

中小企業支援を目的に設けられており、その資格取得の試験科目や講義の中で、海外での

中小企業支援を念頭においた教育はなされていない。にも拘らず、中小企業診断士が海外

中小企業を指導する場面が、ODA を中心に少しずつ増加してきている。 
 
２．活動増加の理由 
 
(1 )  ODA 供与対象物がハードから、ソフトへと移行する中、日本国が提供可能なソフト

案件で受益国の産業振興ニーズに的確に応えられる項目として中小企業振興が注目され取

上げられた。 
(2)  日本人が中小企業振興を目的に指導する際、大学教授等教育専門家の中で中小企業経

営指導を行える層は極めて限られている。一方、中小企業診断士の中には診断技法につい

て海外で指導する理論、実践能力を備えたものが、少数ながら存在した。 
(3)  海外での指導は、一定期間日本を離れ任国に滞在して指導する必要があり、そのよう

な時間的余裕のある講師には、雇用関係がなく時間制約の少ないコンサルタント等、自由

業が適している。 
(4)  海外へ拠点を移す中小企業も増加している中、診断士としての海外での役割も増加し

つつある。かかる状況下、一部中小企業診断士がアジア諸国の ODA 関係等で活動し始め

たが、先述のように診断士は海外活動前提に育成されていないので、海外での活動には次

のような問題を抱えている。 
ア.診断士が教える科目の内容が現地で行なわれている経営管理の原則や経営実態とか

け離れている場合がある。―――例えば、財務管理は国際会計基準採用国が多く、診

断士が学んだ日本式会計基準は不適。労務管理では、終身雇用制、年功序列、企業内

組合が当てはまる国は少なく、日本をベースにした労務管理論を指導しても意味がな

い。 
イ.教える際の使用言語はどの国、どの ODA 組織でも原則英語とされているが、英語で

講義が行える診断士は少ない。 
ウ.日本式生産管理には、QCC 等、現場からのボトムアップ的改善活動 が多いがトップ

ダウンが原則の外国では指導しても定着が難しい。 
 
上記アの問題に対しては 4(1)で更にふれる。 
イの問題は、 

①タイ、ベトナム、モンゴルのように日本語のできる現地語通訳が存在する国におい

ては問題が少ない。 
②日本語－現地語通訳が存在しない中央アジア等の国においては、講師に英語力が求
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められ、現地語への通訳により受講者へ伝わる。 
③マレーシア、フィリッピンのような英語通用国は、現地語に通訳することが適切か

という問題がある。マレー語、タガログ語は本来日常会話用言語であり、ビジネス

関係用語をこれら現地語に翻訳すること自体に無理がある。英語で話せば、円滑に

会話できる。 
モンゴル語の語彙にも限界があるらしく、講義途中で通訳に全幅の信頼を置けな

いことが分かり苦労した。英語は海外で講師になる場合かなり重要で、英検、TOEFL
等の資格取得が望ましい。 

上記の問題にも関わらず、英語が苦手な診断士でも上記①の国から始まり、徐々に国際業

務に進出し始めているのは、昨今、需要が供給を上回っているからである。 
 
３．診断士等への需要を分類すると、大きく以下の 5 種類に分かれる 
 

a. JICA が市場経済化支援のため各国に置いている「日本人材センター」（以下 JC
と略）のビジネスコース―――ベトナム、ラオス、カンボディア、モンゴル、

カザフスタン、キルギスタン、ウズベキスタン、ウクライナ 
b. 経済発展中進国に対して行なう中小企業診断士育成プログラム―――タイ、イ

ンドネシア、マレーシア、フィリッピンが対象（経済産業省の主導で JICA の

仕組みと資金で行なわれている。筆者はこの内、タイを経験し、現在マレーシ

アに関与している） 
c. JICA 以外の日本 ODA 関係組織、中小企業支援組織が行なう海外中小企業支援

活動―――J-BIC（旧輸銀＋OECF）,JETRO,JODC,AOTS（経済産業省）,OVTA
（労働省）等 

d. 日本以外の ODA 関係組織による支援―――EBRD（欧州復興開発銀行：日本が

ドナーの場合日本人コンサル）等 
e. ODA 以外の民間組織の海外活動への参加 

 
この内、a と b とが業務量として圧倒的に大きい。 

JICA の場合、最近ほとんどの業務が公示による公開入札制をとっているので、透明性が

高く、且つ挑戦しやくなった。公示へ応じるには、個人登録もあるが、当初は JICA 登録

企業を経由応札する形態がよいであろう。どのような企業があるかは個別に筆者或いは 
診断協会国際部に聞いていただけばよい。なお、最近各 JC 毎にビジネスコースを登録企

業に一括委託する形態が多くなってきた。JICA の全ての案件が 5 年を単位としているの

で、設立後 5 年経過した JC は、丁度今年辺りから、次の 5 年の第 2 フェーズに入るとこ

ろが多く、これを機に入札による企業一括委託形式に移行しつつある。 
この形式では、現状のコース開催の都度個人募集の公示が出る形ではなく、一括契約の

際に担当専門家を確定してしまう。JICAはこの参加専門家メンバーの専門性を評価して、

委託先企業を選定する。ここで、その組織のコース参加メンバーになっておかないと、以

後 5 年間近く、その日本センターへは原則足を踏み入れることができないことになる。こ

の事情は上記 b の診断士育成プログラムの場合もほぼ同様である。 
 

４．JC、診断士育成における指導業務の内容と改善について 
 
(1)講義 
コース受講の最終目的は人材育成を通じた企業競争力の向上である。競争力には、「オペ

レーションの効率による競争力」と「経営能力による競争力」があることは定説である。 
JC として最初の VJCC では経営能力による競争力を狙って、経営戦略、マーケティング、

財務管理、HRM を主体に教えていた。しかし、ベトナム特にハノイでは他の先進国 ODA
による MBA コースもあるので、JC で同じことを行なうのには抵抗を感じ、「オペレーシ

ョンの効率化による競争力」を志向する方向へ舵を切った。これには、日本人講師の供給
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ソースを何処に求めるかを考えた場合上記 2(2), (3) から、診断士が最適と判断したことに

もよる。（注３）この結果、「日本の顔の見える援助」という JICA の基本方針の一つに 
も応えることができている。 

MJC では、日本中小企業診断士採用時の科目が講義され、周囲に競合する組織がないの

で受け入れられてきた。このような環境では「経営能力による競争力」のための教育は無

視できない。ただし、JC で行なう以上、欧米の受売りでは芸がなく、先述 2・アのように、

日本式の直輸出でも現地に合わない。日本企業においてもこれ等分野の経営活動は当然行

なっており、学問とは異なり、国際企業競争ではこの分野が劣位ではないので、日本で改

良され、且つ国際的に受入れられるものであれば、JC の教壇に持込む意味はある。この面

は現在講師個人の力量に任されているが、組織的対応が必要ではないか。 
(2)Case Study 
教育手段として MBA コースで Case Study は一般的だが、JC では教育手段は公募によ

る講師の裁量に任され、定着していない。すぐ使える Case は日本のものしかないが受講

者は当該国の例を希望する。JC も第 2 フェーズに入った段階で当該国 Case の開発を受託

コンサルタント企業に義務付け、作成に当って各地 JC ビジネスーコースの卒業生に協力

を依頼するのが良いであろう。(Case 開発はある程度費用がかかる)モンゴルでは、ここに

第 2 期生創設のカイゼン協会の活用が考えられる。 
(3)）診断コーナー 

MJC で実践したが、コースへの参加者を対象に始めるのが効果的。講義講師を活用し、

実施中コース参加者の空き時間利用が望ましい。ここで発掘された問題点を次の診断（４）

へ繋げる。 
(4)企業診断実施 
対価水準に拘わらず、企業がコンサルティングを受ける成熟度に達していることが条件

である。現地進出の日系企業などは、このサービスを受けるメリットを感じているが、モ

ンゴル等の企業はその意味を理解するレベルに達していない。地域差の出る問題である。 
(5)診断士育成の 3-b 等では現場での指導があり有効である。 
(6)指導の評価 
評価指標としては、①受益者数と②受益者満足度（アンケート）が採用されている。傾

向として、上記(3),(4)は受益者満足度が高いが受益者数が少なく、一方、(1),(2)は受益者満

足度は普通で、受益者数は多くなる。 
 
 
 
                            以上 
 
 
 
 
（注１）①最近ハード案件では中国までがドナーとして、モンゴル、アフリカ 
     等に参入。 

②モンゴルで診断受診を希望する企業に訪問した際、既に独 GTZ 
から ISO9000 の指導を受けていた。 

（注２）今年 2 月に、インドのコンサルタントがモンゴルで Balance Score  
Card の講義を行ない、同時に BSC ソフトの販売を行なった。   

（注３）当時（2003 年まで）は長期専門家が講師を選定した。 
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ⅱⅡインドネシア国の中小企業診断士養成コース支援    (JICA) 

東京支部 出穂靖弘 

 
インドネシア工業省＊中小企業総局と国際協力機構（JICA）が共催した第 1回中小企業診

断士養成コースが 2006 年 4 月 24 日から 10 月 13 日までの約半年間開催された。これはイ

ンドネシア政府が JICA の指導の基に診断士制度を導入し、国家資格を創設したことに伴う

ものであり、中小企業診断士を国の制度として認定するのは、日本に次いで世界で２番目

である。 
＊ （注）地元邦字新聞は産業省と呼称している 

なお、中小企業診断士制度は、2005 年 6 月にユドヨノ大統領と小泉首相によって共同宣

言された「戦略的投資行動計画（SIAP）」に盛り込まれている重要案件でもある。 

この診断士制度導入のプロジェクトは、2000 年に日本政府のインドネシア政府に対する

政策支援の一環として、JICA が提出した「中小企業振興にかかる政策提言」（浦田レポー

ト）に端を発する。私は、引き続き 2003、4 年に行われた「インドネシア共和国中小企業

人材育成開発調査」に参加して政策的提言とモデル研修を実施し、その中で中小企業マネ

ジメントコンサルタント資格制度の制定を提言した。そして、具体的な診断士制度導入に

ついての提案と指導は、2003 年から JICA の長期専門家として中小企業総局に派遣された

伊藤直樹氏によって行われた。尚、診断士養成に対する JICA の支援は、2008 年の第 3 回

まで行われるとのことである。 

 

１．診断士育成プロジェクトへの参加 
 

日本から派遣された中小企業養成コースの座学講師および実習指導員のほとんどが公募

で選ばれた人たちであったが、筆者は指名によって参加した。それは、上記の「インドネ

シア中小企業人材育成開発調査」におけるモデル研修講師やタイの中小企業診断士養成コ

ースにおける実習指導員を担当した際の教材や経験を活かして下記の業務を行う、という

ことであった。 

（１）診断士制度および診断士コースの創設・開講に向けた準備（講師選定、テキスト作

成、実習企業選定、実習・演習教材の作成など） 

（２）中小企業総局および傘下の研修機関などが必要とする研修プログラムおよび必要な

教科基準およびカリキュラムの策定支援 

（３）研修講義、実習指導の実施 

（４）中小企業人材育成委員会および人材育成クリニックなどからの研修指導に関する質

問、相談への対応 

以上の業務を遂行するため、2006 年 1 月 4 日から 10 月 15 日までインドネシアに 4回渡

航し、通算 204 日間滞在した。 

 

２．診断士養成コースの受講生 
 

インドネシア全国の州政府機関と県/市政府から職員 283 人が応募し、2006 年 3 月の一

次試験（書類選考）、4月の二次試験（筆記および面接試験）を経て合格した 100 人が受講

生として参加した。その構成は、男性 72 人、女性 28 人で、学歴は大学卒 95 人、大学院卒

5 人で、経済学、経営学などの文系 30 人以外は工学、化学などの理系であり、年齢的には

最年少 23 歳、最高齢 53 歳で、平均年齢は 35 歳であった。 

 

３．養成コースの会場 
 

養成コースの開講式は、4 月 24 日工業省の講堂で開催され、100 人の受講生の他にイン

ドネシア政府から工業省事務次官、中小企業総局長などや日本側から日本大使館、JICA イ
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ンドネシア事務所、中小企業基盤整備機構（本部）などの関係者が出席した。 

養成コースは 5 月中旬まではジャカルタ市内の政府の研修施設で行われたが、それ以後

はジャカルタ郊外の PUNCAK 高原にある民間の研修施設に移動して開催された。この施設は

‘インドネシアの軽井沢’と呼ばれている涼しくて空気のさわやかな保養地にあり、広い

緑に囲まれた敷地の中にあるコテージに宿泊して研修生たちと起居を共にした。 

 

インドネシア国民の 9 割はイスラム教徒（ムスリム）といわれているように、受講生の

ほとんどがムスリムである。彼らはイスラム教の義務的行為である１日５回の礼拝や 1 年

のうちの決められた時期に約 1 ヶ月間断食を忠実に実行している半面、自由時間にはのび

のびと生活をエンジョイしている。毎日のように施設内でテニスやサッカー、カラオケや

ダンスを楽しんでいる。筆者もカラオケやダンスに参加して多くの受講生たちと交流を深

めることができた。 

修了式はインドネシア工業省大臣も参加して 10 月 13 日工業省の講堂で開催された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
右の写真は修了式に出席の（左から）筆者、サクリ・ウィディアント中小企業総局長、 

ファフミ・イドリス工業大臣、加藤圭一 JICA インドネシア所長 

 

４．養成コースのカリキュラム 
 

養成コースは、89 日間の講義と 50 日間の診断実習で編成され、1日 6 時間、毎週月曜日

から土曜日まで行われた。 

講義の内訳は、 

中小企業政策などに関する基礎知識（5 日間）、経営基本管理（8 日）、財務管理（9 日）、

生産管理（35 日）、販売管理（9日）、労務管理（9 日）、事務管理（5日）、経営革新計画（8

日） 

で、製造業に重点をおいた診断士を育成することを目的としている。生産管理は、大別

すると作業管理、工程管理、品質管理、原価管理、工業知識、資材・購買管理で構成され

る。これらの科目のうち、財務管理、生産管理（品質管理など 4 科目）、販売管理、労務管

理それぞれの講義の最終日に択一問題 15 問による試験が行われた。  

診断実習は、中小企業の生産現場で 5回各回約 10 日間行い、4回目までは生産管理が中

心で、5 回目は総合診断実習が行われた。1 回の実習約 10 日間のうち、全員で企業を訪問

するのは 2 日間で、他にさらに調査が必要な一部の者が１日訪問した。最終日には企業に

対する診断結果の報告会が実施された。日本から講義の講師として７人（他にインドネシ

ア駐在長期専門家 1 人）、診断実習の指導員として 5人が担当し、私は生産管理の約半分と

経営基本管理の講師および診断実習計 4回の指導員を担当した。 

講義の前に毎日約 30 分間、受講生から要望があって日本語のレッスンを行った。養成コ

ースの後半には、受講生たちは我々講師と日本語による挨拶や簡単な会話を交わすように
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なった。講義は、インドネシア語に翻訳されたテキストやパワーポイントを使い、通訳が

介在して行われた。 

 

５．診断実習 
 

計 5 回の診断実習の 1 回から 4 回までは、日本人指導員が 3 人であったため、100 人の

受講生は 1 グループ 33 人または 34 人の 3 つのグループに分けられ、3 つの企業で実習を

した。このような多数の人数を受入れることができるのは、経営者などからのヒアリング

の場所や調査・分析を行う製造現場の規模から従業員が少なくとも 100 人以上の企業が必

要であった。 

最後の 5 回目の実習では、日本人指導員 4 人が担当したので、1グループ 25 人で 4グル

ープの編成となったが、サクリ中小企業総局長の発案で各グループはそれぞれ 5 企業、合

計 20 企業を 1企業 5人ずつが診断実習を行うことになった。それは、4回までの実習では

同じテーマについて数人の受講生が担当し、その代表者が診断報告を作成していたので、

診断能力習得が全員に行き渡らず、また各個人の診断能力を評価することができないのは

問題であり、それを改善しようということであった。実習を行う企業として、特定地域の

4 つの業種（食品製造業、金属加工、靴製造業、かばん製造業）から、それぞれ 5 企業、

合計 20 企業が選ばれた。 

 

６．中小企業コンサルタントの資格の内容と登録 
 

2006 年 6 月に発令されたインドネシア共和国工業大臣令に、中小企業診断士の資格に関

連して次のようことが述べられている。中小企業コンサルタントの資格の内容として、 

（１）中小企業コンサルタントとは、中小企業コンサルタントサービスを提供するための

能力証明書を保有し、中小企業総局にすでに登録された個人のことを指す。 

（２）中小企業診断コンサルタント（診断士）とは、中小企業の問題に対して全般的な分

析と診断活動を行う中小企業コンサルタントのことである。 

（３）中小企業専門コンサルタントとは、中小企業診断コンサルタントの診断結果より、

特定の側面に関し、より詳しい分析活動を行う中小企業コンサルタントのことであ

る。 

また、中小企業コンサルタントの資格の付与・登録については、 

（１）中小企業コンサルタント研修に参加して、試験に合格したコンサルタント候補者に

は、研修修了証書があたえられる。 

（２）中小企業コンサルタント候補者は、職業証明機関により定められた能力試験場にお

いて、能力試験を受ける義務がある。（5 回目の診断実習の報告会に当該機関の評価

担当者が同席し、能力評価が行われた） 

（３）能力試験を受け、合格となったコンサルタント候補者は、職業証明機関により能力

証明書が付与される。 

（４）能力証明書に基づき、中小企業総局に中小企業コンサルタントとして登録される。 

（５）登録を行った能力証明書保有者は、当該能力証明書の有効期限に即して有効期限を

定めた中小企業コンサルタント身分証明書が付与される。 

なお、中小企業コンサルタントサービスを利用する中小企業には、全コンサルタントサ

ービス費用の 90％の奨励金が与えられる、と述べられている。 

今回の養成コースの参加者への資格の付与は、養成コースの中で数回行われるテストの

成績に基づいて判定される予定であったが、10 月の修了式直前になって、11 月と 12 月に

各月 1 企業、計 2 企業の診断を行ってその報告書を提出し、その内容を加味して合・不合

格の判定をすることに変更されたので、今日現在まで合格者が確定していない。  
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ⅲフィリピン及びマレーシア国等国際研究協力事業総合評価       

（NEDO） 

東京支部 鹿子木 基員 
 

1. 海外における業務内容（発注主の関係上、詳しく不可？） 
 

委託された業務は、NEDO の「国際研究協力事業」の総合評価（事業終了 2年後に行う事

後評価）に関する調査の一部である。私が担当した 2 件は、「籾殻ガス化・炭化エネルギー

利活用による環境汚染対策の実証研究（フィリピン・稲作研究所(PHILRICE)）」及び「マレ

ーシア国におけるバイオマスエネルギー（パーム油の空果房）の高効率回収（標準工業技

術研究所(SIRIM)）」であった。 

総合評価は、DAC の評価 5 原則（効率性、有効性、インパクト、妥当性、自立発展性）

に沿って、国際協力事業団(JICA)がプロジェクト評価に使っている PCM(Project Cycle 

Management)手法の PDM(Project Design Matrix)を使って行った。JICA の評価システムで

は、プロジェクト計画段階から PDM を作成することになっているが、本件の場合には作成

されていなかったので、私たちが評価用の PDMe を作成した。 

 

まず、国内作業で情報収集し、プロジェクトの目標、投入と活動と成果、それぞれ指標

を整理し、PDMe について日本側実施機関とすり合わせる。つぎに、現地に各 1週間ほど出

張する。現地側実施機関では、プロジェクト参加者と面談したり、試験装置を視察したり

して実情を把握する一方、責任者からも所見を聴取する。この段階では現地側の真剣さが

ひしひしと感じられる。成果の利用者やプロジェクトへの協力者がいれば、訪問して状況

を把握する。所管省庁など訪問調査を実施して政策面での整合性をチェックする。帰国後、

総合評価報告書を作成して提出する。 

 

(1)プロジェクトの背景と概要 

マレーシア案件 

マレーシア政府は2001年度を初年度とする第8次 5カ年計画及び2001-2010第 3次構想

（OPP3）において、地球温暖化ガスの排出削減の施策としてパーム油関連バイオマスから

の再生可能エネルギーの導入を推進する「小規模再生エネルギープログラム（SREP）」を進

めることにした。SREP では全発電量の 5%を再生可能エネルギーで賄うという目標が掲げら

れている。「標準工業技術研究所（SIRIM）は、政府からの委託を受けてフィージビリティ・

スタディを行った。 

一方、日本側実施機関は循環流動層プロセスの実績を有していた。両者は共同して、本

プロセスをマレーシアのバイオマスの主要材料である EFB（パーム空果房）のガス化につ

いて小規模の試験設備を SIRIM 内に設置して、生成ガス組成や発熱量、タール発生量など

に関する基礎的データを採取した。 

これにより政策面では SREP 推進に関する問題点の整理、知見の蓄積に寄与するとともに、

技術的にはバイオマスガス化発電のトータルプロセス構築に必要となるガス精製及びプロ

セスについての諸検討を実施することが可能になった。2006 年 2 月の調査時点で、SREP

は、事業化の面では経済性その他の理由から顕著な進展を見せていないが、マレーシア政

府の推進の方針は第 9次 5カ年計画の中でも堅持されている。 

 

フィリピン案件 

 フィリピン国のエネルギー省は、2002 年から 2011 年までの 10 年間にわたるエネルギー

プランを作成している。最新の「Philippine Energy Plan 2005」では、エネルギー分野の

基本方針として、再生可能エネルギーの積極的な導入が掲げられている。フィリピン国で

は、約 30 年前から地方電化を実施しておりバランガイ単位で電化率を管理している。バラ

ンガイ単位の電化率は 2005 年の年頭で 91.4%であり、2008 年までに 100%を目標としてい
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る。フィリピン国においては、既設の電力系統から孤立した地域や島嶼では未電化の村落

も多く、太陽光、風力およびバイオマスなどの再生可能エネルギーの活用が期待されてい

る。再生可能エネルギーを利用したプロジェクトに関しては、2005 年に総容量 180MW を導

入している。内訳は、風力発電 65ＭＷ，地熱発電 60MW およびバイオマス発電 55MW である。 

 

フィリピン国は、農業国である。2003 年の稲作の収穫面積は 400 万 ha であり生産量は

1350 万トンにもなる。フィリピン国の精米副産物である籾殻は、年間 200 万トンにも及ぶ

が、有効利用されずに野焼きまたは廃棄処分され、煙害や水路汚染など環境汚染の一因に

なっている。しかしながら、籾殻は農業やエネルギーなどに有効に利用することが出来る

資源でもある。このような状況の下、フィリピン国の国立稲作研究所から支援要請を受け

て、環境対策の籾殻利用として、小型籾殻ガス化・炭化による熱電併給システムの共同研

究を 5 企業のコンソーシアムにより実施している。本事業は、フィリピン国で大量に投棄

されている籾殻を有効に活用するために、小規模の籾殻ガス化・炭化装置の研究開発を行

うものである。 

 

2. 受注にあたって工夫または留意したこと 

 
2006 年 2 月に本件を受注するにあたって工夫または留意したことは無い。しかし、私が

「評価の専門性」に注目したのは 2001 年の中頃、JICA のメキシコ中小企業診断制度調査

に参加してメキシコシティーに滞在中に「FASID の平成 13 年度評価ワークショップ」への

参加を勧める一つの Email だった。2002 年の政策評価法施行を間近にして、「評価」が注

目されていることを知った。 

1999 年、中小企業診断士に成り立ての頃、「IT 時代の課題達成型目標管理」（産能大学出

版）の共同執筆を通じて、指導していただいた故浅江季光氏も評価に注目して取り組んで

居られるということにも背中を押された。爾来、評価に関するセミナー等に数多く参加し

て、資格を充実させていた。 

 
マレーシア国標準工業技術研究所（SIRIM）のパイロット設備と研究者たち 

 

2004 年には、FASID-KEIO-UNU が共催するコースに参加して、地球温暖化防止条約につい

て研究し、「京都議定書の実施に向けてのチャレンジ」(Title: Japan’s Challenge –Toward 

the Execution of Kyoto Protocol－)の発表をするなど、環境とエネルギーの問題の学習

並びに英語での発表訓練を進めていた。そのような準備が、その間の国際協力専門家とし

ての実績に加わって、受注の機会に巡り会ったのだと思う。 
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私の場合は、中小企業診断士という資格をベースにしているが、他の仲間はすべて中小

企業診断士ではなかった。 

 

3. 業務遂行上、中小企業診断士として意識したこと 

 
業務に従事する際に中小企業診断士だからと意識したことはないが、「研究成果が事業化

される条件」が気にかかる。どのような条件が満たされれば事業化出来るのか。案件がエ

ネルギーに関係しているから、オイル価格の動向の影響を受ける。この案件に従事してい

た 2006 年はじめの原油価格は 60 ドルを超えていた。大まかに睨むと 200 ドル程度になる

と定量的に比較検討する段階になる。もっともそれより前に、地球温暖化防止条約の京都

議定書の枠組みで排出権取引の対象になると、研究成果が取引材料になるから、経済的に

機能することになる。 

このような案件に従事する場合のパートナーは、中小企業診断士ではない方が普通であ

る。皆さんそれぞれの基盤を持っておられる。 

私の場合は、自分の活動基盤は中小企業診断士なのだ、という意識は常にある。診断士

になって以来、研究会に参加したり、執筆活動に参加させて貰ったり、いろんなことを教

わった。知識だけでなく、姿勢というか、気持ちの持ちよう、例えば「生涯学習・訓練」

とか。また、診断協会等が提供してくれる理論研修の受講機会を大切にし、都合がつく限

り真っ先に受ける。ここ数年は第一回目に受講するのを続けている。本家本元の中小企業

の状況や中小企業政策の概要を真っ先に聞くことが出来るのだから有り難い。 

それと実務経験機会を積極的につかまえるようにしている。国内でも機会さえあれば、

企業の相談相手にさせて貰う。海外でも、本稿の事例の場合は出来ないが、企業を指導す

るような機会には、チャレンジさせて貰う。 

 

4. 海外コンサル業務の留意点 

 
基本的なスタンスは次の 2点である。 

• 国益を考えつつ、仲間との連携のなかで自分の立場・能力を活かして、プロジェクト

の使命を達成する。 

• 相手国の国益を考えつつ、相手の立場に立って、カウンターパート（共同作業者）に

資する態度・活動に励む。 

技術的には、生活環境と現地情報の収集体制を手早く構築する。情報収集には、人脈の活

用と IT 活用がある。最近は、どこの国でも、インターネット環境の進展が進みつつあるの

で、その現況を把握して活用する体制を素早く取る。無料の翻訳ソフトを活用して現地の

知識レベルを把握するのも非常に有効なことが多い。 

現地側の事情を素早く理解することが重要なことは言うまでもない。日本流とは異なる

反応に違和感を感じる前に、その反応の原因・事情・因果関係を理解することが絶対に必

要である。 

1日 24時間しかない時間配分は絶対的に必要で、睡眠時間を十分に取る体勢を維持する。

生産管理で学んだ連合作業を出来るだけ減らす工夫をするなど、調査団員間のコミュニケ

ーションを効率的に行うことが極めて大切である。私たちが従事するのは、人材育成のよ

うなソフトな支援である。業務指示書や予算の枠に従って行動するわけだが、行動のなか

で PDCA のサイクルを活用して継続的改善を実現していきたいと思う。 

しかしながら、現実的に既定の枠組みを変更する仕組み（PDCA サイクルを機能させる）

は十分でない。この点での発注元機関の担当者の役割は重要で、調査団としてのコミュニ

ケーションも重要である。統合された PDCA サイクルが機能するようになれば、もっと、有

効な国際協力が出来るのに、といつも思っている。 
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5.次に取組む課題や思い 

 
今年は(財)アジア学生文化協会の設立 50 周年に当たるとのことで、記念行事が行われて

いる。11 月 17 日には、東京商工会議所のホールで「アジアのヒューマンネットワークを

問う」が開催され、内容豊かなパネルディスカッションがあった。ひとつの指摘は、「アジ

アには多様性があるが、原理主義国家はない」であった。仏教、キリスト教、イスラム、

ヒンズー、八百万の神・・など多様だが、確かに原理主義はほとんど無い。 

出席者から「アジアの仲良し倶楽部に留まるな！次回は、原理主義者も加えての企画を」

という要望があったが、アジアは対話しやすい地域を形成していると言える。 

 

私が今取り組んでいる案件は、北アフリカのチュニジアで「品質/生産性向上調査」であ

る。チュニジアはイスラム教国家だが、原理主義ではない。おへそをだした若い婦人を見

ることもまれでなく、厳格なイスラム教の近隣諸国からの非難を受けることもあるそうだ。

それでも、ラマダンの行事などはきちんと行われる。今回の調査では、ラマダン期間中も

行動を共にしたので、昼間の断食とかも実質的に経験した。 

主題の品質/生産性向上については、戦後 60 有余年の日本のものつくりの発展を改めて

学習して、現在の相手国の状況に適した提言作成に取り組んでいる。その過程で、日本や

アメリカの発展の経緯が、フランス語圏でどのように紹介されているかを調べた。その結

果は、たいへんに興味あるものであったが、紙数の関係で別の機会に譲ることにしたい。 

 

自分の活動領域がアジアから、はみ出していることを踏まえて、国際部の視点もアジア

に留まることなくグローバルに発展されることを願っている。 

  

 
フィリピン国 DENR（環境省）にて、責任者と面談後 
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ⅳカンボジア国のビジネスセミナーにおける中小企業診断士の活動 
～JICA 日本センターでの活動を通じて～  (JICA) 

東京支部 鴨志田 栄子 
 
 2006 年 2 月 11 日から 3 月 3 日まで、プノンペンのカンボジア日本人材協力センター

（Cambodia Japan Cooperation Center 通称 CJCC）に、「集中コース 起業セミナー マ

ーケティングセミナー」の講師として出張したときの経験を中心に、モンゴルやベトナム

の日本センター(MJCC,VJCC)での出張体験もあわせて、体験記として下記に紹介する。 
 
1. 私はこう取組む 
 
(1) 中小企業診断士の資格をどのように生かせるのか 
 ビジネスコースの講師という立場から中小企業診断士の資格が必ず必要かといえば、答

えは「ノー」である。CJCC では、むしろ中小企業診断士の資格を所有しないコンサルタ

ントが多く活躍していた。セミナー講師という仕事においては、中小企業診断士が所有す

る基本的経営知識と、現場を踏まえた実践的知識を活かすことができる。また、センター

の運営という視点では、マネジメント能力や顧客志向の発想が要求される。したがって、

資格取得をきっかけに、自分の活動世界をどのようにして「質・量」ともに高めていくの

かといった点が重要である。具体的には、資格取得をきっかけにどのような活動を展開し

ているのか、また、どのような人脈を形成してきたのかといったことである。 
 
 私自身の場合、(財)新潟県県央地域地場産業振興センターの販路開拓アドバイザーの経

験や、10 年前から行っているＣＳ（顧客満足）研究活動の経験を、セミナーの事例や内容

に取り込み、活かしている。販路開拓アドバイザーは先輩の中小企業診断士から紹介され

た仕事で、地場産業振興策の１つとして受注支援活動を通じて、現場を知るという貴重な

体験ができる。また、マーケティング調査やＣＳ調査の経験も講義をする上で役立ってい

る。この他に国内での豊富な研修講師の経験も欠かせない。研修では受講生のアンケート

評価で次回も講師として指名をいただ

けるかどうかが決まる。受講生から評

価を得られるポイントは、その人がど

れぐらい講義に参加できたか、研修を

通じてどれだけ動機づけがなされたか

という点である。これらの経験は、中

小企業診断士という資格取得をきっか

けとして積み重ねてくることができた

のは事実であり、これらにおいてご指

導いただいた諸先輩方に感謝している。 
 
 (2) 国民性を理解したうえで臨むこと 
 講師という仕事は、教える仕事ではな 
く、受講生の立場にたち、受講生の気づ 
きを引き出すことである。講義を通じて、 
各自がビジネスへのヒントをどれだけ掴 
むことができるかが大事である。そのた 
めには、一方的な講義ではなく対話が求 
められる。また、グループ討議やケース 
スタディを通じて、受講生の考えを発表 
してもらうことも有効な方法である。 
 しかし、同じグループ討議にしても、 

 
CJCC

ベトナムでのグループ討議風景 
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国民性の違いにより、やり方を変えていく必要がある。たとえば、モンゴルとベトナムで

は対照的な国民性であり、それがグループ討議に顕著に現れる。モンゴルのような開放的

な国民性のもとでは、みんなで情報を共有しあって楽しく討議をしていきましょうという

雰囲気があり、非常に盛り上がる。自社企業を事例として提供する受講生もいる。 
一方、勤勉性の高いベトナムでは、自分の企業の情報をオーブンにしたがらないので、

受講生の間で共通して取り上げられるテーマを選ぶことが望まれる。カンボジアも、とて

も勤勉性が高い点ではベトナムと似ているが、ベトナムよりも素朴でユーモアがある。そ

して自ら道を切り拓いていこうという姿勢がある。そのため、質疑応答で理解が得られな

い場合、「他の人に聞くからよい」というドライで割り切った部分も持ち合わせている。も

ちろん、このような場合は、休憩時間などを利用して、再度コミュニケーションを図るこ

とが必要である。 
 いずれの国にも共通していえるのは、日本と違って、自己主張をきちんと行う点である。

それらに対して、きちんとコメントをすることが 
求められる。 
 
 (3) 受講生と対等な関係で向き合うこと 
 講師業において、受講生とのフランクな関係

づくりも大切である。たとえば、教室に少し早

めに入り、教室に入ってくる受講生に挨拶の声

がけをすることも効果的である。プノンペンで

は、CJCC の開所セレモニーと講義がぶつかっ

た。マハティール元マレーシァ大統領の講演が

予定されていたため、警備の都合上、センター

ではなく隣接するプノンペン大学の教室を借り

ての講義も経験した。 
臨時会場となった３階の教室への案内をする

ため、事務局の講座担当者と一緒に、１階の階

段の前でバイクで駆けつけてくる受講生を迎え、

教室へ案内したりもした。 
 また、講義を通じて、私自身もいろいろな知

識を得ることができる。カンボジアでは、カシ

ューナッツの販売計画を考えている受講生がお

り、カシューナッツの木のことや、傷つけない

で、形を壊さないように実を収穫するのが難し

いという話を伺った。 
カシューナッツの価格が高いのはそのような農

家の苦労があるからなのかとあらためて思うことができた。受講生との対話を通じて、自

分が知らなかったことを教えていただいたときは、「おかげで、私も賢くなった、ありがと

う」という感謝の気持ちを示すことも大切である。 
 
(4) その国を好きになること 
 ベトナム、モンゴルに続くこの出張であらため

て感じたことは、どれだけその国が好きになれる

のかといったことである。滞在の期間に関係ない。

好きであることを意思表示する手段として、講義

の最初は、「こんにちは。私は鴨志田栄子です」

だけだが、現地の言葉で挨拶をするように心がけ

ている。自ら、受講生に歩み寄るという最初の印

象がとても大切である。 
 カンボジアは、これからどんどん伸びていくと

 
プノンペン大学の教室 

 
プノンペン大学 

 
メコン川 
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いう未来を感じる。 
レクサス、ハマー、ジープなどの４駆の車も走り、バイクや自転車で行きかう人々もい

る、そして、観光のために出勤する像も公道をノッシノッシと歩いて通勤し、歩道ではに

わとりが放たれている。こんなごちゃ混ぜの景色、そして悠々と流れるメコン川、とても

親しみを感じる国である。一方、ベトナムは、大変に真面目で勤勉である。そのため人々

の向上心は大変に高く、訪問するたびに私もエネルギーをもらえるのが嬉しい。そしてモ

ンゴルは、とにかく明るく、ユーモアにあふれ、頭の回転が速い。歌って踊って、楽しく

過ごすことがすきな国民性と、豊かな自然は大変魅力的な国である。 
 
(5) その国の企業の現状の把握に努めること 
以上の他に、その国の企業の現状把握に努めることも大切なことである。日本では、な

かなか、出張先の国の現状を把握することはできない。せいぜい、物産展に足を運ぶ程度

である。年々、受講生のレベルがアップすることもあり講義の中に日本の事例はもちろん

のこと、国内の事例も盛り込んで欲しいという要望が聞かれる。特に、発展が目覚しいベ

トナムではその要望が強い。カンボジア国でも、講義の合間の時間を利用して、センター

の配慮により企業訪問、市場調査の機会を得ることができた。このような機会は積極的に

掴むことが大切である。 
 
また、自らチャンスを作り出し、現地の現場と触れ合う機会をつくる姿勢も望まれる。

カンボジア出張の半年前に、偶然にもベトナム・カンボジアの視察のお誘いをいただいた。

カンボジアはまだ訪問したことがなかったので、カンボジアの訪問先はプノンペンではな

くシェムリアップだったが、すぐに参加を決めた。一度、訪問しているのか、初めてなの

かでは、自分自身がもちあわせる知識が異なる。 
この訪問では、カンボジアの子供たちの教育に関する実情を知ることができた。学校に

行けるのは長男だけで、弟や妹たちは家業の農業の手伝いをしている。そのかわり長男は

将来、弟や妹たちの世話をすることになる。プノンペン市内だけを見ていれば、当たり前

のように幼稚園や学校に通う子供達を見るが、地方ではまだまだそこまで行き届いていな

い現実がある。また、学校に行けない子供たちを地方から招いて手に職をつけさせようと

指導している外資の会社なども見学した。視察団として海外に行くのは、通常の観光旅行

とは違ったその国の現状を目で見ることができる。時間と費用が許すならば積極的に参加

をすることが、海外で仕事をする上での自己投資であると考える。 
 
2. エピソード 
 

(1) 暖かなハートをもった受講生 

カンボジアの人は、とても素朴だが、ユーモアも持ち合わせている。CJCC で講義をし

ているときに、何度か停電を経験した。真っ暗になった教室に、パソコンのディスプレイ

だけが、ほのかな灯りをはなっていた。そんな中、受講生の 1 人が Happy Birthday の歌

を口ずさみ始めた。もし、また、カンボジアに来ることがあったら、ペンライトの演出も

素敵だろうな、そんな素敵なコミュニケーションを図れるハートを持ち合わせた受講生が

嬉しかった。 
 
(2) 目の輝き 
一生懸命に前向きに生きている人は、目の輝きが違う。そして、感謝する姿勢を持って

いる。宗教のせいかもしれないが、手をあわせることが習慣になっていて、それが気持ち

よく伝わってくる。受講生も町の中でシクロ（人力自転車）を運転していた少年も、キラ

キラとかがやいた目をしていた。 
 
 (3) 日本人の女性起業家との出会い 
私の講義の通訳をしてくださったのは 33 歳の日本人女性であった。短大を卒業後、海
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外青年協力隊でカンボジアに赴任したが、その後、健康診断にひっかかって、協力隊が続

けられず、悔しさから自費でプノンペン大学に留学したという。ちんぷんかんぷんの講義

に始まり、通訳のアルバイトをしながら、自転車通学から、バイク通学へ、そして運転手

つきのマイカー通学へとステップアップしていった。今では、10 人を雇い、1200 ドルの

家賃をはらって、通訳、企業の商談支援、地域コミュニティ誌などを発行する事務所兼オ

フィスをもつ、女性起業家である。彼女に出会って、自分のちっぽけさを感じるとともに、

勇気と励ましをいただけたことは私の財産となっている。 
 

(4) 子供と向き合うボランティアの日本人女性 

市内の孤児院ではたらく、シニアボランティアの日本人の年配女性とも出会った。小学

校にあがるかどうかという男の子をつれて、孤児院の子供たちが作った品を売りに、セン

ターに来ていた。私は、レース糸を編んだ小物を購入した。その際、その男の子に、計算

の仕方を教え、お金の受け渡しをさせ、それが時間がかかっても、暖かく見守っている姿

勢を見ているうちに、ささやかな感動が私の心の中に生まれた。 
 
(5) 蚊と停電対策 

CJCC では、よく停電が起きた。照明はコジェネですぐに復旧するものの、一度停電を

すると空調の復旧には時間がかかる。そうなると窓や扉を開けるしかない。蚊も飛びたい

放題となる。講義中も同様である。講義をしながら、虫除けスプレーをシュッシュッと巻

くということも何度かあった。 
１度、プノンペン大学の教室で講義をしたときは、もっとひどかった。羽は回ってはい

るがほとんど機能していない扇風機があるだけで、エアコンはもちろんない。夜間の講義

は、外が暗くなるや、羽虫の大群が教室に入り込んできた。蛍光灯を占拠する。その勢い

はすさまじい。帽子で虫をはらいながら講義を続けるが、講義を聴く受講生にもその支障

が出始める。そこで、思い切って消灯し、プロジェクタの放つ光だけに絞込み、スクリー

ンとの間に全ての虫を集めた。手元は懐中電灯で、講義を継続した。でも、その努力の甲

斐もなく、途中、停電で、真っ暗になり、講義は打ち切った。外では、オリオン座がきれ

いに輝いていた。 
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ⅴイラン国専門家派遣                  （JETRO） 

                       東京支部 藤原義行 

 

1.イラン国における政治・経済の現状 
 

現在、中小企業診断士が海外において活躍する地域は東南アジア・東アジアを主体にし

て中央アジア・アフリカに及んでいる。しかし中東アジア地域において活動する機会は少

ない。その地域の一つであるイラン国に専門家派遣として出向く機会（2003.12~2004.1）

があったことから報告をし、今後の活動に資するように願って提言を行いたい。 

 まず、この 2 年間におけるイラン国の国情・国際的な状況を見ると、大きな変化が見ら

れた。ご存知のように次の 3 点を挙げることが出来る。これらの状況変化がわが国との関

係にも影響し、ＯＤＡ活動にもどうなるか関心がもたれるところである。 

① 政権の交代である—民主化路線から保守派路線へ転換 

② 核開発の問題―国際世論の動き  

③ 油田開発の問題―石油エネルギーの確保は日本の重要課題 

 

2005 年に政権交代をしたあとに「第 4次経済社会文化開発 5ヵ年計画」（2005.3~2010.3）

を推進している。政治姿勢が経済の発展を左右する国であり、経済自由化を進めてきた前

政権の方針を今後どのようにカジとりするのかが大変重要であることは間違いない。新聞

報道によると、大統領発言として国内において「投資環境の整備をする」とか、「国際社会

における調和と競争力のあるダイナミックな産業構造の育成」などが揚げられている。 

その中の一つに、中小企業の育成も当然考慮されていると思われる。これまでの支援の延

長を考えていけるのか関心がもたれる。 

 

２.わが国との交流活動 
 

 これまでの日本との二国間の関係を政府関連データより見ると、1951~2003 年までの日

本企業の投資件数（110 件）と投資額（1,385 百万ドル）という累計数字がある。 

貿易については輸入の 90%以上が原油と天然ガスである。これは日本の輸入量の約 15%（第

3 位の供給国）をしめる。日本からの輸出は機械機器類、自動車と鉄鋼製品などの素材で

あるが、輸出入のバランスは悪い。進出日本企業数―15 社(貿易販売―10 社、製造―3社、

建設―2 社、2006 年現在)、イランに在留日本人数―約 700 名である。 

 

３.ODA の動き 
 

（1) 基本方針と重点分野 

ODA を行うことから期待される効果としては、次の 2 点が代表的な事項として挙げられ

ている。しかし、どちらも 2006 年における結果から見ると、日本にとってバラ色ではなか

ったと言える。 

① 原油の安定供給の確保、（アザデガン油田の開発交渉経過） 

② 日本外交への支持（国連における日本への支持）   

 ODA を行う基本方針はそのなかで技術協力として、技術協力プロジェクト、専門家派遣、

研修員受け入れ、開発調査等が挙げられており、今後も変わりない。重点分野は農業生産

の拡大、職業訓練、市場経済への移行支援などである。わが国のスタンスとしては、アメ

リカなど国際社会の動きを懸念しつつ ODA は今後も継続されると言われている。 

 

(2)これまでの具体的な支援活動 

この関係を主として「技術協力」についてみると、金額的にはここ毎年約 15 百万ドル

程度で推移し大きな増減は見られない。 
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 わが国の年度別・形態別実績 （技術協力における参加人員数―政府開発援助国別データ

ブック ODA 2005 より）                   

 研 修 員

受入れ 

専 門 家

派遣 

調査団

派遣 

日本からの調査・指導およびイランからの研修

来日などの事業 （中小企業対象―JETRO 関連）

2000 82 21 75  

2001 96 30 78  

2002 

 

204 39 127 イランにおける自動車部品産業における調査お

よび生産管理技術指導 

2003 

 

211 100 170 イラン中小企業分野の調査・指導およびセミナ

ーの開催（筆者参加） 

2004 

 

115 19 131 イランからの研修員来日―食品分野、自動車部

品および中小企業施策について調査を支援（筆

者参加） 

2005 

 

   イランの中小企業育成および指導を目的として

食品分野の専門家派遣 

2006 

 

   イランのサフラン産業のミッション受け入れと

来日に伴うセミナー開催支援、 

 

（3)2003 年に行った「イラン中小企業分野の調査・指導およびセミナーの開催」について 

2 週間にわたって、現地企業 24 社について訪問調査・指導および 4地域（州）において

州知事など関係者を交えて懇談とセミナーを行った。訪問先地域（州）および企業につい

ては JETRO テヘラン事務所において事前に選定し、予備調査を出来るだけ行うこと（経営

状況、財務諸表の準備、問題点など）、またセミナーの資料についてはペルシャ語に翻訳す

るなど事前準備に 1 ヶ月近くを要した。 

企業 24 社の業種については機械部品加工（自動車部品）、食品、プラスチック、建材な

どが比較的多かった。現地企業の調査・指導には、今回のように中小企業の業種を問わず

全般にわたって行うものと対象を限定してスポットをあてていくものとある。前者のケー

スでは時間が限定された状況下では全体を的確に把握することは難しいことを実感した。 

イラン側のニーズとして出されたことをまとめると、「日本との貿易・日本からの投資を

期待する。技術力はあるんだ—工場を見てくれ」という意向が強く感じられた。しかし外側

からみてイランのビシネス環境がどう評価されるか、グローバルな市場において競争力が

どの程度あるかはあまり認識しないという印象であった。 

またセミナーにおいては、政府関係者や一部の有識者には日本の中小企業施策や日本の

生産管理方式（Top down/Bottom-up, Small group activity）に関心がもたれた。 

中小企業振興という視点からは、 

①輸出促進をすることと（食品、プラスチック関係） 

②裾野産業育成として自動車関係の技術力アップを目指していることがうかがわれた。 

 

4. 中小企業の診断・指導の進め方 
 

（1) 支援の窓口 

中小企業支援は政府間の支援体制が主軸であり、当然 ODA の形をとる。日本側の政府関

係機関として、これまで長年にわたり、現地における技術協力は JICA/JETRO が窓口であり、

さらに 2005 年 8 月に JICA 駐在員事務所が開設されるなどしている。また（財）中東協力

センター（JCCME）が在る。また、イラン側においては 2003 年の調査時には中央政府に中

小企業庁（ISIPO）が置かれ、地方の州（Kurdistan、Kermanshah、Fars など）においては

知事を中心に中小企業の育成を検討する体制がとられていた。 

このイラン国の中小企業を育成するには、中央政府が如何に動くかが重要であり、施政
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方針や中小企業施策などがしっかり出されることが大前提になる。さらに二国政府間の方

向付けが基本となって、日本側からは長期的な視野にたって民間企業やコンサルタントな

どを含めて地道な支援活動が必要になると思われる。 

 

（2) 支援する分野とかたち 

a イラン国中小企業庁（ISIPO）の活動支援 

  中小企業庁（ISIPO）はイラン側の中央省庁の窓口として設置されている。ただし、

現政権における活躍程度はわからない。2004 年に日本の中小企業支援政策を調査する

名目でスタッフが来日しているが、その後の法的な整備などがどうされたかは関心が

もたれる。日本側から中小企業支援制度や施策などへの助言をすることが良いと思う。 

b 製造業を対象とする研修事業 

  失業率が高いことから雇用創出が重要であり、州政府関係者、企業主などはこれを

第一に考えている。技術的にはコストダウン、生産性向上などに併せて品質管理が重

要になるのはどこの国においても同じである。しかし東南アジア諸国と異なることは、

日系企業を含めて外国企業の進出が少ないことから、国際的なマーケットにおける競

争力がどんなレベルにあるべきか十分に把握されていないことである。 

 

前の訪問でセミナーを行ったときにも参加者からの発言にあったことは、「企業管理

知識としては生産管理・品質管理は知っているが、実務に活かすことが不足している」

ということであった。また 20 数社の企業指導において財務管理のシッカリした様子は

知ることは出来なかった。したがって、今後重要なことは日本からのコンサルタント

などが現地において、中小企業振興策の一環として、指導体制の構築を図り企業経営・

生産管理などの研修(座学と実務指導を含む)を行う機会が得られることである。 

 

（3）業種・業界を捉えた指導 

 日本からの支援を考えるときに、重要なことは個々の企業を指導することより政府団体

を取り込んだ業界なり集団を対象にした育成を図るべきである。これは指導成果をより効

果的にあげることと公的に定着することを期待してのことである。 

これまでにイラン側の要望は自動車部品産業や食品加工産業にあったが、その自動車部

品裾野産業育成は当面国内産業を対象になってくるだろう。海外向けの自動車部品加工に

しても日本の自動車メーカーが投資を考えてくれることがカギになると思う。 

食品産業（クミン、ピスタチオ、サフランなど）は完成品を輸出することから日本向け

にも可能性は高い。前 2003 年の訪問における事例（成功例）として、大規模なトマトケチ

ャップ製造会社があったが、生産設備はイタリヤ製の全自動であり、原料のトマトはイラ

ンの農産物である。製品はすべてヨーロッパに輸出されるというものであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kermanshah 州におけるセミナー（2003.12.27）              Kermanshah 州における工場の指導（2003.12.27） 
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提言―1：イラン国の現政権下における中小企業政策はどうなっているか。また地方州政府

の政策はどうなるかなども併せて関心事である。 

 

提言―2：イラン国の海外からの投資環境の整備状況、日本やヨーロッパ諸国との貿易や直

接投資の動向はどうであるか。ビジネス環境を調査する。 

 

提言―3：イランに対する ODA の考え方を知る 

 

提言―4：日本からのイラン国中小企業支援の具体的なプランを策定する（短期・長期） 
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ⅵ癒しの風が吹くラオスでの技術指導           （JICA） 
東京支部 竹山 隼 

 
1 ラオス日本センターの概要 

 
ラオスという国にはアンコールワットのような壮大な遺跡もなく、エメラルドグリーン

のリゾートもなく、ベトナム戦争ではベトナムに落された何倍もの爆弾が落され、東南ア

ジアにおいて一番経済開発が遅れており、海外からの経済援助に頼っている国である。し

かし、人々は貧しくとも心は豊かで、仏教を大切にし、毎朝お坊さんに喜捨し、常にほほ

笑みを絶やさない。日本の本州ほどの広さを持つラオスは、国土の約 70％が山岳地帯で、

良好な耕作地はメコン川流域に限られており、人口 520 万人のうち約 10%がビエンチャン

市に集中している。多くの国と国境を接し、また海岸をもたないため、隣国の協力なしで

は貿易が出来ない国である。 
ラオスは社会主義計画経済の国であり、主要輸出品は農作物であるが、零細農業である

ため先進国市場の要求を満たすほどの大量輸出は困難で周辺国への輸出に留まっている。

最近日本などの支援により開発した水力発電の電力をタイやベトナムへ輸出したり、工業

化に成功したタイやベトナムの下請的産業が育ちつつある。「ラオス日本人材開発センタ

ー」は、ラオス国政府の自然経済から商品経済へ転換する工業化推進政策支援依頼に応え

る形で設立され、生産管理コース、日本語コース、相互理解促進事業の３事業を推進して

きている。 
センター開設以来、生産管理コースはラオス大学経営学部の教授による理論的講座とな

っていたが、より実践的な生産活動への支援が求められ、新たに中小企業診断士による日

本的生産管理手法（5S、カイゼン等）による講座、および各種現場改善手法を用いた工場

診断指導を実施することとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ラオスにおける中小企業支援の問題点 
 
ラオス経済界はラオス国立商工会議所を中心として、傘下に農業、木工業、テクスタイ

ルなど多くの部会に分かれている。それぞれの部会はその分野の代表的な企業の社長が会

長を務めている。 

生産管理講座の受講生と共に 縫製工場での指導風景 
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ラオス経済の現状は、経済全体は成長していると判断されているが、輸出面で伸びてい

るのは鉱業関係、すなわち金銀の輸出だけであり、ラオス経済の伸びは内需を輸入品から

置換えることで成長している。したがって、ラオス企業経営者のほとんどが内需中心の現

状品質・現状価格で満足しており、競争が厳しい輸出や自社の経営改善に対して積極的と

はいえない。中小企業における現場指導では企業経営者以上の現場管理者はおらず、企業

経営者を対象に技術移転を行った。現地企業はコンサルタント業務に慣れておらず、また、

経営改善に対しても積極的とは言えず苦労した。 
 
経営指導した 3 社の中の 1 社、M 社の社長は家具部門の会長でもあり、当初より自社の

改善だけでなく、家具業界全体の改善にも積極性を見せ、ビジネスに関する多くの質問を

してきた。しかし、工場経営に対する意欲は高かったが、実際の会社業績はスローでほと

んど製造する商品がない状況であった。他の 2 社は、指導開始から 2 週間は、情報収集お

よび改善活動に関する意識を高めるために費やされた。対象企業が改善活動に意欲を示す

ようになったのはそれ以降であった。生産管理コースには多くの企業経営者が出席してお

り、コースでの学習効果が大きかったのか、コースとコンサルテーションの組合せはかな

り効果を上げることができたと考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ ラオスにおける診断士の役割 
 
現地中小企業の現状は家内企業がそのまま大きくなり、大きいといっても数十人の企業

に育ったものが大部分であり（一部に 1000 人に達する従業員を抱える企業もある）、最

低限度の帳票により運営されている。また、それなりの経験をつんでいるという自負も持

っている。したがって各企業にあった非常に具体的な事例を提示して改善を促さないと、

手を付ける必要性も理解できず、どこから手を付けて良いかも分からない状況にある。 
一方国立会社や外国資本などの大企業は、従来からラオス大学教授による生産管理コー

スに多くの従業員を派遣し、それなりの合理化を行なっており、中小企業とはかなりの格

差が存在する。実際、実践的生産管理コースは中小企業を対象として、推進すべきと考え

る。 
診断士の活躍の場としては、実践的ビジネス生産管理コースの設計および教材の作成、

作成した教材を利用したラオス人講師の育成、実践的企業診断指導を通した現地指導員の

育成、特にラオスのように経済開発が遅れた国にはベンチマーキング対象となるモデル企

業が存在しないため、モデル企業の育成およびその活動を通した企業トップ同士のネット

ワーク作り支援など、中小企業の意識改革を社長レベルにとどめず、中堅管理職にまで広

げることが大切と考える。 
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４ 日本の海外支援に関する提言 
 
開発途上国に設置された日本センターは 100％JICA 資金で運営されている。現在の運営

状況を見ると JICA の支援が終ると共に日本センターも活動を止めなければならない状況

にあるといえる。一方チュニジアにおける職業訓練校支援は、建物は EU の支援で、技術

は日本の支援で、運営はチュニジア自身で行われている。このように建物と技術と運営を

組合わせて行うことで支援の目的がはっきりして支援効果が高まると考えられる。 
2006 年度のノーベル平和賞に「貧者の銀行」の創設者バングラデシュのムハマド・ユヌ

ス氏に授与されると聞いた。ラオスのような現地資本が育っていない国においては、起業

において、あるいは企業規模の拡大において資本調達が限定されており、資金提供できる

知人がいなければ難しい状況にある。日本の原始農業協同組合のような組織作りを支援す

る活動が必要と思う。 
また、ラオスの輸出品は隣国との国境貿易で行われている。このため貿易による利益は

ほとんど隣国の業者に吸上げられ、ラオス国民の生活向上に役立っていない。ロシアのよ

うな大国でもガスプロムのように貿易利益を国内に還元しようとしているが、このような

手法こそ発展途上国に指導すべき技術と考える。 

  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎朝の喜捨風景 
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第4章 新時代に対応する中小企業診断士の役割 

                           東京支部 小出 康之 

 
１．わが国のアジア・中小企業支援の課題 
 

（１）アジア版中小企業診断士の育成への対応 

 1996年の第 1フェーズに始まったタイにおける中小企業診断及び中小企業診断士養成事

業は、2003 年 9 月の第 4 フェーズをもって終了した。インドネシアでは、2006 年 4 月に始

まった中小企業診断士研修コースの修了式が 10 月に行われた。タイの事業には、JICA、JODC

などから派遣された多くの中小企業診断士がタイ工業省の TPA に専門家として協力した。

インドネシアの場合は、JICA とインドネシア産業省中小企業総局が共催し、わが国の中小

企業診断士が協力、将来 1万人の中小企業診断士の育成を目指している。 

 アジア各国では経済基盤を支えるサポーティング・インダストリーを担う中小企業の育

成・強化・底上げを国づくりの基本と捉え、わが国の中小企業診断士制度への注目が集ま

っている。タイ、インドネシアに続きフィリピンでも同様な動きがあり、中国でも関心を

示している。 

 

 かかる状況を踏まえて、経済産業省では、自動車産業関連資格制度、公害防止管理者制

度、中小企業診断士制度といったわが国の産業発展に寄与した制度や技術を「アジア標準」

と位置づけ、東アジアでの展開を検討中である。 

 タイ、インドネシアの事例に見られるごとく、現地事情の違いから厳密にはわが国の中

小企業診断士制度の求めている内容とは一致していないが、制度の根幹・養成プロセス自

体は似通ったものとなっている。すでに一定の成果をあげているとはいえ、今後の様々な

東アジア諸国からの要請に応えて、中小企業専門家として派遣されるためには、現在以上

の要請に応えられる中小企業診断士の質と量の確保、要請に即応できる機関の準備体制が

重要な課題となってくる。 

 

（２）専門家として協力機会の多様化への対応 

 現在のところ専門家としての中小企業診断士の派遣は、JICA が募集する業務実施契約に

係る短期・長期専門家、役務提供契約に係る調査事業が中心であるが、JODC や JETRO が募

集する専門家派遣事業も増えつつある。JICA でもジャパンセンター(カザフスタン、キル

ギス、ウズベキスタン、カンボジア、ラオス、モンゴル、ベトナム)への専門家派遣事業が

最近目立つが、拠点ごとに特定企業への一括発注が流れとなっており、多数の専門家を擁

する中小企業診断協会への発注も期待されるところである。 

さらには、AOTS(海外技術者研修協会)、OVTA(海外職業訓練協会)などへのセミナー講師

派遣も望まれる。財務省が資金拠出している欧州復興開発銀行が推進する TAM(Turn Around 

Manager)プログラムへの参加もある。経済先進国であるわが国への期待から派遣元は益々

多様化し、増える傾向にある。 

 

 派遣先の中小企業振興政府機関も一律ではなく診断する現地中小企業の状況もわが国標

準でははかり知れない場合も多い。東アジア諸国には、財務内容を把握しがたい個人企業、

小規模企業も多い。APEC(アジア太平洋協力)では、これらの中小企業振興の一環として

1996 年以来、小企業カウンセラー要請・認定プログラムの制度づくりを行っていたが、2001

年には完成した。中小企業診断協会では、このプログラムを 4 年半かけて翻訳し、わが国

中小企業レベル以前の東アジア小規模企業にも対応できる体制を整いつつある。多様化の

なかで如何にニーズに応えるか、国内同様の状況がアジア諸国にも共通している。 
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（３）派遣専門家養成への対応 

 専門家派遣事業へ即応できる中小企業診断士の数は限られている。今後の派遣ニーズの

多様化・増加を前提にすれば、とても応えられない。わが国標準の中小企業診断を現地で

指導する専門家を養成する上での課題は下記の通りである。 

 

① 国内中小企業に明るい中小企業診断士 

現在のプロ中小企業診断士は、一般的に元大企業に在職していた実績を持つ。在職中の

仕事の内容が海外での指導内容と合致する場合は不都合を生じないであろうが、海外での

専門家としては充分な中小企業指導実績が問われる。海外では理論的なものでなく、わが

国中小企業の成功事例を踏まえた指導が期待されている。例えば、生産管理の基本となる

5S であっても、国内での中小企業の実践事例があれば説得力を持つ。 

 

② 支援業務の連続性 

当たり前であるが、個人の中小企業診断士のスケジュールにあわせて海外での仕事があ

るわけではない。代表的な機会である JICA の場合であっても、水面下での動きがあるにせ

よ公募から意向表明、決定に至るプロセスはいかにも性急で、国内に仕事を持っている該

当専門家能力と資格がある中小企業診断士であっても即参加できる状況にない。海外専門

家としては、常に研鑽を積みつつスタンドバイし、生計維持に必要な業務の連続性―ある

程度期間をおいても―を確保することが現実的な課題となる。 

 

③ 受け皿機関の強化 

専門家として派遣される中小企業診断士の国内外業務併存の困難性、支援業務が断続的

にせよ受注できる安定性を考慮すれば、受注する受け皿機関の受け入れ体制の強化が望ま

れる。現在、中小企業診断士が管理・運営する国際業務専門受け入れ民間組織としては、

㈱経営技術開発、(有)グローバル開発経営コンサルタンツ、㈱ワールド・ビジネス・アソ

シエイツなどがあるが、何れも応募する専門家条件に合致する中小企業診断士の発掘に腐

心しているのが実情である。これらの民間組織の人的ネットワーク強化も必要であるが、

中小企業診断士の民間組織と JICA、JODC、JETRO などをつなぐ中小企業診断協会の受注機

能強化・国際ネットワーク強化、が期待される。 
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２．新時代に対応する中小企業診断士とは! 
 

（１）中小企業支援法に規定する使命の認識 

 専門家として派遣されて業務を行うのは海外であるとはいえ、派遣元の大半は政府関係

機関である。実施結果は個人の評価であると同時に派遣政府機関の信義が問われる。 

中小企業診断士資格を持った個人が専門家として派遣される根拠は、個人が持っている専

門性に加えて、資格の根拠となっている中小企業支援法に規定している中小企業診断士と

しての使命にある。 

 

(２) 国際関連業務の絞り込み 

 一概に国際関連業務といっても多くの分野があり、求められている専門性は多岐にわた

る。複数の業務に携わることも可能であるが、これからの中小企業診断士は業務が求める

専門性を理解した上での絞り込みが必要となろう。 

① JICA、JODC、JETRO に代表される海外派遣専門家 

現状は、生産管理指導などに代表される製造業支援が目立つ。アジアでは、卸機能が

弱体であり、現状、卸・小売・サービス業への専門家派遣は相対的に少ない。 

② 国内中小企業の国際化支援 

単に海外進出する中小企業の支援に止まらず、国内に溢れるアジア産廉価製品に対抗

する戦略支援も含む。業種の偏りは見受けられず、支援分野も多岐にわたる。 

③ 国内に進出する外国企業の支援 

わが国中小企業のパートナー募集を基本的な内容とするが、外国の中小企業関連機関

を相手とする場合は、わが国企業の視察・セミナー実施を内容とする。 

④ 国内での海外専門機関での講演・セミナー 

AOTS、OVTA、APO などでの外来研修生相手の集合研修をその内容とするが、研修内容は

多岐にわたる。 

 

(３)先見性をもった交流の広がり 

 中小企業診断協会の東京支部では、毎年海外研修視察を行っており、視察先も今後の展

開有望国(タイ→ベトナム→中国華南経済圏→インドネシア→ミャンマー→オセアニア→

極東ロシア→インド)に絞り、現地中小企業関連機関との交流を図り、今後の事業への布石

としている。また、毎年 12 月には在日アジア留学生との交流会を開催し、中小企業診断士

とアジアからの留学生計 100 名以上の参加を得ている。何れも先見性を伴う行事であり、

今後は１東京支部に止まらない中小企業診断協会全体の主催とすることが望まれる。 

 

（４）新たな展開を嘱望して 

現在の中小企業診断士制度に止まらず、また上記(2)の国際業務に止まらない展開を見込

んで一部の中小企業診断士は下記の取り組みを行っている。 

①APEC 診断士への期待 

タイ、インドネシア、フィリピン、また中国へのわが国中小企業診断士制度の普及が期

待される状況ではあるが、この制度は厳密な意味での「ジャパン標準」であり、そのまま

期待しているような「アジア標準」化するかどうかは、今後の展開を待たざるを得ない。 

これと同時並行的に、APEC の Small Business Counselor Program に基づく、より汎ア

ジア・オセアニア的な APEC 診断士なるものを発足させることにより、診断指導する中小企

業の規模要件に適った協力ができることとなり、相互補完機能を果たすものと思われる。 

②TAM への期待 

 わが国経済は長期停滞を脱し、いざなぎ景気を超える局面を迎えていると喧伝されてい

るとはいえ、今日生き残っている中小企業であってもバブル時期の後遺症を抱えて疲弊か

ら脱するべく尽力中である。かかる中小企業を再生すべく再生専門家(ターンアラウンドマ

ネージャー)もわが国で輩出し、中小企業診断士もその一翼を担っている。 

 



 80

 一方、わが国財務省は、1991 年に日本・欧州協力基金(JECF)を設立し、英国に拠点があ

る EBRD(欧州復興開発銀行)を通して TAM/BAS プログラムを推進中である。TAM は事業再生

を意味する Turn Around Manager であり、BAS は Business Advisory Service 

である。特に、TAM は中央アジア、極東ロシア、バルカン諸国、モンゴルを重点目標にわ

が国専門家による支援募集を行っている。このプログラムは特定中小製造業への支援であ

るが、個々の中小企業そのものを 1～2 年かけて再生させるものであることから、中小企業

診断士の本来の専門的業務とみなされる。期待が高まる所以である。 
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[参 照] 
 
タイ国における中小企業診断・中小企業診断士養成事業のスタート 

（JICA） 
                    東京支部 遠藤 英彰 

 
１．背景 

 

1997 年の通貨危機、経済危機でタイの経済は大きな打撃を受けたが、これを契機に、タ

イ経済を担う中小企業対策の重要性が国全体として強く認識され、より効果的、効率的に

中小企業振興策を展開することが急務とされるようになった。 

 1998 年以降、タイ政府は中小企業対策を含む産業構造調整計画（IRP）の制定と金融支

援や中小企業振興法などに取り組み、これに対して日本政府は円借款や宮沢基金に代表さ

れる資金協力、制度面の技術協力をおこなった。 

 

２．中小企業診断制度導入の決定 
 

 以前よりタイ工業省は日本の中小企業診断制度の成果に注目し、その制度導入を検討し

ており、1998 年 2 月には中小企業事業団(現中小企業基盤整備機構)によるタイ工業省産業

振興局（DIP）を始めとする中小企業関係者を対象とした工業診断実習が実施されている。 

 さらに IRP には診断士養成を含む工業診断制度の導入が盛り込まれていたが、これを企

業診断プロジェクトとして DIP 傘下の BSID(裾野産業開発部)主管で推進することが 1999

年 3 月 23 日の診断制度推進委員会で決定され、この日から５年間（1999 年 3 月―2004 年

3 月）にわたるタイの中小企業診断・中小企業診断士養成プロジェクトがスタートした。 

 

３.中小企業診断・中小企業診断士養成事業のスタート 
 

(1) スタート時の疑問点 

中小企業診断・中小企業診断士養成事業スタート決定時、下記の疑問が出されていた。 

① 予定された中級コース研修生(約 100 名)が確保できるか 

② 日本から必要な数(10 名)の長期滞在専門家（中小企業診断士）の支援が受けられる

か 

③ 計画したとおりの企業診断（当面 160 件)ができる受診希望企業が確保できるか 

④ 診断士養成研修事業が予定された 1999 年 6 月に開講できるか 

 

 3 月のプロジェクトスタート決定時に用意されていたのは講義をおこなう場所（泰日経

済振興協会＝TPA 付属の技術振興センター）と 5名のスタッフ（タイ側 2名、日本側 JICA

派遣専門家 3 名）のみで、全体予算、講師、通訳、研修スケジュール、テキスト、教室諸

設備、事務所スタッフ、診断先企業などを極めて短期間に手配・準備する必要があった。

幸いにして研修生は関係機関縁故のほか、公募により 300 名弱の応募者があり、テスト（問

題は日本人専門家が作成）、面接をおこない、予定の 100 名の研修生を確保できた。 

 一方講師の確保では、タイ側の希望する最低６ヵ月滞在できる日本人講師(中小企業診

断士)をスタート時 10 名確保する必要があったが、中小企業診断協会の協力により一部３

ヵ月毎の交替でやりくりすることで、何とか 10 名確保することができた（この段階では

JICA、JODC 派遣、ＴＰＡ契約など派遣形態が３つあったが、後 JODC 派遣に１本化）。 
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タイ中小企業診断士育成プロジェクト スタート時のメンバー 

 

座学研修はタイ人が講師を担当するという前提で選定したが、中小企業診断士養成とい

う趣旨にそって講義をおこなってもらうために日本側とのすり合わせが必要であった。 

 企業診断は製造業対象に基本的には受講生の OJT と兼ねておこなわれたが、６月の開講

前に日本人の中小企業診断士のみの手でスタートした。当初一部で心配された受診企業の

確保問題は、途中で受診企業の手持ちがなくなり、一時診断を中止するというハプニング

があったが、プロジェクトスタート１年目で１７２社の診断ができまず順調であった。 

このほか研修スケジュールの設定、テキスト作成、講義にかかわる諸設備の準備、通訳の

確保、事務所の設営などもやや突貫作業的であったが何とか無事間に合った。 

本プロジェクト運営の予算については宮沢支援をバックにタイ政府が予算を組んだが、

タイの国会で難航した。その原因の１つは、日本から招聘する中小企業診断士の一部(5

名)をタイ政府（=委託先 TPA）契約とすることになっていたが、その報酬額がタイの大学

教授などと比較し、著しく高額であったことである。予算面の正式決定は遅れたが、ある

程度見切り発車をおこない、プロジェクトスタート決定後わずか 3 ヵ月後の 1999 年 6 月

23 日に診断士養成研修の開講式を迎えることができた。 

 

(2) スタート時の中小企業診断士養成研修 

 中小企業診断士養成コースの具体的研修内容と方式は５年間の間に変化していったが、

スタート時（1999 年 6 月－12 月）の内容を簡単に述べると下記のとおりである。 

● 中級コース：これは全日制で、基本的には日本の中小企業大学校方式をベースに運営、

座学と診断を兼ねた OJT(診断実習)を併せておこなった。座学は原則としてタイ人講

師が講義をおこない、診断を兼ねた OJT は日本人専門家が指導をおこなった。ただス

タート時の段階ではタイ人講師の手配が十分でなかったので、日本人専門家が座学に

かなりタッチするケースが多かった。また OJT は１グループ 10 名のメンバーを各５

名の A、B 班に分けて、それぞれの班が座学と OJT を交互に受ける方式をとった。当

該期間の養成研修事業で 99 名の修了者が出ている。 

● 基礎コース：週末に座学のみを約３ヵ月間おこなうコースで、当該期間に２コース設

けられ、245 名の修了者が出ている。 

(3) スタート時の企業診断 

 1999 年 6 月―12 月の企業(製造業)診断の実施は 171 件であったが、OJT を兼ねた診断が
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大部分で（162 件）で、一部診断を日本人専門家のみでおこなった。この段階での正式な

診断報告書は日本語で作成、これをタイ語に訳したものに工業省 DIP 局長のサインを得て

企業に交付する形をとった。また診断結果の内容説明も日本人専門家がおこなった(その後

診断報告書の作成、診断結果の説明はタイ人研修生等がタイ語でおこなうこととなった)。 

 

４．プロジェクト成功の要因 
 

 本プロジェクトは当初、走りながら考えるというタイの特徴的な方式で推進され、障害、

試行錯誤的な面も多々あったが、短期間に具体的な成果を出したため、当時タイで計画さ

れた 400 の IRP 関連プロジェクトの中で最も成功したプロジェクトの１つといわれた。 

 その要因として、①プロジェクトの目的と方向性が明確であった、②主管するタイ側カ

ウンターパートが確固たる信念と沈着・冷静な判断によりプロジェクトを引っ張るととも

に、上司の工業省有力幹部の全面的なバックアップがあった、③日本側の特に専門家派遣

における全面的支援、④プロジェクト関係者の努力と、難航する場面もあったが、タイ側

と日本人専門家との間の協力、意思疎通が全体的にはうまくいったことなどがあげられる。  
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開発援助機関･団体一覧 
 
独立行政法人国際協力機構(JICA) 
独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO) 
独立行政法人新エネルギー･産業技術総合開発機構(NEDO) 
国際協力銀行(JBIC) 
欧州復興開発銀行（EBRD-TAM） 
アジア経済研究所 
(社)国際建設技術協会 
(社)建設コンサルタンツ協会 
(社)海外運輸協力協会 
(社)日本コンサルティングエンジニア協会 
(社)全日本上下水道コンサルタント協会 
(社)日本技術士会 
(社)海外農業開発コンサルタンツ協会 
(社)日本経済団体連合会(経団連) 
(財)海外貿易開発協会(JODC) 
(財)国際開発高等教育機構(FASID) 
(財)国際協力推進協会(APIC) 
(財)エンジニアリング振興協会(ENAA) 
(財)海外職業訓練協会(OVTA) 
(財)海外技術者研修協会(AOTS) 
国際開発ジャーナル 
国際協力 NGO センター（JANIC） 
日本自転車振興会 
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JICA

       Seminar In Japan 1 1

　　　Japan Center (Busiess Course Management) 1 1 2 4

　　　Japan Center Lectuere/Business Course

　　　　　　　　　（Icl. Enterpise Diagnosis, Advice） 4 6 1 1 3 2 17

　　　Training at Public Offices on SME 1 1 2

　　　Study on development & Information Providing 2 1 1 1 1 1 1 8

　　　SME Plicy establishment 1 1 1 3

　　　Training of SME Consultants(Incl. Diagnosis) 2 2

　　　Human Resource Development 1 1 1 3

JODC

　　　Seminar for businessspersons 1 1

　　　SME Management specialist 1 1 2

　　　Training of SME Consultants(Incl. Diagnosis) 4 4

JETRO

Countries

Agency:
     Type of Service
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　　　Int'l Adviser (in Japan) 1 1

　　　Study and investigation

　　　Specialists in various fields dispatching 1 1 1 3

JBIC (Study) 1 1

AOTS (Seminar)

　　　Seminar in Japan  for businesspersons 1 2 3

NEDO (Seminar) 1 1 2

Private Companies

　　　Management Consulting 1 1 4 1 7

　　　Specialists in varius fields 1 1

　　　Lecturers at seminars

　　　Employee's Training 1 1

Japan Association for Trade with Russia & NIS 1 2 3

MFA, Russian Assistance Division, 2 2

 Overseas Organizations 1 1 2

Total 3 8 8 1 1 9 2 3 2 5 9 2 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 73

Countries

Agency:
     Type of Service
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